
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

は じ め に 
 
飯能市では、平成 27（2015）年 12 ⽉に制定した「飯

能市男⼥共同参画推進条例」に基づき、平成 30（2018）
年 3 ⽉に「第 5 次飯能市男⼥共同参画プラン」を策定し、
男⼥共同参画の推進に向け様々な施策に取り組んでまい
りました。 

第５次のプランでは DV 防⽌事業として、市内の⾼等学
校や公共施設において、パープルリボンキャンペーンを実
施し、若年層に向け DV に対する理解促進を図りました。 

また、⼀⼈ひとりが多様性を認め合い、誰もが⾃分らしく暮らせるまちづくりを⽬指す
ため、「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を導⼊し、令和５(2023)
年２⽉には、制度の利⽤者が安⼼して⾃分らしく⽣活できるよう⽀援することを⽬的に、
埼⽟県⻄部地域まちづくり協議会を構成する所沢市・飯能市・狭⼭市・⼊間市・⽇⾼市の
5 市において、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携に関する協定を締結
しました。 

しかし、時代の移り変わりとともに⼀⼈ひとりの⽣き⽅が多様化する中、いまだ固定
的な性別役割分担意識が根付いている状況にあります。また、今般の新型コロナウイル
ス感染症の感染拡⼤は、急速な雇⽤情勢の悪化や配偶者等からの暴⼒の増加など⼈々の
⽣活に甚⼤な影響を及ぼし深刻な問題となり、より⼀層誰もが⾃分らしく活躍できる男
⼥共同参画が求められています。 

このような状況をふまえ、このたび令和 5（2023）年度から令和 9（2027）年度まで
の５年間を計画期間とし、「飯能市 DV 防⽌基本計画」及び「飯能市⼥性活躍推進計画」
を包括した「第６次飯能市男⼥共同参画プラン」を策定いたしました。 

本プランでは、社会情勢の変化や新たな課題に対応した男⼥共同参画社会の実現に向け、
「誰もが 多様性と 互いの⼈権を尊重し 個性と能⼒を⼗分に発揮できるまち はん
のう」を基本理念として掲げ、市⺠との対話を重視し、市⺠、企業、地域との協働により、
誰もがいきいきと暮らすことができるまちづくりを推進してまいりますので、今後も⼀層
のご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本プランの策定に当たり、貴重なご意⾒、ご提案をいただきました市⺠の皆さ
まをはじめ、飯能市男⼥共同参画審議会委員の皆さま、ご協⼒いただいた企業及び関係者
の皆さまに⼼よりお礼を申し上げます。 

 
令和５年 3 ⽉     
                        飯能市⻑  
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１．計画策定の趣旨 

本市では、「男⼥共同参画社会基本法」に基づき、平成 27（2015）年 12 ⽉に「飯能市
男⼥共同参画推進条例」を制定し、平成 30（2018）年３⽉には「第５次飯能市男⼥共同
参画プラン」（現⾏計画）を策定し、男⼥共同参画社会の実現に向けた様々な施策を総合
的かつ計画的に推進してきました。 

 
近年は、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が急速に進む中、将来の労働⼒不⾜が懸念され、⼥性の

職業⽣活における更なる活躍を推進することが求められています。また、男⼥共同参画の
視点に⽴った防災対策や男⼥間のあらゆる暴⼒に関する問題等、男⼥共同参画に関する
様々な課題の解決が求められています。 

また、性別による役割分担意識は、いまだに根強く残っており、男⼥がともにいきいき
と暮らすことができる社会の実現のため、男⼥共同参画の意識形成を⽬的とした啓発が重
要となります。 

 
このような中、現⾏計画の計画期間終了にあたり、令和３（2021）年度に実施した「男

⼥共同参画に関するアンケート調査」の結果をふまえ、男⼥共同参画社会の実現に向けた
新たな課題に対応するため、「飯能市男⼥共同参画推進条例」の基本理念に基づき、より
社会情勢の変化と市⺠ニーズに対応した「第６次飯能市男⼥共同参画プラン」を策定しま
した。 
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２．計画の性格と位置付け 

本計画は、国の「第５次男⼥共同参画基本計画」及び県の「埼⽟県男⼥共同参画基本計
画」を勘案し、「男⼥共同参画社会基本法」第 14 条第 3 項及び「飯能市男⼥共同参画推
進条例」第 11 条第１項の規定に基づき、本市における男⼥共同参画の推進に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。 

また、「第５次飯能市総合振興計画」及び「はんのうふくしの森プラン」等の関連計画
との整合性に配慮し、飯能市男⼥共同参画審議会答申、男⼥共同参画に関する市⺠意識調
査及び企業意識調査の内容を尊重し策定するものです。 

なお、本計画は、「配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律（以下、
ＤＶ※１防⽌法）」第 2 条の 3 第 3 項に基づく市町村基本計画【飯能市ＤＶ防⽌基本計画】
及び「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律（以下、⼥性活躍推進法）」第 6
条第 2 項に基づく市町村推進計画【飯能市⼥性活躍推進計画】を包括するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
※１ DV（ドメスティック・バイオレンス） 

⼀般的には、「配偶者や恋⼈など親密な関係にある、⼜はあった者からふるわれる暴⼒」のことを⽰すとされています。「暴⼒」と
は、⾝体に対する暴⼒⼜はこれに準ずる有害な影響を及ぼす⾔動を指します。 

男⼥共同参画社会基本法

⼥性の職業⽣活における
活躍の推進に関する法律
（⼥性活躍推進法）

配偶者からの暴⼒の防⽌及び
被害者の保護等に関する法律

（DV防⽌法）

第５次
飯能市総合振興計画
（平成28年度~令和７年度）

飯能市男⼥共同参画推進条例

第６次飯能市男⼥共同参画プラン
（令和５年度~令和９年度）

【飯能市DV防⽌基本計画】 【飯能市⼥性活躍推進計画】

・はんのうふくしの森プラン
・飯能市⼦ども・⼦育てワクワクプラン
・飯能市健康のまちづくり計画
・飯能市介護保険事業計画及び⽼⼈福祉計画
・飯能市障害者計画、飯能市障害福祉計画、
飯能市障害児福祉計画

その他関連計画

【国】
第5次男⼥共同参画基本計画

【埼⽟県】
埼⽟県男⼥共同参画推進条例
埼⽟県男⼥共同参画基本計画

飯能市男⼥共同参画審議会答申 男⼥共同参画に関する
市⺠意識調査・企業意識調査

勘案

尊重 連携・整合

整合
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３．計画の期間 

本計画の期間は、令和５（2023）年度を初年度とし、令和９（2027）年度までの５年
間とします。 

なお、計画期間中に法改正や社会状況の変化により、基本計画の⾒直しが必要となった
場合には、必要に応じて⾒直しを⾏います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、令和３（2021）年度に男⼥共同参画に関する市⺠意識調
査及び企業意識調査を実施したほか、「飯能市男⼥共同参画庁内推進会議」（庁内の関係部
署の職員で構成）などにおいて協議を⾏い、市⺠意⾒や「飯能市男⼥共同参画審議会」（学
識経験者や知識経験者等で構成）の答申を踏まえて策定します。 
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５．世界の動き 

⼥性の地位向上を⽬指した取組については、昭和 50（1975）年の「国際婦⼈年」を⼤
きな節⽬として、国際連合（以下、国連）を中⼼に世界各国で急速に進展しました。 

昭和 54（1979）年の第 34 回国連総会で「⼥⼦に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約（⼥⼦差別撤廃条約）」が採択されました。 

 
平成７（1995）年の「第４回世界⼥性会議」では、各国政府に⾃国の⾏動計画の策定

とその実施責任を求める⾏動綱領が採択され、あらゆる政策及び計画に、社会的・⽂化的
につくられた性差を解消するよう求めています。 

 
平成 26（2014）年には、第 58 回国連婦⼈の地位委員会が、国連本部で開催されまし

た。⽇本が提出した防災、災害救護、復旧復興の全ての段階における⼥性の参画や、⼥性
のニーズへの配慮を求めること等を内容とする「⾃然災害におけるジェンダー※１平等と
⼥性のエンパワーメント※２」決議案が採択され、多様な分野で男⼥共同参画の広がりを
みせています。 

 
平成 27（2015）年には国連で「持続可能な開発⽬標（SDGs）」が採択され、SDGs の

17 の⽬標の５つ⽬には「ジェンダー平等の実現」が掲げられており、性別を理由とする
差別や不平等、⼥性や⼥児に対する暴⼒等に終⽌符を打ち、全ての⼥性と⼥児のエンパワ
ーメントを図ることが求められています。 

 
平成 28（2016）年、第 60 回国連婦⼈の地位委員会が、国連本部（ニューヨーク）で

開催されました。「⼥性のエンパワーメントと持続可能な開発の関連性」の合意結論と「パ
レスチナ⼥性の状況及びその⽀援」「紛争下における⼥性及び児童の⼈質解放」等の決議
が採択されました。 

 
令和４（2022）年には国際⼥性会議 WAW︕2022 を⽇本で開催し、⼥性が直⾯してい

る課題と解決に向けた各国の取組を共有しました。 
 
我が国の男⼥共同参画に関する国際⽐較では、世界経済フォーラムが令和４（2022）

年に発表した「ジェンダー・ギャップ指数※３」では、⽇本は 146 か国中 116 位となって
います。特に政治や経済の分野において男⼥の格差が⼤きいことからこのような低⽔準に
あると⾔われており、男⼥共同参画において取り組む課題は多いと考えられます。

 
※１ ジェンダー 

⼈間には⽣まれついての⽣物学的性別（セックス／Sex）があります。⼀⽅、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられ
た「男性像」、「⼥性像」があり、このような男性、⼥性の性別を「社会的性別」（ジェンダー／gender）といいます。 

※２ ⼥性のエンパワーメント 
女性が個人としても、社会集団としても意思決定過程に参画し、自律的な力をつけて発揮することです。 

※３ ジェンダー・ギャップ指数（Global Gender Gap Index） 
経済活動や政治への参画度、教育⽔準、出⽣率や健康寿命などから算出される世界各国の男⼥間の不均衡を⽰す指標のことです。 
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平成 27（2015）年に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載

された、令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を⽬指す国際⽬標です。17 の⽬標と
169 のターゲットから構成され、社会・経済・環境上の様々な課題に世界各国の市⺠・企業・⾏
政が協働して取り組み、地球上の「誰⼀⼈取り残さない」ことを誓っています。 

 
◇本計画に関連する SDGｓ◇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓国連広報センター 
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６．国・県の動き 

【国】 
国においては、昭和 60（1985）年の⼥⼦差別撤廃条約の批准を契機に、法や制度の整

備が進められ、男⼥労働者を対象とした「雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律」（以下、男⼥雇⽤機会均等法）や、「育児休業、介護休業等育児⼜
は家族介護を⾏う労働者の福祉に関する法律」（以下、育児・介護休業法）などが制定さ
れました。 

 
平成 11（1999）年には、⼥性と男性が互いにその⼈権を尊重し、喜びを分かち合い、

性別にとらわれることなく、その個性と能⼒を⼗分に発揮できる男⼥共同参画社会の実現
を促進するため「男⼥共同参画社会基本法」が施⾏されました。 

 
平成 12（2000）年には、「男⼥共同参画社会基本法」に基づき、10 年間の⻑期的な⽅

向性を⽰した「男⼥共同参画基本計画」が決定されました。その後、「男⼥共同参画基本
計画」は第 2 次（平成 17（2005）年決定）、第３次（平成 22（2010）年決定）、第４次
（平成 27（2015）年決定）と改定が進み、令和２（2020）年には第５次男⼥共同参画
基本計画が策定されました。 

 
平成 13（2001）年には、「配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護に関する法律」

（ＤＶ防⽌法）が制定されました。 
 
平成 29（2017）年には、「いじめの防⽌等のための基本的な⽅針」が改定され、「性同

⼀性障害や性的指向・性⾃認に係る児童⽣徒に対するいじめを防⽌するため、性同⼀性障
害や性的指向・性⾃認について、教職員への正しい理解の促進や、学校として必要な対応
について周知する」ことが盛り込まれました。 

 
平成 30（2018）年には、「政治分野における男⼥共同参画の推進に関する法律」が施

⾏され、国や地⽅議会の議員選挙において、男⼥の候補者の数ができるだけ均等になるこ
とを⽬指すことが基本原則とされました。 

 
第５次計画では「男⼥が⾃らの意思に基づき、個性と能⼒を⼗分に発揮できる、公正で

多様性に富んだ、活⼒ある持続可能な社会」「男⼥の⼈権が尊重され、尊厳をもって個⼈
が⽣きることのできる社会」「仕事と⽣活の調和が図られ、男⼥が共に充実した職業⽣活、
その他の社会⽣活、家庭⽣活を送ることができる社会」「あらゆる分野に男⼥共同参画・
⼥性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げられている包摂的かつ持続可能な世界の実現と
軌を⼀にした取組を⾏い、国際社会と協調する社会」の実現が⽬指されています。 
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【埼⽟県】 
埼⽟県では、住⺠や地域社会の視点に⽴ち、地域の実情を⼗分に踏まえ、県⺠意⾒を最

⼤限に反映した上で、総合的かつ計画的に推進するために、全国に先駆け平成 12（2000）
年 3 ⽉に「埼⽟県男⼥共同参画推進条例」を制定しました。 

 
平成 14（2002）年２⽉に「埼⽟県男⼥共同参画推進プラン 2010」を策定し、あらゆ

る分野に男⼥共同参画と⼈権尊重の視点を取り⼊れることを主眼として、男⼥共同参画社
会づくりのための具体的な道筋を⽰しました。 

同年、県の施策を実施し、県⺠や市町村の取組を⽀援するため、「埼⽟県男⼥共同参画
推進センター（With You さいたま）」を開設しました。 

 
平成 18（2006）年２⽉には平成 16（2004）年の「ＤＶ防⽌法」の⼀部改正を受け、

被害の発⽣防⽌から相談、⼀時保護、⾃⽴⽀援に⾄るまでの施策を総合的に推進するため、
「配偶者等からの暴⼒防⽌及び被害者⽀援基本計画」を策定しました。 

 
平成 19（2007）年２⽉には、計画期間の最終年度を平成 23（2011）年度とするなど

中間⾒直しを⾏い「埼⽟県男⼥共同参画推進プラン」を改定しました。 
 
平成 20（2008）年 5 ⽉には、結婚や出産を機に退職した⼥性の再就職を⽀援するた

め、「埼⽟県⼥性キャリアセンター」を「埼⽟県男⼥共同参画推進センター（With You さ
いたま）」内に開設しました。 

 
平成 24（2012）年４⽉に、働く場における⼥性の活躍を⽀援するため、埼⽟県産業労

働部にウーマノミクス課を設置しました。 
 
平成 29（2017）年３⽉に、「埼⽟県男⼥共同参画基本計画（平成 29（2017）年度〜

令和３（2021）年度）」を策定し、『男⼥共同参画社会の実現―男⼥が共に個性と能⼒を
発揮でき、⼈権が尊重された埼⽟―』を⽬標とした取組が進められました。 

 
令和３（2021）年３⽉に、「埼⽟県男⼥共同参画基本計画（令和４（2022）年度〜令

和８（2026）年度）」を策定し、『男⼥共同参画社会の実現〜⼈権が尊重され、誰もが活
躍できる埼⽟へ〜』を⽬標とした取組が進められています。 
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７．飯能市の動き 

【飯能市】 
本市では、平成３（1991）年９⽉に「飯能市⼥性会議」を設置し、翌年の平成４（1992）

年 10 ⽉に「飯能市⼥性問題に関する市⺠意識調査」を実施する中で基礎資料をまとめ、
平成６（1994）年３⽉に第１次プランとなる「飯能市⼥性⾏動計画」を策定しました。 

 
その後、平成 12（2000）年３⽉に「飯能市男⼥共同参画プラン―第２次⼥性⾏動計画」

を策定、平成 18（2006）年３⽉に第３次プランを策定、平成 24（2012）年３⽉に第４
次プランを策定しました。 

 
平成 26（2014）年４⽉には、「飯能市配偶者暴⼒相談⽀援センター」を設置し、DV 被

害者等の相談や⽀援体制の強化が進みました。 
 
平成 27（2015）年 12 ⽉には、「飯能市男⼥共同参画推進条例」が制定され、本市の男

⼥共同参画の推進のための⼤きな柱となりました。 
 
平成 30（2018）年３⽉には、「第５次飯能市男⼥共同参画プラン」を策定し、⼥性活

躍の推進や新しい男⼥の⽣き⽅、市⺠の意識改⾰に重点を置いた施策の充実を図りました。 
 
令和４（2022）年には、「第５次飯能市総合振興計画【後期基本計画】（令和４（2022）

年度〜令和７（2025）年度）」を策定し、【基本⽬標５ 新しい時代への⾃⽴・協働とイ
ノベーションのまち】の施策として『基本施策 5-3-1 男⼥共同参画社会の実現』、『基本
施策 5-3-2 ⼈権尊重社会の形成』を位置づけました。男⼥共同参画に向けた意識啓発を
積極的に推進するとともに、審議会等における⼥性登⽤率の向上や、DV やセクシュアル・
ハラスメント※１など⼈権に関わる被害や差別に対する相談体制の充実に取り組んでいま
す。 

 
本市では性別にとらわれず⼀⼈ひとりがお互いの⼈権を尊重し、多様な⽣き⽅や価値観

を認め合い、誰もが⾃分らしく暮らすことができる社会の実現を⽬指し「飯能市パートナ
ーシップ・ファミリーシップ届出制度※２」を令和４（2022）年１⽉１⽇より導⼊してい
ます。 

 
※１

 セクシュアル・ハラスメント（略称︓セクハラ） 
性的な⾔動によって相⼿に不利益を与え、相⼿が不快に感じる⾏為を⾏うとセクハラに該当します。 
セクハラには、性的な要求を拒否したことを理由に、評価や処遇⾯で不利益を与える対価型のセクハラだけでなく、わいせつな⾔動
を繰り返し、職場環境を不快なものにする環境型のセクハラがあります。男⼥雇⽤機会均等法では、事業主に対し、セクハラを防⽌
するための配慮義務が課せられています。 

※２ 飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 
⼀⽅⼜は双⽅が性的マイノリティである⼆⼈が、互いを⼈⽣のパートナーとして尊重し、継続的に協⼒し合う「パートナーシップ関
係」であることを表明し、市に届出をすることで市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。 
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１．本市の現状 

（１）⼈⼝ 
本市の総⼈⼝は減少傾向にあり、平成 25（2013）年の 81,874 ⼈に対し、令和４

（2022）年では 78,630 ⼈と 3,244 ⼈の減少となっています。 
⼈⼝構造は、年少⼈⼝割合（15 歳未満）、⽣産年齢⼈⼝割合（15 歳以上 64 歳未満）

は年々減少している⼀⽅、⽼年⼈⼝割合（65 歳状）は年々増加しています。 
 

⼈⼝推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓住⺠基本台帳（各年１⽉１⽇） 
 

⼈⼝構造の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料︓国勢調査 
  

81,874 81,266 80,829 80,513 80,293 80,070 79,708 79,553 79,123 78,630

40,838
40,645

40,427 40,277 40,159 40,093
39,881 39,846

39,597
39,329

41,036

40,621
40,402

40,236 40,134 39,977 39,827 39,707
39,526

39,301

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

42,000

75,000

77,000

79,000

81,000

83,000

85,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

（⼈）（⼈）

男性 ⼥性

14.8 13.1 11.7 10.8 10.6

69.4 67.3 65.0 60.7 57.6

15.7 19.6 23.3 28.5 31.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（%）

年少⼈⼝割合 ⽣産年齢⼈⼝割合 ⽼年⼈⼝割合
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年齢階級別⼈⼝は、70〜74 歳の階級が最も多く、少⼦⾼齢化が進んだつぼ型となっ
ています。 
 

年齢階級別⼈⼝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓住⺠基本台帳（令和４年１⽉１⽇） 

 
⾼齢化率は年々上昇し、昭和 60（1985）年の 10.0％に対し、令和２（2020）年で

は 31.8％と 21.8 ポイントの増加となっています。 
 

⾼齢化率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓国勢調査 

10.0 11.6 13.1
15.7

19.6
23.3

28.5
31.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（%）

1,153

1,465

1,508

1,583

1,673

1,621

1,751

2,022

2,355

2,800

2,735

2,580

2,649

2,928

3,581

2,538

2,051

1,387

746

247

33

0 1,000 2,000 3,000 4,000
（⼈）

⼥性／39,406⼈

1,210

1,360

1,590

1,771

1,874

1,746

1,966

2,285

2,485

3,019

3,015

2,589

2,584

2,982

3,599

2,290

1,667

831

297

59

5

01,0002,0003,0004,000

０〜４

５〜９

１０〜１４

１５〜１９

２０〜２４

２５〜２９

３０〜３４

３５〜３９

４０〜４４

４５〜４９

５０〜５４

５５〜５９

６０〜６４

６５〜６９

７０〜７４

７５〜７９

８０〜８４

８５〜８９

９０〜９４

９５〜９９

１００〜

（⼈）

男性／39,224⼈ （歳）
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（２）世帯構成 
本市では、⼈⼝減少が年々進む⼀⽅で、世帯数は増加傾向となっています。 
１世帯あたり⼈員は、年々減少傾向にあり、令和４（2022）年は 2.20 ⼈と、世帯の

⼩規模化（単⾝世帯等）が進⾏しています。 
世帯の家族類型別構成⽐は、６割以上が核家族世帯で、単⾝世帯は年々増加していま

す。 
 

世帯構成の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料︓住⺠基本台帳（各年１⽉１⽇） 

 
世帯の家族類型別構成⽐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓国勢調査

33,042 33,299 33,499 33,811 34,172 34,538 34,869 35,250 35,440 35,632

2.50
2.40 2.40 2.40

2.30 2.30 2.30 2.30
2.20 2.20

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

（⼈／世帯）（世帯）

世帯数 1世帯あたり⼈員

61.6

63.7

64.3

65.3

66.3

31.0

27.3

24.1

21.7

19.7

7.5

9.0

11.6

13.0

14.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

令和２年

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

（％）核家族世帯 単独世帯 その他世帯
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（３）出⽣の状況 
本市の出⽣数は、平成 30（2018）年から年々減少しており、令和２（2020）年は

432 ⼈となっています。合計特殊出⽣率※１は、全国と埼⽟県を下回っており、令和２
（2020）年は 1.23 となっています。 
 

出⽣数・合計特殊出⽣率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓埼⽟県保健医療政策課（各年次） 

（４）外国⼈住⺠⼈⼝ 
本市の外国⼈住⺠⼈⼝は年々増加しており、令和４（2022）年は 1,083 ⼈と平成 30

（2018）年から 235 ⼈増加しました。 
 

外国⼈住⺠⼈⼝の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※１ 合計特殊出⽣率 

⼀⼈の⼥性が出産可能とされる 15 歳〜49 歳に産むと推測される⼦供の数の平均を⽰します。⼈⼝維持のためには 2.07〜2.08 とさ
れています。 

資料︓統計はんのう

848 
923 

984 1,028 1,083 

89 81 84 89 91 

208 
231 232 224 231 

127 141 134 137 138 

151 153 148 152 143 

273 
317 

386 
426 

480 

0

300

600

900

1,200

1,500

0

100

200

300

400

500

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年

国別（⼈） 合計（⼈）

合計 韓国・北朝鮮 中国 フィリピン ペルー その他

574
525

458 473 467 506
450 458 477

435 432

1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42
1.36 1.331.32

1.28 1.29
1.33 1.31 1.33

1.37 1.36 1.34
1.27

1.27
1.27

1.11

1.00
1.06 1.08

1.39

1.09
1.15

1.22
1.14

1.23

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0

500

1,000

1,500

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（⼈）

出⽣数（飯能市） 合計特殊出⽣率（全国） 合計特殊出⽣率（埼⽟県） 合計特殊出⽣率（飯能市）
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（５）労働⼒率※１ 
本市における男性の労働⼒率は、25 歳〜64 歳で 80％以上となっています。 
⼥性の労働⼒率は、結婚や出産の時期にあたる年代に⼀度下降し、育児が落ち着いた

時期に再び上昇する M 字型曲線を描いていますが、徐々に M 字カーブは緩やかになり
台形型に近づいています。 
 

年齢階級別労働⼒率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料︓国勢調査 

 

 

  

 
※１ 労働⼒率 

15 歳以上の⼈⼝に占める労働⼒⼈⼝の割合のことです。労働⼒⼈⼝は就業者に完全失業者を加えた⼈数です。 

14.4

60.4

84.2

84.5 86.6 87.8 87.6 86.7 86.5
80.4

0

20

40

60

80

100

15〜
19歳

20〜
24歳

25〜
29歳

30〜
34歳

35〜
39歳

40〜
44歳

45〜
49歳

50〜
54歳

55〜
59歳

60〜
64歳

（％）

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

※数字は令和２年調査時の値は

17.9

65.8

78.3
69.6

70.2 71.9
74.9 75.3

68.6

56.3

0

20

40

60

80

100

15〜
19歳

20〜
24歳

25〜
29歳

30〜
34歳

35〜
39歳

40〜
44歳

45〜
49歳

50〜
54歳

55〜
59歳

60〜
64歳

（％）

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

※数字は令和２年調査時の値は

男性 ⼥性 
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（６）認可保育所の保育定員の推移 
令和２（2020）年と令和４（2022）年に新たな施設が開設されるなど保育定員の枠

を広げ、令和４（2022）年には 1,391 ⼈となっています。 
 

保育定員の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓保育課（各年４⽉１⽇） 

 
（７）DV 等の相談状況 

本市の⼥性相談件数は、平成 30（2018）年度から年々増加傾向にあり令和３（2021）
年度は 390 件と平成 30（2018）年度から 149 件増加しています。 

DV 相談件数も、平成 30（2018）年度から年々増加傾向にあり、令和３（2021）年
度は 193 件と平成 30（2018）年度から 118 件増加しています。 
 

⼥性相談件数・DV 相談件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓市⺠協働推進課 

464

241 241

336
390

147
75

136
207 193

0

200

400

600

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（件）

⼥性相談合計件数 うちDV相談

1,254 1,254 1,349 1,349 1,391

0.0 0.0

7.5 7.5

10.9

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

0

1,000

2,000

3,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（％）（⼈）

保育定員 平成30年からの増加率

42⼈増加

95⼈増加
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（８）政策・⽅針決定過程への⼥性の参画 
 

 地⽅⾃治法（第 202 条の 3）に基づく
審議会等及び地⽅⾃治法 

（第 180 条の 5）に基づく委員会等 
⾃治会⻑ 市議会議員 

市⽴⼩・中学校 
ＰＴＡ会⻑ 

⼥
性
⽐
率
︵
％
︶ 

⼥
性
⽐
率
︵
％
︶ 

⼥
性
⽐
率 

⼥
性
⽐
率
︵
％
︶ 

審
議
会
等
及
び 

委
員
会
等
数 

⼥
性
を
含
む 

審
議
会
等
及
び 

委
員
会
等
数 

委
員
数 

⼥
性
数 

⾃
治
会
⻑
数 

⼥
性
数 

市
議
会
議
員
数 

⼥
性
数 

会
⻑
数 

⼥
性
数 

平成 30 年度 54 37 516 134 26.0 136 2 1.5 19 5 26.3 22 1 4.5 

令和元年度 54 39 514 134 26.1 136 0 0.0 19 5 26.3 20 1 5.0 

令和２年度 51 35 532 123 23.1 135 0 0.0 19 5 26.3 20 2 10.0

令和３年度 49 36 533 124 23.3 134 2 1.5 18 4 22.2 19 3 15.8

令和４年度 55 41 539 129 23.9 134 3 2.2 19 6 31.6 19 2 10.5

資料︓市⺠協働推進課、議会総務課、⽣涯学習課 
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２．男⼥共同参画に関する市⺠意識の状況 

本計画の策定にあたり、市内に在住する 18 歳以上の市⺠を対象に、男⼥共同参画に関
する意識や実態を把握するため、「男⼥共同参画に関する市⺠意識調査」（以下、市⺠意識
調査）を実施しました。調査結果の詳細については、市ホームページで公表しています。 

 
調査時期 令和３年 11 ⽉ 10 ⽇（⽔）〜 11 ⽉ 30 ⽇（⽕） 
調査対象 飯能市在住の 18 歳以上の市⺠ 3,500 ⼈
抽出⽅法 住⺠基本台帳から無作為抽出
回収数 郵送回収︓864／オンライン︓243
回収率 31.6％ 

 
（１）固定的な性別役割分担意識について 

【男は仕事、⼥は家庭】という考え⽅を否定する割合「そうは思わない」は、前回
調査の 34.6％から 49.7％と 15.1 ポイント増加したものの、「そうは思わない」は
５割程度にとどまっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.3%

4.6%

2.1%

4.8%

0.6%

4.6%

20.1%

34.5%

24.2%

38.0%

17.3%

32.3%

26.8%

23.1%

23.3%

20.1%

29.8%

25.7%

49.7%

34.6%

48.3%

33.9%

50.5%

35.6%

2.1%

3.2%

2.1%

3.2%

1.8%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（今回）

（前回）

男性（今回）

（前回）

⼥性（今回）

（前回）

今回／令和3年度調査（n=1,107） 前回／平成28年度調査（ n=714）

そのとおりだと思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そうは思わない
無回答
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（２）男⼥共同参画に関する⾔葉の認知度について 
知っている⾔葉では、「内容を知っている」「聞いたことはあるが内容は知らない」

を合わせた『知っている』という回答は、「ジェンダー」が 85.3％と最も多く、次い
で「LGBTQ※１」が 70.9％、「ワーク・ライフ・バランス※２」が 60.1％となってい
ます。 

また、「知らない」という回答は、「アンコンシャス・バイアス※３」が 72.4％と最
も多く、次いで「飯能市⼥性相談」が 61.2％、「飯能市男⼥共同参画推進条例」が、
60.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
※１ LGBTQ（エル・ジー・ビー・ティー・キュー） 

⼥性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、⼼の性と⾝体の性
に違和感を持つ⼈（トランスジェンダー、Transgender）、⾃分⾃⾝の性を決められない・わからない・決めていない（クイア／ク
エスチョニング、Queer／Questioning）⼈々を意味する頭字語です。 

※２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と⽣活の調和） 
ワーク（仕事）とライフ（仕事以外の⽣活）を調和させ、性別・年齢を問わず、誰もが働きやすい仕組みをつくることです。 

※３ アンコンシャス・バイアス 
誰もが持っているもので、⾃分⾃⾝が気づいていない「無意識の偏ったものの⾒⽅や思い込み」をいいます。その⼈の過去の経験や
知識、価値観、信念などをとおして本⼈が気づかないうちに⾝に付けたもので、何気ない発⾔や⾏動として現れるものです。 

※４ デート DV 
恋⼈や交際相⼿などの親密な関係にある者（配偶者は除く）による⼼とからだへの暴⼒のことです。 

5.4%

9.8%

9.5%

26.7%

64.9%

50.8%

35.7%

6.6%

30.4%

35.0%

25.7%

21.4%

20.4%

20.1%

24.4%

17.4%

60.9%

51.4%

61.2%

48.5%

11.2%

24.8%

36.0%

72.4%

3.3%

3.8%

3.6%

3.3%

3.5%

4.4%

4.0%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飯能市男⼥共同参画推進条例

⼥性活躍推進法

飯能市⼥性相談

デートＤV

ジェンダー

ＬＧＢＴＱ

ワーク・ライフ・バランス

アンコンシャス・バイアス

今回／令和3年度調査（n=1,107）

内容を知っている 聞いたことはあるが内容は知らない 知らない 無回答

※４
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（３）男⼥平等意識について 
男⼥平等意識については、男⼥共同参画に関する様々な取組が社会全体で進められ

ているものの、「家庭」から「社会全体」までの全ての場⾯で、「男⼥が平等になって
いる」と回答した割合が、前回調査よりも減少し、「男性の⽅が優遇されている」と
の回答が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8.2%

7.6%

4.8%

2.4%

15.8%

14.3%

20.7%

18.3%

12.5%

11.2%

38.0%

29.3%

18.6%

16.1%

35.4%

34.7%

20.6%

13.9%

40.4%

38.0%

45.2%

48.7%

34.9%

37.0%

37.1%

43.7%

48.3%

54.5%

34.9%

38.1%

54.0%

65.1%

22.9%

23.5%

16.1%

17.9%

29.4%

32.6%

11.7%

15.3%

14.6%

15.4%

6.5%

7.0%

2.5%

3.2%

5.4%

8.8%

2.8%

2.7%

4.4%

4.9%

1.1%

1.5%

3.6%

4.1%

1.9%

3.8%

0.6%

0.8%

1.8%

2.1%

0.7%

1.0%

1.2%

1.4%

0.5%

0.3%

0.5%

0.8%

8.9%

7.0%

13.3%

11.6%

9.2%

9.1%

10.4%

8.3%

13.3%

10.2%

7.6%

7.1%

9.9%

6.2%

4.2%

1.8%

4.2%

2.9%

4.5%

4.2%

4.2%

3.1%

4.3%

2.7%

4.1%

2.8%

4.4%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭のなかで（今回）

（前回）

教育のなかで（今回）

（前回）

職場のなかで（今回）

（前回）

しきたりりや習慣で（今回）

（前回）

法律や制度の上で（今回）

（前回）

政治の場で（今回）

（前回）

社会全体で（今回）

（前回）

今回／令和3年度調査（n=1,107） 前回／平成28年度調査（ n=706）

男性の⽅が優遇されている どちらかといえば男性 平等になっている
どちらかといえば⼥性 ⼥性の⽅が優遇されている わからない
無回答
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（４）社会との関わりについて 
⽅針・政策決定の場への⼥性の参画を更に促進するために重要なことでは、「とて

も重要である」「どちらかといえば重要である」を合わせた『重要である』という回
答では、「⾏政の審議会などに、⼥性委員を積極的に登⽤する」が 84.6％と最も多く、
次いで⾃治会など地域団体の⻑や役員に、⼥性を積極的に登⽤する」が 78.3％、「防
災組織に、⼥性を積極的に登⽤する」が 76.0％となっています。 

『あまり重要ではない』という回答では、「防災組織に、⼥性を積極的に登⽤する」
が 20.2％と最も多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）地域活動について 
町内会やボランティアなどの地域活動への参加では、「よく参加している」「ときど

き参加している」を合わせた『参加している』が 30.2％となっています。また、「ほ
とんど参加しない」「参加したことがない」「以前は参加していたが、今はしていない」
を合わせた『参加していない』が 67.4％となっています。 

 
 
 
 
 
 

  

8.0%

22.2%

26.2%

28.2%

13.0%

2.3%

0% 10% 20% 30%

よく参加している

ときどき参加している

ほとんど参加しない

参加したことがない

以前は参加していたが、今はしていない

無回答

令和3年度調査（n=1,107）

43.0%

42.4%

34.1%

29.6%

30.4%

41.6%

43.6%

44.2%

47.8%

45.6%

12.0%

9.0%

18.2%

17.2%

20.2%

3.4%

5.0%

3.5%

5.5%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（今回）

（前回）

（今回）

（前回）

防災組織に、⼥性を積極的に登⽤する（今回）

今回／令和3年度調査（n=1,107） 前回／平成28年度調査（ n=706）

とても重要である どちらかといえば重要である あまり重要ではない 無回答

⾏政の審議会などに、
⼥性委員を積極的に登⽤する

⾃治会など地域団体の
⻑や役員に、⼥性を積極的に登⽤する
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（６）配偶者や交際相⼿に対する暴⼒について 
配偶者（交際相⼿）間の様々な⾏為において、『殴る、蹴る』などの【⾝体的暴⼒】、

『性的な⾏為を強要する』などの【性的暴⼒】は「どんな場合でも暴⼒にあたると思
う」という回答が 80％以上を占めており、⾝体を傷つける⾏為については、暴⼒と
しての認識が⾼いです。 

しかし、『⼤声で怒鳴る・⻑時間無視をする・携帯電話などを細かく監視する』な
どの【精神的暴⼒】、『必要な⽣活費を渡さない』などの【経済的暴⼒】は、前回調査
よりも「どんな場合でも暴⼒にあたると思う」と回答した割合が減少しており、⾝体
を直接傷つけない⾏為については、暴⼒としてあまり捉えられていません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

84.7%

91.6%

84.8%

80.5%

62.8%

67.1%

52.9%

58.4%

60.0%

59.9%

68.6%

75.4%

9.1%
4.3%

8.7%

14.4%

30.3%

27.5%

36.6%

31.1%

29.1%

30.3%

21.3%

17.5%

1.3%

0.4%

1.4%

1.3%

2.0%

1.7%

5.4%

6.6%

6.0%

6.2%

4.9%

3.4%

4.9%

3.6%

5.1%

3.8%

5.0%

3.8%

5.1%

3.9%

5.0%

3.6%

5.2%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

殴る、蹴る、突き⾶ばす、物を投げつける（今回）

（前回）

嫌がっているのに性的な⾏為を強要する（今回）

（前回）

⼤声で怒鳴る、暴⾔をはく（今回）

（前回）

何を⾔っても⻑時間無視し続ける（今回）

（前回）

交友関係や携帯電話、郵便物などを細かく監視する（今回）

（前回）

必要な⽣活費を渡さない⼜は負担しない（今回）

（前回）

今回／令和3年度調査（n=1,107） 前回／平成28年度調査（n=714）

どんな場合でも暴⼒にあたると思う
暴⼒にあたる場合とそうでない場合があると思う
暴⼒にあたるとは思わない
無回答
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（７）ハラスメントの有無について 
ハラスメントの有無については、『⼥（男）のくせに』といった差別的な発⾔や『体

への接触』、『飲み会等への参加の強要』を「受けたり、⾒聞きしたことがある」との
回答が５割前後を占めており、男⼥を問わずセクシュアル・ハラスメントは⾝近にあ
るという現状があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

13.3%

12.7%

17.3%

2.0%

2.7%

2.7%

6.5%

2.0%

2.2%

5.9%

0.9%

31.3%

22.7%

19.6%

7.5%

13.8%

13.8%

14.4%

12.0%

12.9%

15.3%

0.8%

9.1%

9.8%

12.3%

3.5%

3.6%

3.6%

4.9%

3.1%

3.9%

6.3%

1.0%

46.1%

54.2%

50.3%

86.3%

79.2%

79.2%

73.3%

81.6%

79.8%

71.3%

12.2%

0.3%

0.6%

0.5%

0.8%

0.8%

0.8%

0.9%

1.4%

1.2%

1.2%

85.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「⼥（男）のくせに」「⼥（男）だから」
などの発⾔

体への接触

飲み会等へ参加の強要

交際の強要

性的⾏為の強要

ストーカー⾏為

プライバシーに関することや性的内容を
含む発⾔や電話・メール等

妊産婦に対する嫌がらせ

育児休業、介護休業取得の際の嫌がらせ

就労活動の際の差別的扱い

その他

令和3年度調査（n=1,107）

受けたことがある ⾒聞きしたことがある
受けたことも⾒聞きしたこともある 受けたことも⾒聞きしたこともない
無回答
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（８）性別に関わらず働きやすくなるために必要なことについて 
「給与等の男⼥間格差をなくすこと」が 40.6％と最も多く、次いで「家事や育児

を⾏うことに対し、職場や周囲の理解と協⼒があること」が 36.6％、「在宅勤務やフ
レックスタイム制度、短時間勤務制度など、柔軟な勤務制度を導⼊すること」が
34.8％となっており、多様で柔軟な働き⽅が求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（９）家庭⽣活について 
⼦育てや⼦どものしつけを主に⾏っている⼈では「共同して分担」が 52.5％と最

も多く、次いで「主として⺟親」が 45.0％となっています。共働き世帯が増える中、
⼦育てやしつけ等をはじめとする家庭⽣活において、共同して⾏う意識は年々根付い
てきていますが、いまだに「⼦育ては⼥性」という固定的な性別役割分担意識が根強
く残っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

40.6%

36.6%

34.8%

32.7%

28.9%

22.1%

17.9%

17.3%

14.7%

10.0%

2.1%

2.6%

0% 20% 40% 60%

給与等の男⼥間格差をなくすこと

家事や育児を⾏うことに対し、職場や周囲の理解と協⼒があること

在宅勤務やフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、柔軟な勤務制度を導⼊すること

代替要員の確保など、育児休業・介護休業制度を利⽤できる職場をつくること

年間労働時間を短縮すること

性別にかかわらず家事や育児を⾏う能⼒・機会を⾼めること

育児や介護のために退職した職員をもとの会社で再雇⽤する制度を導⼊すること

育児休業・介護休業中の給付を充実すること

地域の保育施設や保育時間の延⻑など、保育内容を充実すること

職業上必要な知識・技能等の職業訓練を充実すること

その他

わからない

令和3年度調査（n=1,107）

主として⽗親
1.2%

主として⺟親
45.0%共同して分担

52.2%

主として⽗⺟以外
1.6%

令和3年度調査（n=249）
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（10）男⼥共同参画社会を⽬指すために飯能市が⼒をいれるべきことについて 
「性別にかかわらず誰もが働きやすい労働環境の整備を働きかけること」が

45.3％と最も多く、次いで「⼦どもの時から、家庭や学校で男⼥平等について教える
こと」が 44.4％、「保育・⼦育て⽀援を充実させること」が 41.0％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

45.3%

44.4%

41.5%

41.0%

48.7%

29.4%

26.7%

42.4%

18.0%

16.7%

16.0%

17.4%

8.4%

5.9%

10.6%

5.8%

5.6%

7.0%

3.3%

4.9%

1.8%

1.1%

2.8%

2.2%

5.1%

0% 20% 40% 60%

性別にかかわらず誰もが働きやすい労働環境の整備を働きかけること（今回）

（前回）

⼦どもの時から、家庭や学校で男⼥平等について教えること（今回）

（前回）

保育・⼦育て⽀援を充実させること（今回）

（前回）

（前回）

⾼齢者等の介護・福祉サービスを充実させること（今回）

（前回）

⼥性を政策⽴案・⽅針決定の場へ積極的に登⽤すること（今回）

（前回）

男⼥平等のための広報活動や啓発活動（今回）

（前回）

配偶者やパートナーに対する家庭内暴⼒防⽌に取り組むこと（今回）

（前回）

⽣涯を通じた⼥性の健康管理⽀援を充実させること（今回）

（前回）

⾃治会等地域活動へ⼥性の参画を働きかけること（今回）

（前回）

⼥性相談事業を充実させること（今回）

（前回）

防災の分野で男⼥共同参画の視点を取り⼊れること（今回）

（前回）

その他（今回）

（前回）

特にない（今回）

（前回）

無回答

令和3年度調査（n=1,107） 平成28年度調査（n=714）

前回調査なし

共に暮らす男⼥は家事・育児・介護などについての対等な
パートナーであるとの理解と協⼒を促進すること（今回）

前回調査なし

前回調査なし

前回調査なし
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35.4%

44.2%

26.1%

26.6%

8.1%

9.7%

9.9%

8.4%

8.7%

6.5%

11.8%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（今回）

（前回）

今回／令和3年度調査（n=161） 前回／平成28年度調査（n=154）

9⼈以下 10〜29⼈以下 30〜49⼈以下 50〜99⼈以下 100⼈以上 無回答

３．男⼥共同参画に関する企業意識の状況 

本計画の策定にあたり、市内の 500 事業所を対象に、男⼥共同参画に関する現状や事
業所の経営者や責任者の意識を把握するため、「男⼥共同参画に関する企業意識調査」（以
下、企業意識調査）を実施しました。調査結果の詳細については、市ホームページで公表
しています。 

 
調査時期 令和３年 11 ⽉ 10 ⽇（⽔）〜 11 ⽉ 30 ⽇（⽕） 
調査対象 飯能市内の 500 の事業所
抽出⽅法 無作為抽出
回収数 郵送回収︓132／オンライン︓29
回収率 32.2％ 

 
（１）事業所について 

事業所の規模は、従業員数「９⼈以下」が 35.4％と最も多く、次いで「10〜29 ⼈
以下」が 26.1％となっています。 
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（２）ワーク・ライフ・バランスについて 
 
【各種制度の有無】 

ワーク・ライフ・バランスに関する各種制度の実施状況は、「時間・半⽇単位での
有給休暇制度」が 63.4％と最も多く、次いで「再雇⽤制度」が 60.9％、「育児休暇
（配偶者の出産に伴う数⽇の休暇）制度」が 54.7％となっています。 

前回調査と⽐較すると、「有」という回答が「再雇⽤制度」と「育児・介護サービ
ス利⽤料⾦の補助制度」を除いた全ての項⽬で増えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

41.6%

37.7%

18.6%

12.3%

14.9%
2.6%

63.4%

50.6%

26.1%

22.1%

60.9%

61.0%

40.4%

29.9%

54.7%

44.8%

10.6%

7.8%

9.3%

5.8%

3.1%

5.2%

44.7%

46.8%

66.5%

71.4%

69.6%

80.5%

24.8%

35.1%

56.5%

57.8%

26.1%

24.0%

44.1%

51.9%

32.3%

40.3%

75.2%

74.7%

76.4%

76.0%

83.2%

76.0%

13.7%

15.6%

14.9%

16.2%

15.5%

16.9%

11.8%

14.3%

17.4%

20.1%

13.0%

14.9%

15.5%

18.2%

13.0%

14.9%

14.3%

17.5%

14.3%

18.2%

13.7%

18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短時間勤務制度（今回）

（前回）

フレックスタイム制度（今回）

（前回）

在宅勤務制度（今回）

（前回）

時間・半⽇単位での有給休暇制度（今回）

（前回）

時間外労働の免除制度（今回）

（前回）

再雇⽤制度（今回）

（前回）

⼦の看護休暇制度（今回）

（前回）

育児休暇（配偶者の出産に伴う数⽇の休暇）制度（今回）

（前回）

法律を上回る育児休業制度（今回）

（前回）

法律を上回る介護休業制度（今回）

（前回）

育児・介護サービス利⽤料⾦の補助制度（今回）

（前回）

今回／令和3年度調査（n=161） 前回／平成28年度調査（n=154）

有 無 無回答
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【各種取組の有無】 
ワーク・ライフ・バランスに関する各種取組の実施状況は、「事業所内の相談体制

の整備」が 36.6％と最も多く、次いで「転勤・配置転換の際の配慮」が 31.7％、「管
理職以外への意識改⾰のための研修の実施」が 24.8％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

23.0%

27.3%

12.4%

17.5%

3.1%

1.9%

22.4%

25.3%

24.8%

26.0%

31.7%

26.6%

36.6%

34.4%

64.6%

57.1%

73.3%

64.9%

82.0%

81.2%

63.4%

60.4%

61.5%

60.4%

54.7%

56.5%

50.3%

51.9%

12.4%

15.6%

14.3%

17.5%

14.9%

16.9%

14.3%

14.3%

13.7%

13.6%

13.7%

16.9%

13.0%

13.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ノー残業デーの実施（今回）

（前回）

育児休業復帰⽀援プログラム（復職⽀援）（今回）

（前回）

事業所内保育施設の設置（今回）

（前回）

管理職への意識改⾰のための研修の実施（今回）

（前回）

管理職以外への意識改⾰のための研修の実施（今回）

（前回）

転勤・配置転換の際の配慮（今回）

（前回）

事業所内の相談体制の整備（今回）

（前回）

今回／令和3年度調査（n=161） 前回／平成28年度調査（n=154）

有 無 無回答
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（３）⼥性活躍の推進について 
⼥性活躍を推進するために実施している取組では、「育児・介護休業や短時間勤務

制度など様々な制度の整備」が 50.3％と最も多く、次いで「ハラスメント防⽌など
の環境の整備」が 37.3％となっています。 

「育児・介護休業や短時間勤務制度など様々な制度の整備」「キャリア形成⽀援・
研修の実施」「⼥性管理職の⽬標値の設定」「ロールモデル※１の育成」が前回調査よ
りも減少しており、⼥性活躍の推進と職場における男⼥格差の解消に向けて、ポジテ
ィブ・アクション※２に取り組むことを促すための啓発活動が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
※１ ロールモデル 

将来像を描いたり、⾃分のキャリア形成を考える際に参考とする「お⼿本」となる⼈物のことです。 
※２

 ポジティブ・アクション 
社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、⼀定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会
均等を実現することを⽬的として講じる暫定的な措置のことをいいます。 

50.3%

66.1%

37.3%

32.1%

14.3%

49.1%

13.7%

7.5%

9.9%

20.8%

6.2%

13.2%

6.2%

1.9%

26.7%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80%

育児・介護休業や短時間勤務制度など様々な制度の整備（今回）

（前回）

ハラスメント防⽌などの環境の整備（今回）

（前回）

キャリア形成⽀援・研修の実施（今回）

（前回）

保育・介護サービスの充実（今回）

（前回）

⼥性管理職の⽬標値の設定（今回）

（前回）

ロールモデルの育成（今回）

（前回）

その他（今回）

（前回）

無回答（今回）

（前回）

令和3年度調査（n=161） 平成29年度調査（n=53）
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（４）ハラスメント対策について 
ハラスメント対策として実施している取組では、「ハラスメント防⽌の周知・啓発」

が 26.1％と最も多く、次いで「ハラスメント防⽌⽅針・マニュアルの策定」が 24.2％、
「管理職への研修の実施」が 21.1％となっています。 

「実施していない」と回答した割合は、前回調査から 19.3 ポイント減少していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

26.1%

24.2%

14.3%

21.1%

15.6%

19.3%

16.9%

14.3%

11.7%

8.1%

0.0%

1.9%

5.8%

39.1%

58.4%

14.3%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80%

ハラスメント防⽌の周知・啓発（今回）

（前回）

ハラスメント防⽌⽅針・マニュアルの策定（今回）

（前回）

管理職への研修の実施（今回）

（前回）

各種相談窓⼝の設置（今回）

（前回）

管理職以外への研修の実施（今回）

（前回）

意⾒箱の設置（今回）

（前回）

その他（今回）

（前回）

実施していない（今回）

（前回）

無回答（今回）

（前回）

令和3年度調査（n=161） 平成29年度調査（n=154）

前回調査なし
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４．前期計画の推進状況と課題 

第５次飯能市男⼥共同参画プランでは、計画の進捗状況や達成度を的確に把握し、評価
するため、12 の「市⺠意識調査からの⽬標指標」と、16 の「⾏政の⽬標指標」を設定し
ました。 

 
■市⺠意識調査からの⽬標指標 

平成 28（2016）年度に実施した「第５次飯能市男⼥共同参画プラン策定に係る市⺠
意識調査」の結果の数値を基準値として、令和４（2022）年度までに達成すべき⽬標
値。 
 
■⾏政の⽬標指標 

平成 29（2017）年度の数値を基準値として、令和４（2022）年度までに達成すべ
き⽬標値。 

 
 

【評価判定基準】 

〇︓⽬標値を達成している 
△︓⽬標値を達成していないが、基準値より数値が改善している 
✕︓基準値より数値がさがっているもしくは変化がない 
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基本⽬標１ ⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、お互いを認め合う意識づくり 

男⼥共同参画社会の実現のためには、⼀⼈ひとりが男⼥共同参画への意識を持ち、⾏動
することが互いの⼈権を尊重し、認め合う社会の実現につながります。そのためには、男
⼥共同参画セミナーや講座の開催、また市広報やホームページなど様々なツールでの啓発
と情報提供を⾏ってきました。 

令和３（2021）年度に実施した市⺠意識調査の結果では、『「男は仕事、⼥は家庭」に
ついて「そうは思わない」と回答した⼈の割合』は、⽬標値 50.0％に対して達成状況
49.7％となっており、平成 28（2016）年度の調査と⽐べて 15.1 ポイント増加し、固定
的な性別役割分担意識の解消に対する意識改善がみられましたが、⽬標値達成には⾄りま
せんでした。 

しかし、『社会全体で「男⼥が平等になっている」と回答した⼈の割合』は達成状況
14.6％と、平成 28（2016）年度の調査と⽐べると 0.8 ポイント減少しており、今後も
意識づくりの基本となる啓発が課題であり、様々なメディアを使い、効果的な情報発信に
努める必要があります。 

 
（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成 28 年度）
⽬標値 

（令和４年度） 
達成状況 

（令和３年度） 評価

飯能市男⼥共同参画推進条例について、「内容を知っている」と

回答した⼈の割合 
2.4％ 30.0％ 5.4％ △ 

「男は仕事、⼥は家庭」について、「そうは思わない」と回答し

た⼈の割合 
34.6％ 50.0％ 49.7％ △ 

社会全体で「男⼥が平等になっている」と回答した⼈の割合 15.4％ 30.0％ 14.6％ ✕ 

 
（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成 29 年度）
⽬標値 

（令和４年度）
達成状況 

（令和３年度） 担当課 評価

男⼥共同参画に関する講座等の開催回数 ５回 ５回 ６回 地域活動⽀援課 〇 

男⼥共同参画に関する講座の参加者数 
（延べ⼈数） 

279 ⼈ 300 ⼈ 461 ⼈ 地域活動⽀援課 〇 

男⼥共同参画情報誌「アンサンブル」の発⾏回数 ２回 ３回 ２回 地域活動⽀援課 ✕ 

男⼥共同参画推進庁内情報紙「アイリス」の発⾏回数 ２回 ３回 ２回 地域活動⽀援課 ✕ 

市⽴⼩中学校における男⼥平等教育に関する⼈
権教育研修会の開催 

各校１回 各校１回 各校１回 学校教育課 〇 
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基本⽬標２ 地域・社会における男⼥共同参画の環境づくり 

令和３（2021）年度に実施した市⺠意識調査の結果では、『⽅針・政策決定の場に⼥性
の参画を促進するために、「市の審議会等への⼥性の積極的登⽤」や「⾃治会の⻑や役員
への⼥性の積極的登⽤」が「とても重要である」と回答した⼈の割合』が⽬標達成値には
⾄らないものの、平成 28（2016）年度の基準値よりも割合が微増しており、⼥性が⽅針・
政策決定の場に参画することに対する意識改善がみられます。 

しかし、本市の職員の管理職に占める⼥性の割合や⼥性⾃治会⻑の⼈数は、平成 29
（2017）年度の基準値よりも減少しています。活⼒ある地域社会を継続するためには、
政策⽅針決定の場への⼥性の参画や働く場、地域社会等、あらゆる分野において男性だけ
でなく⼥性が活躍できるような⼈材育成や働きやすい環境整備、能⼒に応じた管理職への
登⽤などに関する啓発や事業の推進が必要です。 

 
（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成28年度）
⽬標値 

（令和４年度） 
達成状況 

（令和３年度） 評価

⽅針・政策決定の場に⼥性の参画を促進するために、「市の審議

会等への⼥性の積極的登⽤」が「とても重要である」と回答し

た⼈の割合 

42.4％ 50.0％ 43.0％ △ 

⽅針・政策決定の場に⼥性の参画を促進するために、「⾃治会の

⻑や役員への⼥性の積極的登⽤」が「とても重要である」と回

答した⼈の割合 

29.6％ 40.0％ 34.1％ △ 

 
（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成 29 年度）
⽬標値 

（令和４年度）
達成状況 

（令和３年度） 担当課 評価

各種審議会等における⼥性委員の割合 25.6％ 30.0％ 23.3％ 地域活動⽀援課 ✕ 

⼥性委員が含まれる審議会等の割合 68.5％ 80.0％ 69.2％ 地域活動⽀援課 △ 

市職員の管理職に占める⼥性の割合 14.3％ 20.0％ 13.2％ 職員課 ✕ 

⼥性⾃治会⻑の⼈数 ３⼈ ５⼈ ２⼈ 地域活動⽀援課 ✕ 

⼥性 PTA 会⻑の⼈数 ０⼈ ２⼈ ３⼈ ⽣涯学習課 〇 

特定健診の受診率 
48.3％ 

（平成 28 年度）
60.0％ 

（令和５年度）
34.7％ 

（令和２年度） 保険年⾦課 ✕ 
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基本⽬標３ 働く場における男⼥共同参画の環境づくり 
【飯能市⼥性活躍推進計画】 

誰もが仕事と⼦育ての両⽴を図れるよう、認可保育所の待機児童の解消を図り、令和３
（2021）年度は待機児童数０⼈となっています。近年は、働いている⼜は働きたいと希
望する⼥性が年々増加する中で、保育需要や⼊所児童数も増加しています。誰もが働きや
すい社会の環境をつくるために必要な施策の⼀つとして、引き続き推進が求められます。 

また、令和３（2021）年度に実施した市⺠意識調査の結果では、『⼦育てや⼦どものし
つけを共同して分担している」と回答した⼈の割合』は、⽬標値を上回る結果となりまし
た。 

仕事と家庭を両⽴することができ、個⼈のライフスタイルに応じた多様な働き⽅を選択
できる職場の環境づくりの促進と、ワーク・ライフ・バランスについて、今後も継続して
啓発活動を⾏うことが必要です。 

 
（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成28年度）
⽬標値 

（令和４年度） 
達成状況 

（令和３年度） 評価

⼦育てや⼦どものしつけを「共同して分担している」と回答し

た⼈の割合 
38.0％ 50.0％ 52.2％ 〇 

男性の場合、「育児や介護を理由とした休暇や早退などが取りに

くい」と回答した⼈の割合（男性の回答） 
40.1％ 20.0％ ― ― 

⼥性活躍推進法について、「内容を知っている」と回答した⼈の

割合 
7.3％ 20.0％ 9.8％ △ 

 
（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成 29 年度）
⽬標値 

（令和４年度）
達成状況 

（令和３年度） 担当課 評価

認可保育所の待機児童数 ３⼈ 
０⼈ 

（令和元年度） ０⼈ 保育課 〇 

埼⽟県「多様な働き⽅実践企業」認定事業所数
33 事業所 

（平成 30 年２⽉１⽇現在） 40 事業所 38 事業所 
産業振興課 

地域活動⽀援課 △ 
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基本⽬標４ あらゆる暴⼒のない社会づくり【飯能市 DV 防⽌基本計画】 

令和３（2021）年度に実施した市⺠意識調査の結果では、『飯能市⼥性相談について、
「内容を知っている」と回答した⼈の割合』が 9.5％であり、どこに相談するのが適切な
のか、相談することでどのような⽀援を受けられるのかなど、市⺠に対して周知徹底が必
要です。 

また、『デートＤＶについて、「内容を知っている」と回答した⼈の割合』は、平成 28
（2016）年度の調査の 27.9％から 1.2 ポイント減少、『「⼤声で怒鳴る、暴⾔を吐く」を
「どんな場合でも暴⼒にあたると思う」と回答した⼈の割合』は、平成 28（2016）年度
の調査の 67.1％から 4.3 ポイント減少していることから、更なる DV に対する認識向上
のための啓発を進める必要があります。 

 
（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成28年度）
⽬標値 

（令和４年度） 
達成状況 

（令和３年度） 評価

飯能市⼥性相談について、「内容を知っている」と回答した⼈の

割合 
8.0％ 30.0％ 9.5％ △ 

「デート DV」について、「内容を知っている」と回答した⼈の

割合 
27.9％ 50.0％ 26.7％ ✕ 

「⼤声で怒鳴る、暴⾔を吐く」を「どんな場合でも暴⼒にあた

ると思う」と回答した⼈の割合 
67.1％ 100％ 62.8％ ✕ 

配偶者や交際相⼿等から「⼈格を否定するような暴⾔により精

神的な苦痛を受けた」ことが「何度もあった」と回答した⼈の

割合 

8.1％ 根絶 
0.0％ 

6.5％ △ 

 
（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 
基準値 

（平成 29 年度）
⽬標値 

（令和４年度）
達成状況 

（令和３年度） 担当課 評価

DV 及びデート DV 防⽌に関する講座の開催回数 １回 ３回 ２回 地域活動⽀援課 △ 

DV 関係機関連絡調整会議の開催回数 １回 ２回 ２回 地域活動⽀援課 〇 

担当職員、相談員の専⾨研修の受講回数 
（延べ回数） 

４回 ５回 ６回 地域活動⽀援課 〇 
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第３章 計画の基本的な考え⽅ 
 

１．基本理念 
２．基本⽬標 
３．施策の体系 
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１．基本理念 

 
 
 
 
 
 
 
 
飯能市男⼥共同参画推進条例の基本理念に基づき、誰もが互いに尊重し合い、互いの違

いを認め合い、個性と能⼒を⼗分に発揮できる男⼥共同参画社会の実現を⽬指し、本計画
の基本理念を定めました。 

 
 

 

 

・男⼥の⼈権の尊重 

・社会における制度⼜は慣⾏についての配慮 

・あらゆる分野における政策や⽅針の⽴案及び決定への共同参画 

・家庭⽣活における活動とその他の活動の両⽴ 

・個⼈の尊厳を害する暴⼒の根絶 

・⽣涯にわたる性と⽣殖に関する健康と権利の尊重 

・国際動向の考慮と協調 

 
 
 

  

誰もが 多様性と 互いの⼈権を尊重し 
個性と能⼒を⼗分に発揮できるまち はんのう 
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２．基本⽬標 

 
 
誰もが個性と能⼒を⼗分に発揮できる男⼥共同参画社会を実現するためには、市⺠⼀

⼈ひとりが意識を⾒直し、性別にとらわれずお互いの⼈権を尊重することが重要です。 
男⼥共同参画社会の実現に向けて、「男だから、⼥だから」と性別によって役割を固

定し、⾏動や選択を制限する意識や、性差に対する偏⾒の解消、⼈権尊重を基盤とした
男⼥平等意識の形成などが⼤きな課題となっています。 

また、男⼥共同参画に関する意識は、⼦どもの頃からの積み重ねによるものが⼤きい
ことから、教育の場で⼈権意識や男⼥平等意識を育む取組を実施するとともに、次世代
を担う⼦どもへの教育に携わる者に対しても意識啓発を実施し、様々な機会や場所での
教育、学習、広報、啓発を通じて、⼀⼈ひとりの気づきと学びを継続的に⽀援する施策
を推進します。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
地域・社会において、誰もがいきいきと暮らすことができる環境の整備は、本市の男

⼥共同参画社会の実現に向けた⼤きな柱です。少⼦⾼齢化が急速に進み、単⾝世帯が増
加している本市において、地域活動や社会活動に誰もが参画しやすい環境をつくり、お
互いに⽀え合うまちづくりを進めることが重要です。地域における多様な政策・⽅針決
定過程へ⼥性の参画を進めるとともに、地域活動に男⼥共同参画の視点が反映されるよ
う積極的な働きかけを⾏います。また、男⼥共同参画の国際動向にも注⽬し、情報収集・
提供に努めます。 

 
 

  

基本⽬標１ ⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、お互いを認め合う意識づくり 

基本⽬標２ 地域・社会における男⼥共同参画の環境づくり

■施策の⽅向性 

１．男⼥共同参画社会の実現に向けた意識啓発 
２．多様性への理解促進、啓発 
３．⼀⼈ひとりを⼤切にする教育・学習の推進

■施策の⽅向性 

１．誰にとっても対等な社会参加を促進するための環境づくり 
２．本市審議会等への⼥性委員の登⽤推進 
３．男⼥共同参画に関する国際動向の理解と協調 
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配偶者等に対する暴⼒は、年齢、国籍の違い、障害の有無などを問わず、重⼤な⼈権

侵害であるとともに、男⼥共同参画社会を形成していく上で克服すべき⼤きな課題です。 
携帯情報端末やソーシャルメディアの普及により、若年層間においてもデートＤＶと呼

ばれる⽀配関係の構築が起こりやすい現状や、新型コロナウイルス感染症拡⼤にともない、
雇⽤形態の変化による経済的不安、在宅ワークによる夫婦関係の変化等により、家庭内で
の DV の増加及び深刻化が懸念されています。 

このようなことから、引き続き、暴⼒防⽌のための意識啓発や相談窓⼝の周知及び迅
速かつ適切なＤＶ被害者⽀援を実施します。 

基本⽬標３は、ＤＶ防⽌法第２条の３第３項に基づく市町村基本計画として位置付け
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
性別にかかわりなく、能⼒を発揮することができる社会づくりが極めて重要です。性別

を理由とする差別や不合理な格差を解消するとともに、就労環境の改善に向けた取組や多
様な働き⽅を選択できる社会の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスの実現への理解
を促進するための啓発を推進します。 

また、近年は⾮正規労働者の割合が上昇する中、結婚や妊娠・出産、介護などにより離
職を余儀なくされた⼥性の再就職は厳しさを増しています。⼀度、仕事を辞めた⼥性であ
っても、再び職場で活躍できるように、就業⽀援、再就職に向けた相談体制の整備や、学
び直しのための講座開催の情報提供などに努めます。 

また、多様な働き⽅が選択できる社会の実現に向けた啓発や、企業に向けた情報提供・
相談などの⽀援に取り組みます。 

基本⽬標４は、⼥性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推進計画として位置付けま
す。 

 
 
 

  

基本⽬標３ あらゆる暴⼒のない社会づくり 【飯能市 DV 防⽌基本計画】 

基本⽬標４ 働く場における男⼥共同参画の環境づくり 【飯能市⼥性活躍推進計画】

■施策の⽅向性 

１．あらゆる暴⼒の根絶に向けた意識づくり 
２．相談しやすい場づくりや DV 相談対応の実施 
３．どこに相談があっても必要な⽀援に確実につながる体制の維持 

■施策の⽅向性 

１．多様な働き⽅を可能にする環境づくり 
２．ワーク・ライフ・バランスの推進
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３．施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



第３章 計画の基本的な考え⽅ 

 

45 
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第４章 施策の内容 
 

１．基本⽬標１ 
２．基本⽬標２ 
３．基本⽬標３ 
４．基本⽬標４ 
５．数値⽬標の設定 
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１．基本⽬標１ ⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、お互いを認め合う意識づくり 

 
 

施策の⽅向１ 男⼥共同参画社会の実現に向けた意識啓発 

 
現状 

平成 27（2016）年に国連の持続可能な開発⽬標（SDGs）のひとつに「５．ジェンダ
ー平等を実現しよう」が掲げられ、性別に関わらず、若者から⾼齢者まで全ての⼈が能⼒
と個性を⼗分に発揮し、元気で安⼼して暮らし続けることが重要とされています。 

しかし、社会の制度や慣⾏には、いまだに性別による区別が明⽰されていなくても、実
質的に男性が優遇されていたり、⼥性の参画が阻まれていたりするものがあります。 

市⺠意識調査では、男⼥平等意識については、ほとんどの項⽬で「男性の⽅が優遇され
ている」「どちらかといえば男性の⽅が優遇されている」という割合が多くなっています。 

「男は仕事、⼥は家庭」という固定的性別役割分担意識は、⼥性の経済的⾃⽴や社会へ
の参画を妨げてきました。男⼥共同参画社会は、性別にかかわらず誰もが⾃分らしく⽣き
られる暮らしやすい社会であると⾔われています。そのため、市⺠の男⼥共同参画意識を
浸透させていくことが求められています。 

 
課題 

市⺠の男⼥共同参画意識を浸透させていくためにも、世代により男⼥共同参画に関する
意識が⼤きく異なる傾向を考慮し、それぞれの世代に合う⽅法で啓発を実施していくこと
が必要です。 

また、性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は、⾃分の過去の経
験や知識などから知らず知らずのうちに思い込んでしまうことであり、⽇常のあらゆる場
⾯で起こりえることです。家庭や職場などの⽣活の中で、「⼥性（男性）はこうするべき、
こうであるべき」といった無意識の思い込みや偏⾒を解消するためにも、アンコンシャス・
バイアスという⾔葉の認知と「気づき」を⾒つけられる、啓発活動が必要不可⽋です。 

 

  

基本⽬標１ ⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、お互いを認め合う意識づくり
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①ジェンダー平等の情報発信の強化 ＜施策＞ 
性別による固定的な性別役割分担意識を解消し、⼀⼈ひとりの⼈権を尊重して、男⼥が

ともにお互いを認め合う意識啓発事業を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

１ 男⼥共同参画に関する
意識啓発事業の実施 

男⼥共同参画に関する講座・セミナーを開催し、学
習等の機会を提供することで、市⺠の意識啓発を図
ります。

市⺠協働推進課 

２ 
男⼥共同参画に関する
各種メディアを活⽤し
た情報発信 

効果的な情報媒体を活⽤し、市⺠に向けて情報発信
を⾏います。 

市⺠協働推進課 
広報情報課 

３ 飯能市男⼥共同参画推
進条例の周知 

講座・セミナーの開催時及び、啓発紙を活⽤した周
知を⾏います。 市⺠協働推進課 

４ 市職員の意識改⾰の推進 

効果的な情報媒体を活⽤し、職員に向けた意識啓発
を図ります。 市⺠協働推進課 

コンプライアンスに関する研修や、管理職員を対象
としたハラスメントに関する意識啓発を⾏います。
庁内システムを活⽤し、男⼥共同参画の取組を周
知・推進します。

職員課 

 
 
②性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に向けた啓発 ＜施策＞ 

男⼥を問わず、⼼の中に潜むアンコンシャス・バイアスへの「気づき」を⾒つけ、意識
の持ち⽅を変える啓発活動を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

５ 
アンコンシャス・バイア
スに関する啓発と情報
提供 

家庭・職場・地域などに潜む無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）への認知と理解を深める
ため、効果的な情報媒体により啓発を⾏い、意識の
差の解消を図ります。

市⺠協働推進課 
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施策の⽅向２ 多様性への理解促進、啓発 

 
現状 

性的マイノリティ※１（LGBTQ 等）に関する認知度は少しずつ⾼まりを⾒せていますが、
性的マイノリティ（LGBTQ 等）の⽅の中には、ありのままの⾃分で⽣きられず、困難に
直⾯している⽅もいるのが現状です。 

また、普段の⽣活の中で、何気なく⾒かけるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネ
ットなどのメディアには、固定的な性別役割分担意識を助⻑するものや、性的マイノリテ
ィの⽅への⼈権の配慮を⽋く表現、⼥性や⼦どもを暴⼒⾏為の対象としてとらえた表現が
含まれていることがあり、男⼥共同参画社会の実現を⼤きく阻害する場合もあります。 

 
課題 

仕事や学校、医療など、性的マイノリティ（LGBTQ 等）当事者が直⾯する困難は様々
であり、更なる理解促進に努めていくことが必要です。 

⼈権が尊重される社会を実現するためには、組織的に⼈権教育を推進するとともに、社
会全体に向けて継続的に周知活動を⾏うことが重要です。 

また、多くの情報があふれている社会において、情報を⾒極める判断能⼒（メディア・
リテラシー※２）を養うとともに、適切に情報発信する⼒を⾝につけることができるよう、
メディア・リテラシー向上に向けた施策の推進が必要です。 

 

  

 
※１ 性的マイノリティ 

性⾃認（⾃⼰の性別についての認識）が⼾籍上の性と異なる⽅、性的指向（恋愛感情や性的関⼼の対象となる性別についての指向）
が異性のみだけではない⽅など。性的少数者。 

※２ メディア・リテラシー 
インターネットやテレビ、新聞などのあらゆる形態のメディアから得た情報を主体的に読み解き、正しく理解し⾒極める能⼒のこと
です。 
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①多様な性を尊重する環境の整備 ＜施策＞ 
性的マイノリティ（LGBTQ 等）の⼈権尊重と多様な性への理解を広め、偏⾒や差別の

解消を図り、性別にかかわりなく全ての⼈がその⼈らしく⽣きられる男⼥共同参画社会の
実現を⽬指します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

６ 

性的マイノリティに関す
る理解の促進のための啓
発事業の実施 

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出
制度の周知・啓発を⾏います。国・県の相談窓⼝
と連携することで相談体制の充実を図ります。 

市⺠協働推進課 

性的マイノリティを含む、
あらゆる⼈権課題の理解
促進のための啓発事業の
実施 

講演会等を開催するほか、啓発チラシの配布を実
施します。 企画課 

あらゆる⼈権課題の理解
促進のための職員研修の
実施 

⼈権に関する職員に向けた研修を実施します。 職員課 

 
 
②メディア等における⼈権に配慮した表現の促進 ＜施策＞ 

市の出版物は市⺠との⽣活と綿密な関係があり⼤きな影響を持つことから、多様性や⼈
権に配慮した表現の使⽤を促進します。また、メディア・リテラシーの向上を図るため、
講座や学習機会を提供します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

７ 男⼥共同参画の視点に⽴っ
た表現の推進 

男⼥共同参画の視点に⽴ったメディア表現につ
いて、啓発・情報提供を⾏います。また、情報発
信の際には、固定的な性別役割分担意識にとらわ
れず、男⼥共同参画に配慮した表現を⾏います。 

市⺠協働推進課 

８ メディア・リテラシーの向上 
メディアを正しく読み解く能⼒（メディア・リテ
ラシー）を向上するための講座や学習機会の提供
を⾏います。

学校教育課 
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令和４年１⽉１⽇より「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」が始まりました。 
「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」とは、⼀⽅⼜は双⽅が性的マイノリティ

である⼆⼈が、互いを⼈⽣のパートナーとして尊重し、継続的に協⼒し合う「パートナーシップ関
係」であることを表明し、市に届出をすることで市がその届出を受理したことを公に証明する制度で
す。 

また、パートナーシップ関係にある⼆⼈が、⼦どもや親、兄弟姉妹の家族について、パートナーシ
ップ届出者の⼀⽅⼜は双⽅と同居し、家族として協⼒し合う関係の⽅で「ファミリーシップ関係」を
届出した場合には、併せて証明することができる制度です。 

本制度の導⼊により、多様な性の在り⽅に関する理解が進み、⼀⼈ひとりが多様性を認め合い、誰
もが⾃分らしく暮らせる社会の実現を⽬指します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼⽟県⻄部地域まちづくり協議会 
「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」 

に係る連携に関する協定締結式 
 

令和５年２⽉６⽇に埼⽟県⻄部地域まちづくり協議会を構成する所沢市・飯能市・狭⼭市・⼊間市・
⽇⾼市の５市において、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携に関する協定を締結し
ました。 

この協定締結により、５市圏域内での転出・
転⼊に伴う本制度に関する⼿続きを、転⼊先の
⾃治体のみで⾏うことが可能となるほか、提出
書類が⼀部省略できることとなりました。 

また、利⽤者を含む性的マイノリティの⽅が
構成市において社会的配慮や⺠間サービスを受
けやすくするため、制度の周知や多様な性の在
り⽅に関する啓発等を５市で連携し推進してい
きます。 

 
 
 

届出受理カード 

表⾯ 裏⾯
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施策の⽅向３ ⼀⼈ひとりを⼤切にする教育・学習の推進 

 
現状 

男⼥共同参画社会づくりの活動においては、固定観念に基づいて語られる「男性は…」、
「⼥性は…」で始まる「あるべき」論の⾒直しを図ることが重要です。 

男⼥共同参画社会の実現が、より⾝近な問題として認識されるためにも、次の時代を担
う⼦どもたちへの働きかけが重要であり、柔軟な感性をもつ⼦どもの頃からの教育・学習
は効果的な取組であるといえます。 

市⺠意識調査では、男⼥共同参画社会を⽬指すために⼒をいれることについて、「⼦ど
もの時から、家庭や学校で男⼥平等について教えること」という回答が 44.4％と２番⽬
に多く上げられ、⼦どもの頃からの男⼥平等教育が求められています。 

 
課題 

次世代を担う⼦どもたちの教育の場は、男⼥共同参画意識を育む重要な場でもあります。
児童⽣徒が男⼥共同参画への理解を深めていくうえで、指導者に対する男⼥共同参画の視
点に⽴った教育等を継続して推進するとともに、⼀⼈ひとりの個性や能⼒に応じ将来の進
路選択ができるよう、⼦どもの頃から男⼥共同参画や男⼥平等、⼈権の尊重、性差に関す
る偏⾒の解消が必要です。 

また、地域社会における様々な社会教育の取組の中で、男⼥共同参画の視点に⽴った男
⼥平等教育の理解や意識を育むことも重要であるため、学校や地域の連携を図り、多様な
教育活動の中で、発達の段階に応じた男⼥共同参画・男⼥平等の意識の浸透を図る必要が
あります。 
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①地域・家庭における教育・学習の推進 ＜施策＞ 
男⼥共同参画社会の実現のためには、市⺠⼀⼈ひとりが男⼥共同参画の意義を正しく理

解し、実施していくことが重要です。そのために、地域や家庭における、男⼥共同参画・
⼈権に関する⽣涯学習の機会を提供します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

９ 男⼥共同参画・⼈権に関す
るセミナーや講座の開催 

⼈権に関する講座、ワークショップ、⼈権啓発Ｄ
ＶＤの視聴等を⾏い、男⼥共同参画の重要性の周
知・啓発を⾏います。

⽣涯学習課 

 
 

②学校教育における教育・学習の推進 ＜施策＞ 
学校では、男⼥平等や⼈権尊重の理念を⾝につけ、実際に⾏動できるようになるための

教育を実施します。また、多様な性を尊重し、⼀⼈ひとりの児童・⽣徒の状況を理解し、
差別を⽣み出さない学習環境を整備します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

10 男⼥平等・⼈権に関する教
育の充実 

児童・⽣徒の発達段階に応じた⼈権教育を⾏い、
男⼥の相互理解と協⼒の重要性などに視点を置
いた教育を推進します。

学校教育課 

11 多様な性に関する理解の促進 
埼⽟県が実施する研修参加への促進と関係する
資料を各学校に周知し、多様な性の尊重に関わ
る教育を促進します。

学校教育課 

12 発達段階に応じた体の発
育・発達の学習 

思春期における⼼と⾝体の発達への理解促進
と、正しい性教育の充実や知識・情報の学習提供
を促進します。

学校教育課 

 
 
③次世代を担う⼦どもの教育に携わる者に対する意識啓発 ＜施策＞ 

教育者⾃⾝が、男⼥共同参画に関する⾼い意識を持って教育に携わることが重要である
ため、⼦どもの教育に携わる者に対する意識啓発を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

13 教職員に対する研修の受講
促進 

埼⽟県が実施する男⼥平等教育講演会の受講を
促進します。 学校教育課 

14 
保育⼠・幼稚園教諭・放課
後児童クラブ⽀援員に対す
る意識啓発や情報提供 

研修会への積極的な参加を促すとともに、啓発
資料等による情報提供を⾏います。 

市⺠協働推進課 
保育課 
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２．基本⽬標２ 地域・社会における男⼥共同参画の環境づくり 

 
 

施策の⽅向１ 誰にとっても対等な社会参加を促進するための環境づくり 

 
現状 

男⼥があらゆる分野で輝ける社会を実現するには、男⼥が家庭や地域における責任を果
たしながら、ともにその個性と能⼒を発揮し、⽀え合いの意義を確⽴することが必要とな
っています。少⼦・⾼齢化や近所付き合いの希薄化が進む中、防災、健康、福祉など地域
の課題は複雑化しており、住⺠が協⼒して問題解決に取り組む地域づくりが求められてい
ます。 

市⺠意識調査では、⾃治会やボランティアなどの地域活動に参加しているかについて、
「ほとんど参加しない」「参加したことがない」「以前は参加していたが、今はしていない」
と回答した⼈をあわせた割合が 67.4％となっています。 

 
課題 

複雑化する地域の課題に取り組むためには、多様な⼈材の確保が必要であり、⼀⼈ひと
りが持つ知識や経験を発揮することが重要です。 

防災分野においては、平成 23（2011）年３⽉の東⽇本⼤震災以降、防災への関⼼が⼀
段と⾼まり、地域における共助の⼤切さが改めて認識されはじめました。平時より地域に
おける個々の役割分担を明確にし、災害時に落ち着いて⾏動ができるよう備える必要があ
ります。災害復旧や避難所運営の場⾯では、⼥性の視点や⾏動⼒が⽋かせなくなっており、
男⼥のニーズの違いに考慮した防災対策を図る必要があります。 

健康⽀援においては、⼥性は、妊娠や出産など各年代において男性とは異なる健康上の
問題に直⾯することがあります。出産などについて、⼥性⾃らが選択し⾃⼰決定できるよ
うに、男⼥ともに性と⽣殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※１）
について理解した上で、男⼥がともに尊重しあい、この権利について認識を深めることが
必要となります。 

誰もが、⼼⾝ともに健康で安⼼して暮らすことができるよう、⼀⼈ひとりの健康を⽣涯
にわたり包括的に⽀援するとともに、⾃らの健康について正しい知識と情報を⼊⼿し、⾏
動できるような施策を進める必要があります。 

 
※１ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と⽣殖に関する健康と権利） 

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」は、人間の性や妊娠・出産などの生殖に関わるすべてにおいて、単に病気がないだけではな

く、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であることを指し、人々が安全で満ち足りた性生活を営み、出産するか、出産しな

いか、いつ何人の子どもを持つかを自分自身で決定することができる権利です。 

基本⽬標２ 地域・社会における男⼥共同参画の環境づくり 
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⽣活⾯など多岐にわたって困難を抱えている家庭に対して、⽣活の安定と向上、⼦ども
の健やかな成⻑を⽀援し、安⼼して暮らせる社会づくりが必要です。 

 
 

①あらゆる活動における男⼥共同参画の推進 ＜施策＞ 
様々な地域活動に関する情報提供を⾏い、活動への参画を促し、活動団体との連携のも

と男⼥共同参画の環境づくりを進めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

15 飯能市健康のまちづくり計
画の推進 

市⺠、関係団体、企業、⾏政等が協働し、全ての
市⺠が、住み慣れた地域で互いに尊重し合い、誰
もが健康づくりに取り組める地域づくりを進め
ます。

健康づくり⽀援課 

16 はんのうふくしの森プラン
の推進 

地域で⾏われている様々な福祉活動に関する情
報が多くの⼈に伝わり、活動への参加につなが
るよう、効果的な媒体による情報発信を⾏いま
す。

地域・⽣活福祉課

17 
市⺠団体と協働して、男⼥
共同参画における啓発活動
の実施 

地域で活動する市⺠団体と協働して、周知・啓発
活動を実施します。 市⺠協働推進課 

⼦育てに関する情報をまとめた「飯能市⼦育て
ガイドブック」の発⾏及び効果的な情報媒体を
利⽤した周知・啓発活動を実施します。

⼦育て⽀援課 

18 ⾃治会やＰＴＡなどにおけ
る男⼥共同参画の促進⽀援 

⾃治会等の男⼥共同参画に関するアンケート調
査を実施し、地域活動における男⼥共同参画に
ついて考えていく機会を作ります。

市⺠協働推進課 

様々な問題解決に向け、情報共有のための懇談
会や男⼥共同参画における学習機会の提供等を
⾏うことで、ＰＴＡ単位の運営と活動の充実を
図ります。

⽣涯学習課 
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②男⼥共同参画の視点からの防災・災害時対策の推進 ＜施策＞ 
平常時から男⼥共同参画を推進することが、防災・復興を円滑に進める基盤となるため、

⽇ごろから地域の防災対策の活動における⼥性の参画を促進し、男⼥共同参画の視点に⽴
った防災対策・災害時⽀援体制づくりを進めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

19 地域の防災活動における男
⼥共同参画の促進 

災害時における男⼥共同参画の必要性について
多様な媒体を活⽤し周知・啓発を⾏います。 市⺠協働推進課 

地域で⾏われている防災訓練や、研修等を実施
し、地域の防災組織における⼥性の参画の必要
性について、周知・啓発を⾏います。また、活動
への参加につながるよう、多様な媒体による情
報発信を⾏います。

防災危機管理室 

20 ⼥性に配慮した災害時⽀援
体制づくりの推進 

「飯能市地域防災計画」に基づく災害時⽀援体
制に⼥性職員を配置するなど、男⼥それぞれの
ニーズを踏まえた⽀援を提供できる体制づくり
を推進します。

防災危機管理室 

21 
男⼥共同参画の視点に⽴っ
た地域防災計画やマニュア
ルの充実 

避難所開設職員や⾃主防災組織を対象に、避難
所運営マニュアルに基づき、⼥性の視点から避
難所運営に関する研修会を実施します。

防災危機管理室 

 

③あらゆる相談窓⼝の充実と情報提供 ＜施策＞ 
複雑化、多様化するニーズに応えるため、各相談窓⼝の専⾨性の向上や相互の連携強化

を図り、相談窓⼝の周知・啓発に努めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

22 相談窓⼝の充実と情報提供 

障害者相談⽀援事業、障害者就労⽀援センター
事業、障害者虐待防⽌センター事業、地域活動⽀
援拠点事業の実施により相談窓⼝の充実を図り
ます。

障害福祉課 

タブレットなど ICT（情報通信技術）を活⽤した
相談⽀援等の各種⾏政サービスの提供や分かり
やすい表現による情報発信を充実させます。ま
た、乳児健診等に家庭児童相談員が出向くこと
による連携強化を図ります。

⼦育て⽀援課 

総合相談窓⼝の取組において、各部署の連携を
含めた相談・窓⼝応対に関する体制の整備や職
員個々の接遇技術、相談技術及び他法他施策の
知識習得を進めます。

地域・⽣活福祉課

専⾨機関との連携を密にし、市⺠相談事業、消費
⽣活対策事業の充実を図ります。また、犯罪被害
者等⽀援の相談窓⼝の周知と情報提供を⾏いま
す。

⽣活安全課 

⼥性相談窓⼝の取り組みにおいて、様々な⽣活
課題に直⾯している⼥性に対し、的確に対応し、
必要な⽀援や⾏政サービスにつなげていくため
に関係機関と連携を図ります。

市⺠協働推進課 
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④⽣涯を通じた健康⽀援の充実 ＜施策＞ 
⽣涯を通じて誰もが健康を保持できるように、ライフステージに応じた健康⽀援や情報

提供を⾏います。また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と⽣殖に関する健康と権
利）への理解の促進に努めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

23 リプロダクティブ・ヘルス/
ライツの考え⽅の普及 

様々な情報媒体を活⽤し、リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ（性と⽣殖に関する健康と権利）の
考え⽅を啓発します。

市⺠協働推進課 

市内の中学校において「性と命を考える授業」の
⼀環として、体験授業を⾏い「命の⼤切さ」を学
び、性教育の充実に努めます。

学校教育課 
健康づくり⽀援課 

24 ライフステージの変化に応
じた健康⽀援の充実 

安⼼して妊娠や出産に臨めるよう妊娠届出時に
全ての妊婦と⾯接し、必要な⽀援や育児不安の
解消などを図るための取組を⾏います。また、産
婦に産後うつ病のスクリーニングテスト（アン
ケート）を⾏い、必要な⽀援を⾏います。 

健康づくり⽀援課 

25 各種検診や健康診査の充実 

がん検診等が受診しやすいように、医療機関検
診の周知や集団検診においては、同時検診・⼥性
限定⽇などを設け実施します。

健康づくり⽀援課 

40 歳〜74 歳の国⺠健康保険加⼊者の特定健康
診査や後期⾼齢者医療制度加⼊者の健康診査を
庁内における関係各課や医療機関、市内事業所
等と連携し実施します。

保険年⾦課 

26 メンタルヘルスに関する各
種相談の実施 

医療機関等にチラシを配布し、各種相談会の周
知を図りながらメンタルヘルスに関する各種相
談を実施します。

健康づくり⽀援課 

27 はんのうふくしの森プラン
の推進 

包括的な相談⽀援体制の強化や、住⺠相互の⽀
え合いの仕組みづくりを⾏い、誰もが安⼼して
暮らすことができる地域づくりを進めます。 

地域・⽣活福祉課
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⑤⾼齢者、障害者、外国⼈等が安⼼して暮らすための⽀援 ＜施策＞ 
⽇常⽣活における⾃⽴や社会参画を⾏ううえで、様々な⽀援を必要とする⽅や、経済的

な困難を抱える⼥性等が安⼼して暮らせるように⽀援の充実を図り、誰もがいきいきと暮
らすことができる環境づくりに努めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

28 飯能市介護保険事業計画及
び⽼⼈福祉計画の推進 

⾼齢者が安⼼して暮らすことができるよう、「飯
能市介護保険事業計画及び⽼⼈福祉計画」の重
点的取組事項である在宅医療・介護連携や認知
症施策等を推進します。

介護福祉課 

29 
飯能市障害者計画、飯能市
障害福祉計画、飯能市障害
児福祉計画の推進 

障害のある⼈の⾃⽴及び社会参加の⽀援等の施
策を推進するとともに、障害福祉サービス等を
提供するための、体制の確保を総合的かつ計画
的に推進します。

障害福祉課 

30 飯能市⼦ども・⼦育てワク
ワクプランの推進 

⼦どもたちが遊びや体験を通して健やかに成⻑
するとともに、その保護者が地域で安⼼して⼦
育てができるよう、⼦ども・⼦育て⽀援施策を推
進します。

⼦育て⽀援課 

31 多⽂化共⽣事業の推進 外国語（英語・スペイン語）による相談窓⼝を継
続し、困り事等の対応を⾏います。 市⺠協働推進課 
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施策の⽅向２ 本市審議会等への⼥性委員の登⽤推進 

 
現状 

男⼥共同参画社会の実現には、男⼥を問わず市⺠が政策や⽅針決定の過程に参画するこ
とが不可⽋です。男⼥が社会の対等な構成員として、市における政策⼜は企業や団体にお
ける⽅針の⽴案及び決定に参画することが求められています。 

市⺠意識調査では、⾏政の審議会などに、⼥性委員を積極的に登⽤することについて「と
ても重要である」「どちらかといえば重要である」と回答した⼈が約８割を占めており、
⼥性登⽤の重要性が求められています。 

平成 30（2018）年には「政治分野における男⼥共同参画の推進に関する法律」が制定
され、⼥性活躍推進法でも⼥性の管理職の⽐率を上げることが課題とされるなど、政策及
び⽅針決定の場への⼥性の参画が推進されています。 

しかし、まだまだ進んでいないのが現状であり、⽇本は令和４（2022）年のジェンダ
ー・ギャップ指数において 146 か国中 116 位となっています。 

 
課題 

職員や市議会議員、市の管理職や審議会等の委員においては、単に⼥性の⽐率を⾼める
だけではなく、⼥性のエンパワーメントを促進していくとともに、政策・⽅針決定過程の
場へ⼥性が積極的に参画していくことが必要です。 

今後も、⼥性の登⽤を促進するための啓発を図るとともに、⼥性を登⽤しやすい環境づ
くりや⼥性への啓発と育成を続け、その能⼒を⼗分に発揮することのできる環境づくりを
進めることが必要です。 
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①地域・社会における政策・⽅針決定過程への⼥性の登⽤の促進 ＜施策＞ 
「⼥性⼈材リスト」を整備し、各分野で活躍している⼥性リーダーの⼈材情報を把握し、

必要に応じて情報提供を⾏います。また、この制度の周知や、各分野の政策・⽅針決定過
程へ、⼥性の登⽤を積極的に働きかけるとともに、事例紹介などによる啓発を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

32 市の審議会等への⼥性の登
⽤推進 

⼀⼈ひとりの意⾒を取り⼊れることができる環
境づくりに配慮し、⼥性の登⽤率の向上に努め
るよう庁内に働きかけます。

市⺠協働推進課 

審議会委員に関する調査を実施する際に、⼥性
委員の登⽤について働きかけを⾏います。 企画課 

33 
⾃治会やPTA等における⽅
針決定過程への⼥性の登⽤
推進 

アンケート調査の実施や研修会等を実施し、⾃
治会活動における⼥性の役割やあり⽅について
の意識や啓発を図ります。

市⺠協働推進課 

様々な課題解決に向け、情報共有のための懇談
会や⼥性役員への学習機会の提供等を⾏い、Ｐ
ＴＡ会員の資質向上、ＰＴＡ単位の運営と活動
の充実を図ります。

⽣涯学習課 

34 意思決定の場における⼥性
の登⽤に関する啓発の実施 

様々な場所で活動・活躍している⼥性について、
その活動や活躍を広く周知し、啓発に努めます。 市⺠協働推進課 

35 市職員の管理職への⼥性登
⽤の促進 

職員に向けて情報紙での周知・啓発を⾏い、⼥性
管理職の登⽤率の向上に努めます。 市⺠協働推進課 

新規採⽤職員研修の際、男⼥共同参画に関する
研修を実施します。また、どのようなライフステ
ージにおいても活躍できる、管理職への⾃信に
繋がるよう、モチベーションやキャリアデザイ
ンに関連する研修等を実施し、職員の⼠気の⾼
揚を図ります。

職員課 

36 ⼥性⼈材リストの整備と拡
充 

⼥性⼈材リストについて情報媒体を⽤いて周知
啓発に努めます。また、審議会等への⼥性参画の
必要性を呼びかけます。

市⺠協働推進課 

 
 

②⼥性リーダーの育成と情報収集・提供 ＜施策＞ 
⼥性リーダーを育成するための講座の開催などの啓発活動を実施します。 

番号 事業 取組の内容 担当課等 

37 ⼥性リーダーの育成のため
の啓発事業の実施 

⼥性⼈材の育成のために、効果的な講座やセミ
ナーを開催します。また、県が主催する⼥性リー
ダー育成のための講座やセミナーの情報提供を
⾏います。

市⺠協働推進課 
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施策の⽅向３ 男⼥共同参画に関する国際動向の理解と協調 

 
現状 

男⼥共同参画社会の形成を図るためには、国際動向の情報収集や国の取組状況の把握に
努めるとともに、男⼥共同参画に関する国際的視野を養い、世界基準で考えていくことが
重要です。 

世界には多様な⽂化や習慣、⼥性を取り巻く問題も多種多様です。お互いの考えを認め
合い、男⼥共同参画について理解を深めるため、情報発信や異⽂化理解の取組が求められ
ています。 

また、本市の外国⼈市⺠の⼈⼝は年々増加しており、1,000 ⼈以上の外国⼈市⺠が暮ら
しています。 

 
課題 

男⼥共同参画に関する様々な情報や、⼥性を巡る課題について市⺠⼀⼈ひとりが理解を
深め、国籍、性別、⺠族を問わず⼈権を尊重することが⼤切です。 

市全体で、国際交流・国際協⼒を促進するためにも、市⺠団体などと協⼒・連携しなが
ら国際交流の推進を図ることが必要です。 

また、外国⼈が安⼼して暮らせる共⽣社会づくりに向けて、⽇常⽣活の様々な場⾯での
ニーズや⾏政⽀援等に対応できる相談体制や職場環境の整備など、総合的な対応が必要で
す。 
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①男⼥共同参画に関する国際社会の情報収集及び情報提供 ＜施策＞ 
男⼥共同参画に関する国際的な動向について情報収集及び情報提供を⾏い、国際社会の

⼀員として、男⼥共同参画を推進します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

38 男⼥共同参画に関する国際 
社会の情報収集及び情報発信 

国際社会の動向を踏まえて、男⼥共同参画にお
ける情報の提供及び発信を⾏います。 市⺠協働推進課 

男⼥共同参画推進を⽀える資料を収集・提供し、
展⽰等も活⽤して広く市⺠へ提供します。 図書館 

 
 

②国際理解のための教育及び国際交流の推進 ＜施策＞ 
国際理解のための教育と市⺠団体主体による国際交流の推進に努めます。 

番号 事業 取組の内容 担当課等 

39 国際理解のための教育の推進 

国際理解教育の⼀環として、ＡＥＴと実践的な
英会話を中⼼とした交流授業を⾏います。また、
姉妹都市ブレア市へ中学校２年⽣を派遣し交流
を図ります。

学校教育課 

40 市⺠団体主体による国際交
流の推進 

飯能市国際交流協会に補助⾦を交付し、国際交
流の推進を⽀援します。 市⺠協働推進課 
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３．基本⽬標３ あらゆる暴⼒のない社会づくり【飯能市 DV 防⽌基本計画】 

 
 

施策の⽅向１ あらゆる暴⼒の根絶に向けた意識づくり 

 
現状 

⼀⼈ひとりの⼈権が尊重され、⼼⾝ともに健康であることは、男⼥共同参画社会の基本
となるものです。その男⼥共同参画社会の形成を阻む⼀因であるＤＶは、重⼤な⼈権侵害
であり、男⼥を問わず決して許されるものではありません。特にＤＶの被害者は⼥性が多
く、さらにＤＶのほとんどが家庭内で⾏われているため潜在化しやすく、周囲も気づかな
いうちにエスカレートし、被害が深刻化することも少なくありません。 

暴⼒には、殴る・蹴るなどの「⾝体的暴⼒」、相⼿の嫌がることを⾔うなどの「精神的
暴⼒」、外出や友達付き合いの制限や過剰な嫉妬などの「社会的暴⼒」、⽣活費を渡さない
などの「経済的暴⼒」、性的な⾏為を要求するなどの「性的暴⼒」、⼦供に暴⼒を⾒せるな
どの「⼦供を巻き込んだ暴⼒」も含まれます。 

また、新型コロナウイルス感染症に伴う⽣活不安やストレスなどから DV の増加や深刻
化が懸念されています。 

 
課題 

あらゆる暴⼒やハラスメントの根絶を⽬指すため、暴⼒は犯罪となる⾏為を含む重⼤な
⼈権被害であり、社会的な問題であるという認識を広く浸透・徹底させ、実態に即した相
談や啓発活動を⾏う必要があります。 

DV 防⽌は、若年層のうちから配偶者やパートナーからのあらゆる暴⼒問題について考
え学ぶ機会を提供することが⼤切です。学校教育において児童⽣徒の発達段階に応じて、
男⼥平等や⼈権尊重などの教育を含め、児童⽣徒が将来の暴⼒に対する被害者、加害者に
ならないように認識を深める取組が必要です。 
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①男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶に向けた意識啓発 ＜施策＞ 
暴⼒は犯罪となる⾏為を含む重⼤な⼈権侵害であり、いかなる場合でも暴⼒を許さない

という社会的認識を広く浸透・徹底させるために、意識啓発を⾏います。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

41 男⼥間の暴⼒に関する意識
啓発の推進 

効果的な情報媒体を活⽤し、DV 防⽌に関する情
報発信及び啓発活動を⾏います。 市⺠協働推進課 

42 ⼥性に対する暴⼒をなくす
運動週間の実施 

⼥性に対する暴⼒をなくす運動啓発期間（毎年
11 ⽉ 12 ⽇〜25 ⽇）に、市⺠に向けて情報発信
を⾏い、積極的な啓発活動に努めます。

市⺠協働推進課 

 
②若年層に対するデート DV 防⽌のための意識啓発 ＜施策＞ 

学校や地域に向けて、デート DV 防⽌講座の開催を働きかけるとともに、学校教職員に
対してデート DV 防⽌に関する情報提供を⾏います。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

43 若年層に向けたデート DV
防⽌の意識啓発の推進 

若年層を対象にDV防⽌に向けた効果的な情報媒
体等を⽤いた意識啓発活動を⾏います。また家
庭、学校、地域等と連動した DV に関する講座や
セミナーを実施します。

市⺠協働推進課 

44 教職員に向けたデート DV
防⽌のための情報提供 

県や国が作成した⽣徒及び職員に向けたリーフ
レット等の配布による周知・啓発を⾏い、若年層
を対象にした事業開催時における連携を図り、啓
発事業の必要性を共有します。

市⺠協働推進課 
学校教育課 
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11 ⽉ 12 ⽇〜25 ⽇は⼥性に対する暴⼒をなくす運動週間です。 
飯能市では、「パープルリボンキャンペーン」として期間中に様々な展⽰やイベ

ントを実施しています。 
 
⼥性に対する暴⼒根絶のシンボルであるパープルリボンに関連して、市内の⾼等

学校や公共施設において、⾼校⽣による紫⾊をテーマとした写真展及びタペストリ
ーやリボンシールを貼るメッセージボードを巡回するなど、DV についての周知啓
発を図ったほか、暴⼒の根絶を広く呼びかけるとともに被害者に対して「ひとりで
悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセージを込めて、市内の割岩橋
を紫⾊にライトアップする「割岩橋パープルライトアップ」を実施しました。 

 
《 パープルリボンキャンペーン 》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《 割岩橋パープルライトアップ 》 
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施策の⽅向２ 相談しやすい場づくりや DV 相談対応の実施 

 
現状 

DV 被害者⽀援については、「飯能市配偶者暴⼒相談⽀援センター」を中⼼に、配偶者や
パートナーからの DV で悩み苦しんでいる⽅の相談や⾃⽴に対する⽀援を⾏い、緊急性が
⾼い DV 被害については、迅速かつ適切な⽀援ができる体制を整備しています。 

外部からの発⾒が難しい DV 問題は、様々な理由から⽀援を求めることをためらい、相
談に⾄らないケースも少なくありません。 

市⺠意識調査では、暴⼒等の⾏為をされたあと相談したかについて「相談できなかった」
「相談しようと思わなかった」という回答が約６割となっています。 

本市では、男⼥間のあらゆる暴⼒に関する相談の実施と啓発活動に取り組んできました
が、DV 等の相談件数は令和３（2021）年度では 193 件と、年々増加傾向にあります。 

国においては、令和２（2020）年６⽉の「性犯罪・性暴⼒対策強化の⽅針」に基づい
て、DV や性暴⼒の被害にあったとき、すぐに相談できる体制強化として、全国共通短縮
番号（＃8891）によるナビダイヤルを導⼊しました。 

 
課題 

どこに相談するのが適切なのか、相談することでどのような⽀援を受けられるのかなど、
被害者が⼀⼈で悩んで抱え込むことがないよう、市⺠に対し相談窓⼝の周知徹底を図ると
ともに、被害者への適切な対応を迅速に⾏える相談体制の整備が必要です。 

様々な媒体等をとおして暴⼒に対する意識啓発を⾏うとともに、被害に遭ってしまった
場合に、⼥性だけでなく、男性も含め全ての⼈が気軽に相談できる体制の整備が必要です。 

また、被害者が安⼼して⾃⽴を⽬指すため、⽣活上の悩み、就業や住宅の確保等に対し、
社会資源を⼗分に活⽤できるよう、関係機関が連携を図り、切れ⽬のない⽀援に取り組む
ことが必要です。 
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①DV 被害者からの相談・保護体制の充実 ＜施策＞ 
相談窓⼝を広く周知し、複雑化している相談には関係各課等での横断的な相談⽀援を⾏

います。また、被害者⽀援に関する様々な法や制度の改正・変更に関して、最新の情報収
集に努めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

45 相談窓⼝の充実 

⼥性相談及び飯能市配偶者暴⼒相談⽀援セン
ターの相談窓⼝の周知に努め、より相談しやす
い体制づくりに努めます。

市⺠協働推進課 

総合相談窓⼝の取組において、各部署の連携を
含めた相談・窓⼝対応に関する体制の整備や職
員個々の接遇技術、相談技術及び他法他施策の
知識習得を進めます。

地域・⽣活福祉課

46 DV 被害者⽀援のための対
応マニュアルの充実 

飯能市配偶者暴⼒相談⽀援センターのマニュ
アルを随時更新し、関係機関への共有を⾏いま
す。

市⺠協働推進課 

47 DV 被害者の早期発⾒及び
保護等の緊急避難対応 

関係機関との情報共有と⽀援の連携を⾏うと
ともに、当事者に合った⽀援ができるよう努め
ます。

市⺠協働推進課 

関係機関との情報共有と⽀援の連携を⾏うと
ともに、当事者に合った⽀援ができるよう努め
ます。また、幼稚園、保育所、⼩中学校を訪問
し、連携のもとで要保護児童の早期発⾒及び相
談⽀援を⾏います。

⼦育て⽀援課 

48 飯能市配偶者暴⼒相談⽀援
センターの運営 

飯能市配偶者暴⼒相談⽀援センターの機能を
発揮し、被害者⽀援に努めます。また、DV 被害
者⽀援の傾向と課題を把握し、相談者に寄り添
い適切な⽀援を実施します。

市⺠協働推進課 

49 担当職員、相談員の専⾨研 
修の受講と⼆次受傷の防⽌ 

国、埼⽟県が開催する専⾨研修を受講し、相談
技術の向上を図り、適切な⽀援をするととも
に、職員等のメンタルヘルス対策に努めます。 

市⺠協働推進課 

 
 
②DV 被害者の⾃⽴⽀援体制の充実 ＜施策＞ 

被害者の⽣活を再建するための各種制度の活⽤や弾⼒的な運営に努めます。また、関係
各課が連携し、被害者や同伴する⼦どもの⼼のケアなど、継続した相談⽀援及び⽣活再建
に関する情報提供を⾏います。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

50 
DV 被害者や⼦どもに対す
る⽀援体制の充実及び連
携 

相談者が⾃ら選択した⽅法で⾃⽴できるよう
に、エンパワーメントの向上を図り、相談者の
状況に合わせた⽀援を⾏います。

市⺠協働推進課 
⼦育て⽀援課 
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施策の⽅向３ どこに相談があっても必要な⽀援に確実につながる体制の維持 

 
現状 

DV には経済的な問題、児童の問題、被害者の⼼⾝の状態など、複合的な事情が含まれ
ていることが多く、また、⼦ども、⾼齢者、障害者、外国⼈などそれぞれ異なる背景を有
しています。 

相談内容が複雑化する⼀⽅、⾃⽴に向けた相談や⽀援を受けても加害者から更に厳しい
追及を受けるケースや、加害者の元に戻ってしまうなど、被害者⽀援には⼀層の充実と体
制の構築が重要とされています。 

被害者が安⼼して相談できる体制づくりが必要不可⽋であり、よりきめ細かな⽀援や、
関係機関との連携を⾏い切れ⽬のない⽀援が求められています。 

 
課題 

今後も、学校や警察等の外部の関係機関とも密に連携を図り、被害者情報を正確に把握
し、迅速かつ適切な被害者⽀援が必要です。 

また、実例を通した⽀援⽅針の検討や共有を図り、常に最新かつ適切な⽀援ができるよ
う、ＤＶ関係機関連絡調整会議や対応マニュアル等の充実を図る必要があります。 

 
 

①関係機関・⺠間団体との連携 ＜施策＞ 
関係機関や⺠間団体と連携・協働し、被害者情報を正確に把握し、迅速かつ適切な被害

者⽀援を⾏います。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

51 ＤＶ関係機関連絡調整会
議の開催 

ＤＶ関係機関連絡調整会議を開催し、ＤＶ被害
者⽀援に関する情報の共有を⾏います。 市⺠協働推進課 

52 DV 被害者⽀援に関わる⺠
間団体との連携の促進 

⼀時保護等に対応する⺠間団体の施設等の情報
収集及び連携体制の構築を図り、ＤＶ被害者⽀
援の充実を図ります。

市⺠協働推進課 
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＜ ⾝体的暴⼒ ＞ 
殴る・蹴る・たたく、髪をひっぱる、物をなげつける、⾸を絞める、突き⾶ばす 
刃物などの凶器をからだにつきつける 
 

＜ 精神的暴⼒ ＞ 
⼤声でどなる、無視する、⼈格を否定する、⼤切なものを壊す・捨てる 
「誰のおかげで⽣活できているんだ」などと⾔う 
 

＜ 社会的暴⼒ ＞ 
家族や友⼈との付き合いを制限する、電話やメールを細かくチェックする、⾃由に外出させない 
どこにいるか・何をしているのかチェックする 
 

＜ 経済的暴⼒ ＞ 
⽣活費を渡さない、家計管理を独占し⼀切知らせず⼿をつけさせない 
働きに出ることを禁⽌したり仕事を辞めさせたりする、借⾦を強要する 
 

＜ 性的暴⼒ ＞ 
嫌がっているのに性⾏為を強要する、避妊に協⼒しない、中絶を強要する 
無理にポルノビデオや雑誌を⾒せる 
 

＜ ⼦供を巻き込んだ暴⼒ ＞ 
⼦供の前で暴⼒をふるう・⾮難・中傷する、⾃分の⾔いたいことを⼦供に⾔わせる 
⼦供に危害を加えると⾔って脅す 
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４．基本⽬標４ 働く場における男⼥共同参画の環境づくり【飯能市⼥性活躍推進計画】 

 
 

施策の⽅向１ 多様な働き⽅を可能にする環境づくり 

 
現状 

持続可能な社会経済を構築するためには、男⼥がともに能⼒を発揮できる就労環境づく
りが必要です。⼥性を取り巻く就労環境については、男⼥雇⽤機会均等法や育児・介護休
業法等の改正、⼥性活躍推進法の制定、⼦育て環境の充実等により、Ｍ字カーブがなだら
かになってきたほか、企業における⼥性管理職の割合が徐々に増えるなど⼀定の改善は図
られています。 

しかし、市⺠意識調査では、職場における男⼥平等について、「男性の⽅が優遇されて
いる」「どちらかといえば男性の⽅が優遇されている」という回答が約６割あり、職場に
おける男⼥間の格差は依然として残っていることが⾒受けられます。 

また、セクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントなど、多様な働き⽅を阻害す
るあらゆるハラスメントの根絶が重要課題であり、令和元（2019）年には「⼥性活躍推
進法に関する法律等の⼀部を改正する法律」の成⽴によりハラスメント対策防⽌の強化が
⾏われています。 

 
課題 

雇⽤の場において、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、誰もが⾃らの意欲能⼒を
持って様々な働き⽅や⽣き⽅に挑戦でき、能⼒を発揮することができる環境づくりに向け
た啓発が必要です。 

また、短時間勤務やフレックスタイム、在宅勤務などの多様な働き⽅が選択できる社会
の実現を⽬指し、⼥性がいきいきと働き続けることができる環境の整備を働きかけること
が必要です。 
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①働く場における男⼥共同参画の推進 ＜施策＞ 
働く場における男⼥平等の機会及び待遇を実質的に確保するため、男⼥雇⽤機会均等法

や⼥性活躍推進法等の関係法制度の周知、労働環境や条件に関する情報提供を⾏います。
また、働く場におけるあらゆるハラスメント防⽌のための啓発を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

53 働く場における男⼥共同参
画の啓発及び情報発信 

商⼯会議所や企業等に向けて、男⼥共同参画に
関する情報提供を⾏います。また、各種講座やセ
ミナー等の周知啓発を図ります。

市⺠協働推進課 
産業振興課 

54 あらゆるハラスメント防⽌
のための啓発 

企業に向け、パンフレットの配架やポスター掲
⽰等による周知を⾏います。

市⺠協働推進課 
産業振興課

55 
男⼥雇⽤機会均等法や労働
基準法、⼥性活躍推進法等
の周知 

効果的な情報媒体を⽤いて法律や制度の情報提
供に努めます。 市⺠協働推進課 

 
 

②多様な働き⽅を推進するためのセミナーの開催等 ＜施策＞ 
短時間勤務やフレックスタイム、在宅勤務などの多様な働き⽅を推進し、⼥性がいきい

きと働き続けることができる環境の整備を働きかけます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

56 埼⽟県「多様な働き⽅実践
企業」認定制度の周知 

様々な情報媒体を⽤いて「多様な働き⽅実施企
業」認定制度の周知啓発、商⼯会議所への情報
提供を⾏います。

市⺠協働推進課 
産業振興課 

57 事業所に対する⽀援や情
報提供 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた多様
な働き⽅に関する関係機関と連携した情報の提
供を⾏います。

市⺠協働推進課 
産業振興課 

 
 

③⼥性の起業・就業⽀援 ＜施策＞ 
新たに起業を⽬指す⼥性を⽀援するための講座や情報提供を実施します。また、就職・

再就職を考える⼥性への効率的な情報提供や講座の開催等を⾏い、⼀度仕事を辞めた後も、
スムーズに復職できる環境づくりを進めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

58 就職や再就職に関する講
座等の開催や情報提供 

⼥性キャリアセンターが主催する事業の情報提
供を⾏います。また、出前セミナーの開催や講
座を共催するなど周知啓発に努めます。

市⺠協働推進課 
産業振興課 

59 起業⽀援や就業⽀援等の
講座等の開催、情報提供 

商⼯会議所や関係機関と連携し、起業スクール
を開催するほか、情報の提供を⾏います。 

市⺠協働推進課 
産業振興課

60 ⼥性の労働に関する各種
相談の実施及び情報発信 

労働相談及び内職相談を⾏うとともに、他の機
関による相談窓⼝について周知を⾏います。 産業振興課 
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施策の⽅向２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
現状 

個⼈のライフスタイルは、複雑化した社会とともに多様化しており、男⼥の個性と能⼒
が発揮できる社会の実現のためには、仕事と家庭・地域活動等の両⽴⽀援が⽋かせません。 

平成 30（2018）年に「働き⽅改⾰を推進するための関係法律の整備に関する法律」が
制定され、⻑時間労働の是正や多様で柔軟な働き⽅の実現、雇⽤形態に関わらない公正な
待遇の確保のための措置に向けた取組が進められています。 

また、令和３（2021）年６⽉には、育児・介護休業法が改正し、男性の育児休業取得
促進に向けた整備が進められています。 

市⺠意識調査では、ワーク・ライフ・バランスという⾔葉を知っている割合は、「内容
を知っている」という回答は約３割にとどまっています。 

 
課題 

⻑時間労働の是正や労働⽣産性の向上など働き⽅改⾰を進め、性別にかかわらず働きた
い⼈全てが望む働き⽅ができるよう、制度の周知と活⽤を促進するとともに、多様なライ
フスタイルに応じた⼦育て・介護サービス等の充実が必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症拡⼤により、更に多様化したライフスタイルに合わせ
てワーク・ライフ・バランスがより⼀層推進されるように、施策の充実が必要です。 

 
 

①ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた意識啓発 ＜施策＞ 
男⼥がともに仕事と⽣活の調和を図ることができるように、各種休暇制度の周知・普及

及び制度の利⽤を促進するための啓発を実施します。また、偏った家事等の分担の改善に
ついて、男性の家事・育児・介護等への積極的な参画に向けた啓発を進めます。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

61 育児休業・介護休暇制度等
の周知・普及 

国・県や関連サイトの情報提供を⾏うほか、パン
フレットの配架やポスター掲⽰等による周知啓
発を⾏います。

市⺠協働推進課 
産業振興課 

62 男性の家事・育児・介護等
への参画に向けた意識啓発 

男性も参加できる家事・育児・介護に関連する講
座や講演会を実施し、家事や介護等への参画を
促します。

市⺠協働推進課 
地区⾏政センター 

63 
ワーク・ライフ・バランス
の推進に向けた啓発事業の
実施 

ワーク・ライフ・バランスについて、効果的な情
報媒体を活⽤し、情報発信に努めます。 市⺠協働推進課 
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②⼦育て⽀援事業の充実 ＜施策＞ 
働く⼥性や働くことを希望する⼥性が増加する中で、男⼥がともに安⼼して仕事と⼦育

ての両⽴ができるよう、⼦育て⽀援事業の充実に努めます。また、各種メディアを幅広く
活⽤し、⼦育て⽀援に関する効果的な情報発信を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

64 保育事業・放課後児童クラ
ブ事業の充実 

保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等を
整備し、保育の受け⽫を確保します。 保育課 

65 各種⼦育て⽀援に関する
効果的な情報発信 

市ホームページや窓⼝等で、各保護者の状況に
応じた情報提供を⾏います。 保育課 

⼿当給付、相談及び⼦育て⽀援事業等の情報を
広報紙やホームページで情報発信を⾏います。 ⼦育て⽀援課 

市ホームページやご当地アプリ、妊娠届出時、
⺟親学級・両親学級、新⽣児訪問、乳幼児健診
等を通して、⼦育てに関する情報提供を⾏いま
す。

健康づくり⽀援課

66 事業所内保育施設の設置
に関する⽀援や情報提供 

事業所内保育施設の設置に関する情報提供を市
⺠に対して⾏うほか、設置についての相談に対
し、サポートを⾏います。

市⺠協働推進課 
産業振興課 
保育課 

 
 

③介護者への⽀援の充実 ＜施策＞ 
介護に関する相談体制の充実を図るとともに、介護と仕事の両⽴のための講座の開催な

ど、啓発事業を実施します。 
番号 事業 取組の内容 担当課等 

67 介護に関する相談体制の
充実 

地域包括⽀援センター及び在宅医療連携拠点は
んのうなどの相談機能を強化し、介護者への相
談⽀援の充実を図ります。

介護福祉課 

68 
介護と仕事の両⽴のため
の啓発事業の実施や情報
発信 

ワーク・ライフ・バランスの提唱と講座等の情
報提供を⾏います。 市⺠協働推進課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「改正・育児・介護休業法」は、「男性版産休」とも呼ばれており、「出⽣時育児休業」が新設さ
れるなど、男性の育休が⼤きく変わります。改正点は主に５つです。 

 
１ 男性の育児休業取得促進のための⼦の出⽣直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
２ 育児休業を取得しやすい雇⽤環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・

意向確認の措置の義務付け 
３ 育児休業の分割取得 
４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
５ 有期雇⽤労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

育児・介護休業法 

《施⾏⽇》２、５…令和４年４⽉１⽇ 
１、３…令和４年 10 ⽉１⽇ 
  ４…令和５年４⽉１⽇ 
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本制度は、従業員の仕事と家庭の両⽴等を⽀援するため、テレワークや短時間勤務な
ど、多様な働き⽅ができる職場環境づくりをしている企業等を県が認定するものです。 

県は基準を満たす企業等を認定し、働きやすい企業として、ホームページ等で広く PR
しています。 

現在認定企業数は 3,700 社を超え、県内企業に「多様な働き⽅」が少しずつ広まっ
てきています。 

 
 
９つの認定項⽬があり、そのうち３つ以上該当すれば、認定を取得できます。 
 
（1）男⼥が共に仕事と育児・介護を両⽴できる 
（2）テレワークやフレックスタイムなど独⾃の取組を導⼊している 
（3）出産した⼥性等が現に働き続けている 
（4）⼥性管理職が活躍している 
（5）働きやすい職場環境づくりをしている 
（6）働き⽅に対する取組を表明している 
（7）男性従業員の育児休業等の取得が定着している 
（8）働き⽅改⾰を積極的に進めている 
（9）従業員が⻑く働き続けている 
その他の要件 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 つの認定区分

実践企業として認定されると、シンボルマークや認定グッズを使⽤し、
採⽤活動等を PR できるだけでなく、県内⾦融機関に御協⼒いただき、実
践企業の従業員の⽅はお得なローン商品などをご利⽤いただける等、様々
なメリットがあります。 
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〜⼥性活躍の推進に取り組んでいます〜 
☆埼⽟県多様な働き⽅実践企業認定制度プラチナランク獲得企業☆ 

本市で⼥性活躍の推進に取り組んでいる事業所を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
〜取組内容〜 

⼦育て、介護による離職がないよう、安⼼して働き続けられる職場を⽬指して、多様な働
き⽅を認め、家庭⽣活との両⽴⽀援を⾏っています。 

有給休暇や育児・介護休業・時短勤務の取得のしやすさ、業務の⾒直しなど相談しやすい
職場環境の整備を⾏い、現在⼥性職員の割合は全体の約 50％、また新規採⽤者に占める⼥
性の割合は過去 3 年間で約 58％にのぼります。 

 
また男⼥平等に⼈事評価し、専⾨職として技術を⾼め、スキルアップを図ることを⽀援し

ています。スキルアップのため勉強しながら、就労を続けられるよう配置転換する取組も⾏
っています。 

 
⻑く働き続けられるために、正社員の定年は 65 歳とし、65 歳以上も雇⽤延⻑制度で就

労を続けられるようにしています。現在 65 歳以上の⼥性スタッフは 10 名以上おり、うち
70 歳以上が 4 名在籍し、活躍しています。  

キャッチコピー

従業員⼀⼈ひとりのライフステージに合わせた働きや
すい職場環境の整備に努めています。 
定年後再雇⽤制度、雇⽤延⻑制度など、年齢に関係なく
能⼒を発揮し、⻑く働き続けられる職場づくりを進めて
います。 
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〜取組内容〜 

・育児休業は⼦が 1 歳 2 ヶ⽉に達するまで取得可能としています。（保育所等に⼊所を希望
しているが、⼊所できない場合は３歳に達するまで取得可能。） 

・育児休業取得希望者の上司に対し、個別に育児制度の説明会を実施しています。また、教
員役職者を対象に同様の研修を実施し、制度の理解を深めています。 

・育児短時間勤務制度の適⽤期間を拡張しています。（３歳まで→2021.4 より⼩学校就学
前まで） 

・年次有給休暇の時間単位取得制度を導⼊し、働きやすい環境づくりに取り組んでいます。 
・⼥性職員に対し、キャリア形成のため、埼⽟県⼥性キャリアセンター主催の「働く⼥性応

援講座」の受講を促しています。 
 
 
 
 
 
 

  

キャッチコピー

教職員ひとりひとりが安⼼して働くことができ、豊かな⽣
活を送れるよう、仕事と家庭の両⽴を⽀援する制度の整備
に努めています。 
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５．数値⽬標の設定 

基本⽬標 １ ⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、お互いを認め合う環境づくり 
（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値 
(令和３年度) 

⽬標値
(令和９年度)

「男は仕事、⼥は家庭」について、「そうは思わない」と回答した⼈の割合 49.7％ 60％

社会全体で「男⼥が平等になっている」と回答した⼈の割合 14.6％ 30％ 

LGBTQ という⾔葉の内容を知っている⼈の割合 50.8％ 80％

（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値
(令和３年度)

⽬標値 
(令和９年度) 担当課 

男⼥共同参画に関する講座の参加者数（延べ⼈数） 461 ⼈ 500 ⼈ 市⺠協働推進課 

⼈権教育研修会の参加者数（延べ⼈数） 47 ⼈ 60 ⼈ 
各公⺠館 

⽣涯学習課 

 
基本⽬標 ２ 地域・社会における男⼥共同参画の環境づくり 

（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値 
(令和３年度) 

⽬標値
(令和９年度)

⽅針・政策決定の場に⼥性の参画を促進するために、「市の審議会等への⼥性の積極的
登⽤」が「とても重要である」と回答した⼈の割合

43.0% 60% 

⽅針・政策決定の場に⼥性の参画を促進するために、「⾃治会⻑や役員への⼥性の積極
的登⽤」が「とても重要である」と回答した⼈の割合 34.1% 50% 

「防災組織への⼥性の積極的登⽤」が「とても重要である」と回答した⼈の割合 30.4% 40% 

（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値
(令和３年度)

⽬標値 
(令和９年度) 担当課 

特定健診の受診率 37.0％ 60％ 保険年⾦課 

各種審議会における⼥性委員の割合 23.9％
（令和４年度） 30％ 市⺠協働推進課

市職員の管理職に占める⼥性の割合 15.1％
（令和４年度） 20％ 職員課 
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基本⽬標 ３ あらゆる暴⼒のない社会づくり【飯能市ＤＶ防⽌基本計画】 
（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値 
(令和３年度) 

⽬標値
(令和９年度)

「デートＤＶ」について、「内容を知っている」と回答した⼈の割合 27.9% 50% 

配偶者、パートナー・交際相⼿などから暴⼒を受けた後、相談した⼈の割合 24.0% 35% 

（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値
(令和３年度)

⽬標値 
(令和９年度) 担当課 

デート DV 及び DV 防⽌事業等の参加者⼈数（延べ⼈数） 65 ⼈ 150 ⼈ 市⺠協働推進課

 
基本⽬標 ４ 働く場における男⼥共同参画の環境づくり【飯能市⼥性活躍推進計画】 

（市⺠意識調査からの⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値 
(令和３年度) 

⽬標値
(令和９年度)

市の取組として「性別にかかわらず誰もが働きやすい労働環境の整備を働きかけるこ
と」を求める割合 

50.8％ 40％ 

（⾏政の⽬標指標） 

項 ⽬ 現状値
(令和３年度)

⽬標値 
(令和９年度) 担当課 

働き⽅を推進するためのセミナーの参加者⼈数（延べ⼈数） 8 ⼈
（令和４年度） 50 ⼈ 市⺠協働推進課

認可保育所の待機児童数 0 ⼈
（令和４年度） 0 ⼈ 保育課 

放課後児童クラブの待機児童数 28 ⼈
（令和４年度） 0 ⼈ 保育課 

認知症サポーター養成講座の参加者数（延べ⼈数） 252 ⼈ 600 ⼈ 介護福祉課 
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第５章 計画の推進体制 
 

１．男⼥共同参画庁内推進会議を中⼼とした計画の総合的かつ効果的な推進 
２．市・市⺠・事業者・教育に携わる者との協働による推進 
３．外部関係機関との連携の推進 
４．計画の進⾏管理 

 
 

  



第６次飯能市男⼥共同参画プラン  
 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第５章 計画の推進体制 

 

85 

１．男⼥共同参画庁内推進会議を中⼼とした計画の総合的かつ効果的な推進 

男⼥共同参画の推進は、所管課が単独で実施するものではなく、職員⼀⼈ひとりが⾼い
意識を持って全庁的に取り組む必要があります。そのため、男⼥共同参画庁内推進会議委
員を中⼼に、全ての職員が男⼥共同参画の視点からそれぞれの事業を実施します。また、
庁内関係各課と連携を図り、総合的かつ効果的な事業実施に努めます。 

 

２．市・市⺠・事業者・教育に携わる者との協働による推進 

飯能市男⼥共同参画推進条例では、男⼥共同参画社会の実現のため、市・市⺠・事業者・
教育に携わる者がそれぞれの⽴場で果たすべき役割をそれぞれの責務として明記してお
り、四者の協働により効果的に男⼥共同参画を推進します。 

 

３．外部関係機関との連携の推進 

市⺠の意⾒を反映するための貴重な組織である飯能市男⼥共同参画審議会を中⼼に、男
⼥共同参画を推進していきます。また、埼⽟県⻄部地域まちづくり協議会※１男⼥共同参
画部会をはじめとした、外部の関係機関とも連携して事業を実施することにより、広域で
効果的に男⼥共同参画を推進します。 

 

４．計画の進⾏管理 

毎年、各施策の進捗状況を調査し進⾏管理を⾏います。また、「飯能市男⼥共同参画審
議会」等において、各担当課で設定した⽬標値・評価の視点を⽤いてそれらを評価し、次
年度の改善につなげていきます。 

なお、各担当課での事業実施については、「PDCA（Plan︓計画、Do︓実⾏、Check︓
確認・評価、Action︓改善）サイクル」を構築し、計画の評価・改善を⾏っていきます。 

 

  

 
※１

 埼⽟県⻄部地域まちづくり協議会 
所沢市、飯能市、狭⼭市、⼊間市、⽇⾼市の５市で構成され、広域的に連携を深めながら、各市の特性や伝統・⽂化などを⽣かした
魅⼒あるまちづくりに取り組んでいる組織のことです。 
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１．第６次飯能市男⼥共同参画プラン策定の経緯 
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３．飯能市男⼥共同参画審議会委員名簿 
４．飯能市男⼥共同参画庁内推進会議委員名簿 
５．男⼥共同参画の推進に関する年表 
６．関連法律 
７．飯能市男⼥共同参画庁内推進会議設置規定 
 

 
 
 
 

  



第６次飯能市男⼥共同参画プラン  
 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料編 

 

89 

１．第６次飯能市男⼥共同参画プラン策定の経緯 
 

（１）飯能市男⼥共同参画審議会   

年度 開催⽉⽇ 会議名称 主な協議内容 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

6 ⽉ 21 ⽇ 第 1 回飯能市男⼥共同参画審議会 
・第 6 次プラン市⺠意識調査及び企業

意識調査の実施について 

2 ⽉ 21 ⽇ 
（書⾯開催） 第 2 回飯能市男⼥共同参画審議会 

・第 6 次プラン市⺠意識調査及び企業
意識調査の結果について 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

6 ⽉ 6 ⽇ 第 1 回飯能市男⼥共同参画審議会 
・市⺠意識調査及び企業意識査、職員

意識調査の結果について 
・第 6 次プラン⾻⼦（案）について

9 ⽉ 29 ⽇ 第 2 回飯能市男⼥共同参画審議会 ・第 6 次プラン素案について 

12 ⽉ 26 ⽇ 第 3 回飯能市男⼥共同参画審議会 
・第６次プラン素案について 
・パブリックコメントについて

２⽉８⽇ 第４回飯能市男⼥共同参画審議会 ・第６次プラン素案について諮問及び答申

 
（２）飯能市男⼥共同参画庁内推進会議   

年度 開催⽉⽇ 会議名称 主な協議内容 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

5 ⽉ 17 ⽇ 第 1 回飯能市男⼥共同参画庁内推進会議 
・第 5 次プランの事業報告及び事業計

画について 

2 ⽉ 4 ⽇ 
（書⾯開催） 第 2 回飯能市男⼥共同参画庁内推進会議 

・第 6 次プラン策定に向けた市⺠意識
調査及び企業意識調査について 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

4 ⽉ 25 ⽇ 第 1 回飯能市男⼥共同参画庁内推進会議 
・市⺠意識調査及び企業意識調査、職

員意識調査の結果について 
・第 6 次プラン策定について

５⽉ 
（書⾯開催） 第 2 回飯能市男⼥共同参画庁内推進会議 

・第 6 次飯能市男⼥共同参画プラン⾻
⼦（案）について 

・市⺠意識調査及び企業意識調査、職
員調査に関する意⾒について

8 ⽉ 25 ⽇ 第 3 回飯能市男⼥共同参画庁内推進会議 
・第 6 次飯能市男⼥共同参画プラン策

定について 

11 ⽉ 16 ⽇ 第 4 回飯能市男⼥共同参画庁内推進会議 ・第６次プラン素案について 

 
（３）意⾒募集等   

年度 開催⽉⽇ 実施内容 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

11 ⽉ 10 ⽇〜11 ⽉ 30 ⽇ 男⼥共同参画に関する市⺠意識調査実施 

11 ⽉ 10 ⽇〜11 ⽉ 30 ⽇ 男⼥共同参画に関する企業意識調査実施 

令和 4 年度 
（2022 年度） 12 ⽉ 1 ⽇〜12 ⽉ 20 ⽇ パブリックコメント実施 
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２．諮問・答申 

（諮問） 

４飯市協発第７５０号 

                          令 和 ５ 年 ２ 月８日 

 

飯能市男女共同参画審議会 

会長  加 藤  巳 佐 子 様 

 

 

飯能市長 新 井 重 治 

 

第６次飯能市男女共同参画プランの策定について（諮問） 

 

 第６次飯能市男女共同参画プランの策定について、飯能市男女共同参画推進条例

第１１条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

記 

 

諮問第１号 第６次飯能市男女共同参画プランの策定について 

 

諮問理由 

本市では、平成６年度に策定した「飯能市女性行動計画」をはじめとし、平成２９

年度に策定した「第５次飯能市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会の

実現に向けた様々な施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

この結果、「飯能市男女共同参画推進条例」の制定、「飯能市配偶者暴力相談支援セ

ンター」の設置、「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」の導入な

どの成果を上げています。 

国においては、少子高齢化・人口減少社会が進む中、一人一人の尊重、能力発揮、

意思決定への参画及び性別にとらわれることなく自らの選択によって長い人生を設

計することができる環境の整備を行うことが、一人一人が個性と能力を十分に発揮で

きる、持続可能な活力ある社会の実現に向けて極めて重要な課題であるとし、「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律」の施行や「第５次男女共同参画基本計

画」の策定など、取組は新たな段階に入っています。 

こうした中、現行計画の計画期間終了に当たり、これまでの成果を踏まえ取組を継

承するとともに、社会情勢の変化と市民ニーズに対応した「第６次飯能市男女共同参

画プラン」を策定しましたので貴審議会の意見を求めるものです。  
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（答申） 

                              令和５年２月８日  

 

 

飯能市長 新 井 重 治 様 

 

 

飯能市男女共同参画審議会 

会長 加 藤  巳 佐 子 

 

 

 第６次飯能市男女共同参画プランの策定について（答申） 

 

 令和５年２月８日付け４飯市協発第７５０号で諮問のあった第６次飯能市男女

共同参画プランの策定について、慎重に審議した結果、概ね妥当と認め、下記のとお

り意見を付して答申いたします。 

記 

 

諮問第１号 第６次飯能市男女共同参画プランの策定について 

 

１ 基本理念「誰もが 多様性と 互いの人権を尊重し 個性と能力を十分に発揮で

きるまち はんのう」の実現に向け着実に施策を推進してください。 

 

２ 施策の推進に当たり、関係各課及び外部関係機関と連携を図り、全庁的な取組と

して総合的かつ計画的に事業を実施してください。 

 

３ 飯能市男女共同参画推進条例に基づき、市、市民、事業者、教育に携わる者が協

働して男女共同参画の推進に取り組んでください。 

 

４ 毎年、計画の実施状況を公表し、計画の着実な進行管理に努めてください。 

 

 

 

 

  



第６次飯能市男⼥共同参画プラン  
 

92 

３．飯能市男⼥共同参画審議会委員名簿（第５期） 

（敬称略） 

区 分 ⽒ 名 所 属 等 備 考 

学識経験者 

加藤 ⺒佐⼦ 埼⽟医科⼤学保健医療学部 会 ⻑ 

岩崎 雅美 東京家政⼤学⼦ども学部 職務代理 

平野 功 飯能市校⻑会  

知識経験者 

⼭影 祥⼦ (社)飯能商⼯会議所⼥性会  

加涌 章吾 (社)飯能⻘年会議所  

喜多村 俊⼆ 飯能市⾃治会連合会  

⼩野 ⿇理 公 募  

重永 富⼦ 公 募  

宮川 邦夫 公 募  

若林 佳⼦ 公 募  

 
任期︓令和４年４⽉１⽇ 〜 令和６年３⽉ 31 ⽇ 

事務局︓飯能市市⺠協働推進課 男⼥共同参画・国際担当 
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４．飯能市男⼥共同参画庁内推進会議委員名簿 

（敬称略） 

⽒ 名 所 属 備 考 

細⽥ 幸⼆  市⺠⽣活部⻑ 会 ⻑ 

浅野 泰宏  産業環境部産業振興課 主幹 職務代理 

中村 裕⼀  防災危機管理室 主事  

徳光 貴之  企画総務部企画課 主任  

⼭﨑 明⽣  企画総務部職員課 主任  

齋藤 祐⼦  企画総務部広報情報課 主査   

岡部 美ちる  市⺠⽣活部⽣活安全課 主査  

星井 華⼦  福祉⼦ども部介護福祉課 主査   

鳴島 昌代  福祉⼦ども部⼦育て⽀援課 主幹  

⿇⽥ 哲平  福祉⼦ども部保育課 主幹  

⼩⽵ ⿇美  健康推進部健康づくり⽀援課 保健師  

⼤澤 章孝  教育部学校教育課 指導主事  

川﨑 彩⼦  教育部⽣涯学習課 主査  

 
任期︓令和３年４⽉１⽇ 〜 令和５年３⽉ 31 ⽇ 

事務局︓市⺠⽣活部市⺠協働推進課 男⼥共同参画・国際担当 
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５．男⼥共同参画の推進に関する年表 

 
年 世界の動き 国の動き 埼⽟県の動き 飯能市の動き 

1975 年 
（昭 50 年）

・国際婦⼈年 
・国際婦⼈年世界会議（メキ

シコ・シティ）で「世界⾏
動計画」採択 

・「婦⼈問題企画推進本部」
発⾜ 

・総理府婦⼈問題担当室設
置 

  

1976 年 
（昭 51 年）

・「国連婦⼈の 10 年」始まる 
（1976 年〜1985 年） 

・⺠法⼀部改正（離婚後の⽒
の選択⾃由に） 

・第 1 回⽇本婦⼈問題会議 
（労働省）

・⽣活福祉部婦⼈児童課に
婦⼈問題担当副参事設置 

 

1977 年 
（昭 52 年）

 ・国内⾏動計画策定 
・国⽴婦⼈教育会館が嵐⼭

町に開館 

・企画財政部に婦⼈問題企
画室⻑設置  

・婦⼈問題庁内連絡会議設
置 

・埼⽟婦⼈問題会議発⾜

 

1978 年 
（昭 53 年）

  ・第 1 回埼⽟県婦⼈問題協議
会開催

 

1979 年 
（昭 54 年）

・第 34 回国連総会で「⼥⼦
差別撤廃条約」採択

 ・県⺠部に婦⼈問題企画室
⻑設置

 

1980 年 
（昭 55 年）

・「国連婦⼈の 10 年」中間年
世界会議開催（コペンハー
ゲン）―⼥⼦差別撤廃条約
の署名式 

・⺠法⼀部改正（配偶者の法
定相続分１/3→1/2） 

・「婦⼈の地位向上に関する
埼⽟県計画」策定 

・県⺠部に婦⼈対策課を設
置 

・婦⼈関係⾏政推進会議設
置

 

1981 年 
（昭 56 年）

・ILO 第 156 号条約の採択
（ILO 総会）（男⼥労働者
特に家庭的責任を有する
労働者の機会均等及び均
等待遇に関する条約） 

・国内⾏動計画後期重点⽬
標発表 

  

1984 年 
（昭 59 年）

・「国連婦⼈の 10 年世界会
議 ESCAP 地域政府間準備
会議」開催（東京）

・国籍法及び⼾籍法⼀部改
正（⼦の国籍…⽗系⾎統主
義→⽗⺟両系主義）

・「婦⼈の地位向上に関する
埼⽟県計画（修正版）」策定 

 

1985 年 
（昭 60 年）

・「国連婦⼈の 10 年」最終年
世界会議開催（ナイロビ）
－「ナイロビ将来戦略」採
択 

・NGO フォーラム開催 

・「⼥⼦差別撤廃条約」批准 
・「男⼥雇⽤機会均等法」成

⽴ 
・労働基準法⼀部改正（施⾏

は昭和 61 年）

・「国連婦⼈の 10 年」最終年
世界会議 
NGO フォーラムに派遣
団参加 

 

1986 年 
（昭 61 年）

 ・「男⼥雇⽤機会均等法」施
⾏ 

・「男⼥平等社会確⽴のため
の埼⽟県計画」策定

 

1987 年 
（昭 62 年）

 ・「⻄暦 2000 年に向けての
新国内⾏動計画」策定

・婦⼈対策課を婦⼈⾏政課
に名称変更

 

1989 年 
（平元年） 

 
 

・法例⼀部改正（婚姻、親⼦
関係等についての男性優
先規定の改正等）

  

1990 年 
（平 2 年） 

・「ナイロビ将来戦略に関す
る第 1 回⾒直しと評価に
伴う勧告及び結論」採択
（国連・経済社会理事会） 

・ILO 第１７１号条約（夜業
に関する）採択（ILO 総会） 

 ・「男⼥平等社会確⽴のため
の埼⽟県計画（修正版）」策
定 

・埼⽟県県⺠活動総合セン
ターの開館 

 

1991 年 
（平 3 年） 

 ・「⻄暦 2000 年に向けての
新国内⾏動計画（第 1 次改
訂）」策定 

・「育児休業等に関する法
律」成⽴（施⾏は平成 4 年）

・婦⼈⾏政課を⼥性政策課
に名称変更 

・「埼⽟県⼥性問題協議会」
に名称変更 

・⼥性関係⾏政推進会議設
置

・埼⽟県⼥性対策モデル市
の指定を受ける 

・「飯能市⼥性会議」設置（9
⽉） 
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年 世界の動き 国の動き 埼⽟県の動き 飯能市の動き 

1992 年 
（平 4 年） 

 ・初の婦⼈問題担当⼤⾂設
置 

 ・飯能市⼥性会議に「飯能市
における男⼥平等社会を
実現するための⽅策」につ
いて諮問（4 ⽉） 

・「飯能市⼥性問題に関する
市⺠意識調査」実施 

（10 ⽉） 

1993 年 
（平 5 年） 

・世界⼈権会議（ウイーン） 
・「⼥性に対する暴⼒撤廃宣

⾔」採択（国連総会） 

・パートタイム労働法成⽴  ・飯能市⼥性会議が「男⼥平
等社会を実現するための
答申書」提出（2 ⽉） 

・「飯能市⼥性⾏政庁内連絡
会議」設置（7 ⽉）

1994 年 
（平 6 年） 

・ILO 第 175 号条約（パー
トタイム労働に関する）採
択（ILO 総会） 

・国際⼈⼝・開発会議開催
（カイロ） 

・総理府男⼥共同参画室発
⾜ 

・内閣総理⼤⾂の諮問機関
として男⼥共同参画審議
会設置 

 ・「飯能市⼥性⾏動計画」策
定（3 ⽉） 

・市⺠部⾃治⽂化課に⼥性
⻘少年係設置（4 ⽉） 

1995 年 
（平 7 年） 

・社会開発サミット開催 
（コペンハーゲン） 
・第 4 回国連世界⼥性会議開

催（北京）「⾏動綱領」「北
京宣⾔」採択 

・「育児休業、介護休業等育
児⼜は家族介護を⾏う労
働者の福祉に関する法律」
の成⽴・施⾏ 

（⼀部は平成 11 年施⾏） 
・ILO 第 156 号条約批准

・「2001 彩の国男⼥共同参
画プログラム」策定 

 

1996 年 
（平 8 年） 

 ・「男⼥共同参画ビジョン」
答申 

・「男⼥共同参画 2000 年プ
ラン」策定

・「世界⼥性みらい会議」開
催 

・飯能市男⼥共同参画情報
誌「アンサンブル」創刊
（12 ⽉） 

1997 年 
（平 9 年） 

 ・労働基準法⼀部改正（⼥⼦
保護規定の廃⽌等…施⾏
は平成 11 年） 

・男⼥雇⽤機会均等法⼀部
改正（セクハラについての
事業主配慮義務を規定…
⼀部を除き平成 11 年施
⾏） 

・男⼥共同参画審議会設置
法及び男⼥共同参画審議
会令公布 

・労働省婦⼈局が⼥性局、婦
⼈少年室が⼥性少年室に
名称変更 

・「介護保険法」成⽴

・県⺠部⼥性政策課から環
境⽣活部⼥性政策課に組
織変更 

・⼥性関係⾏政推進会議を
男⼥共同参画推進会議に
改組 

・「埼⽟県職員旧姓使⽤取扱
要綱」施⾏ 

・⼥性センター（仮称）基本
構想策定 

 

1998 年 
（平 10 年）

  ・⼥性センター（仮称）基本
計画策定

・⼥性⻘少年係を⼥性国際
係に変更（4 ⽉）

1999 年 
（平 11 年）

・「⼥⼦に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関する
条約選択議定書」採択 

・「セクシュアル・ハラスメ
ントの防⽌に関する⼈事
院規則」施⾏ 

・「男⼥共同参画基本法」成
⽴ 

・「セクシュアル・ハラスメ
ントの防⽌等に関する要
綱」施⾏ 

・「男⼥共同参画社会に関す
る市⺠意識調査」実施（3
⽉） 

2000 年 
（平 12 年）

・国連特別総会「⼥性 2000
年会議」開催（ニューヨー
ク） 

「政治宣⾔」「成果⽂書」採択 

・「男⼥共同参画基本計画」
策定 

・ストーカー規制法成⽴ 

・「彩の国国際フォーラム
2000」開催 

・「埼⽟県男⼥共同参画推進
条例」施⾏ 

・苦情処理機関の設置 
・訴訟⽀援の実施 

・「飯能市男⼥共同参画プラ
ン―第 2 次⼥性⾏動計画」
策定（3 ⽉） 

・市⺠部が市⺠環境部へ名
称変更、飯能市⼥性⾏政庁
内連絡会議を廃⽌し、「飯
能市⼥性⾏政庁内推進会
議」を設置（4 ⽉）
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年 世界の動き 国の動き 埼⽟県の動き 飯能市の動き 

2001 年 
（平 13 年）

 ・内閣府に男⼥共同参画局
設置 

・男⼥共同参画会議設置 
・「配偶者からの暴⼒の防⽌

及び被害者の保護に関す
る法律」（通称 DV 防⽌法）
成⽴ 

・「男⼥共同参画週間」設定
（6 ⽉ 23 ⽇〜29 ⽇）

・⼥性政策課を男⼥共同参
画課に名称変更 

・「飯能市⼥性相談」開設 
（5 ⽉） 

2002 年 
（平 14 年）

 ・アフガニスタンの⼥性⽀
援に関する懇談会開催 

・「埼⽟県男⼥共同参画推進
プラン 2010」策定 

・埼⽟県男⼥共同参画推進
センター（With You さた
ま）開設

・「男⼥が共に働きやすい職
場を作るために―飯能市
職員意識調査―」実施（5
⽉） 

2003 年 
（平 15 年）

   ・飯能市⼥性会議が「ドメス
ティック・バイオレンスの
被害者相談に関する意⾒
並びに要望書」を市⻑へ提
出（3 ⽉） 

・市⺠環境部⾃治⽂化課⼥
性国際係が、市⺠⽣活部市
⺠参加推進課市⺠参加担
当へ名称変更（4 ⽉） 

・「飯能市 DV 関係機関連絡
調整会議」設置（5 ⽉）

2004 年 
（平 16 年）

 ・「配偶者からの暴⼒の防⽌
及び被害者の保護に関す
る法律」（DV 防⽌法）⼀部
改正（暴⼒の定義拡⼤等…
同年施⾏） 

・「育児休業、介護休業等育
児⼜は家族介護を⾏う労
働者の福祉に関する法律」
⼀部改正（育児休業期間の
延⻑等…平成 17 年施⾏）

 ・市⺠参加担当から⼥性国
際担当へ名称変更（4 ⽉）

2005 年 
（平 17 年）

・第 49 回国連婦⼈の地位委
員会（通称︓北京＋10）開
催（ニューヨーク） 

・「男⼥共同参画基本計画
（第 2 次）策定」 

 ・「男⼥共同参画社会に関す
る市⺠意識調査」の実施（2
⽉） 

2006 年 
（平 18 年）

 ・「男⼥雇⽤機会均等法」⼀
部改正（男性に対する差別
の禁⽌、間接差別の禁⽌等
…平成 19 年施⾏） 

・「配偶者等からの暴⼒防⽌
及び被害者⽀援基本計画」
策定 

・飯能市男⼥共同参画プラ
ン（第 3 次）素案、男⼥共
同参画社会に関する市⺠
意識調査結果報告書の公
開（3 ⽉） 

・「飯能市男⼥共同参画プラ
ン（第 3 次）」策定（3 ⽉）

2007 年 
（平 19 年）

 ・「配偶者からの暴⼒の防⽌
及び被害者の保護に関す
る法律」（DV 防⽌法）改正

・「仕事と⽣活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と⽣活の調
和推進のための⾏動指針」
策定 
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年 世界の動き 国の動き 埼⽟県の動き 飯能市の動き 

2008 年 
（平 20 年）

 ・「⼥性の参画加速プログラ
ム」決定 

 ・飯能市⼥性⾏政庁内推進
会議を廃⽌し、「飯能市男
⼥共同参画庁内推進会議」
を設置（4 ⽉）

2009 年 
（平 21 年）

 ・「育児休業、介護休業等育
児⼜は家族介護を⾏う労
働者の福祉に関する法律」
改正 

・「配偶者等からの暴⼒防⽌
及び被害者⽀援基本計画
（第 2 次）」策定 

・飯能市⼥性会議を廃⽌し、
「飯能市男⼥共同参画推
進会議」を設置、⼥性国際
担当を男⼥共同参画・国際
担当へ名称変更（4 ⽉）

2010 年 
（平 22 年）

・第 54 回国連婦⼈の地位委
員会（通称︓北京＋15）開
催（ニューヨーク） 

・「第 3 次男⼥共同参画基本
計画」策定 

・「仕事と⽣活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と⽣活の調
和推進の為の⾏動指針」政
労使合意

 ・飯能市男⼥共同参画推進
会議が「『親学』講座に対す
る飯能市男⼥共同参画推
進会議の意⾒書」を飯能市
親学推進事業実⾏委員会
及び飯能市⻑へ提出（7
⽉） 

2011 年 
（平 23 年）

・国連の新しい⼥性機関「UN 
Women」発⾜ 

   

2012 年 
（平 24 年）

  ・「埼⽟県男⼥共同参画基本
計画」（7 ⽉）策定 

・「配偶者等からの暴⼒防⽌
及び被害者⽀援計画（第 3
次）」策定 

・働く場における⼥性の活
躍を⽀援するため、埼⽟県
産業労働部に「ウーマノミ
クス課」を設置

・「第 4 次飯能市男⼥共同参
画プラン策定に係る市⺠
意識調査」の実施（2 ⽉）

・飯能市男⼥共同参画推進
会議が「第 33 回九都県市
合同防災訓練に係る男⼥
共同参画の視点について
の意⾒書」を市危機管理室
へ提出（7 ⽉）

2013 年 
（平 25 年）

 ・「配偶者からの暴⼒及び被
害者の保護等に関する法
律」改正 

・若者・⼥性活躍推進フォー
ラムの開催、提⾔ 

・「⽇本再興戦略」の中核に
「⼥性の活躍推進」が位置
づけられる

 ・第 4 次飯能市男⼥共同参画
プラン策定（3 ⽉） 

2014 年 
（平 26 年）

・第 58 回国連婦⼈の地位委
員会「⾃然災害におけるジ
ェンダー平等と⼥性のエ
ンパワ―メント」決議案採
択 

・「⽇本再興戦略」改定 2014
に「『⼥性が輝く社会』の実
現」が掲げられる 

 ・飯能市配偶者暴⼒相談⽀
援センター設置（4 ⽉） 

・飯能市男⼥共同参画審議
会設置（4 ⽉） 

2015 年 
（平 27 年）

・第 59 回国連婦⼈の地位委
員会（通称︓北京＋20）開
催（ニューヨーク） 

・⼥性・平和・安全保障に関
する⾏動計画策定 

・⼦ども・⼦育て⽀援新制度
スタート 

・⼥性の職業⽣活における
活躍の推進に関する法律
（以下「⼥性活躍推進法」
という）施⾏（事業主⾏動
計画部分を除く） 

・「第 4 次男⼥共同参画基本
計画」閣議決定
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年 世界の動き 国の動き 埼⽟県の動き 飯能市の動き 

2016 年 
（平 28 年）

・第 60 回国連婦⼈の地位委
員会「⼥性のエンパワーメ
ントと持続可能な開発の
関連性」の合意結論と「紛
争下における⼥性及び児
童の⼈質解放」等決議案採
択 

・⼥⼦差別撤廃条約実施状
況第 7 回・第 8 回報告の
審議・最終⾒解の公表 

・「⼥性活躍推進法」完全施
⾏ 

 ・飯能市男⼥参画推進条例
施⾏（4 ⽉） 

・「男⼥共同参画に関する市
⺠意識調査」（10 ⽉）実施

2017 年 
（平 29 年）

  ・「埼⽟県男⼥共同参画基本
計画」策定 

・「配偶者等からの暴⼒防⽌
及び被害者⽀援基本計画
（第 4 次）」策定

・「男⼥共同参画に関する企
業意識調査」（4 ⽉）実施 

・「男⼥共同参画に関する職
員意識調査」（7 ⽉）実施 

2018 年 
（平 30 年）

 ・「政治分野における男⼥共
同参画の推進に関する法
律」成⽴・施⾏ 

・「セクシャル・ハラスメン
ト対策の強化について〜
メディア・⾏政間での事案
発⽣をうけての緊急対策
〜」策定 

・「働き⽅改⾰関連法」成⽴
（平 31 年施⾏）

 ・第 5 次飯能市男⼥共同参画
プラン策定（3 ⽉） 

2019 年 
（令元年） 

・ 第 ５ 回 国 際 ⼥ 性 会 議
WAW︕W20（⼥性に関す
る政策提⾔を G20 に向け
て⾏う組織体）を⽇本で開
催 

・「⼥性活躍推進法」改正 
・「男⼥雇⽤均等法」改正

（2020 年施⾏。パワーハ
ラスメント対策の義務化
等） 

・「DV 防⽌法改正・施⾏（児
童虐待対策、DV 被害者の
保護対策の強化）

  

2020 年 
（令 2 年） 

・第 64 回国連⼥性の地位委
員会（通称︓「北京＋25」）
開催（ニューヨーク） 

・「災害対応⼒を強化する⼥
性の視点〜男⼥共同参画
の視点からの防災・復興ガ
イドライン〜」作成 

・「性犯罪・性暴⼒対策の強
化の⽅針」とりまとめ（性
犯罪・性暴⼒対策の集中強
化期間（2020年〜2022年
度）の設定 

・「第 5 次男⼥共同参画基本
計画」策定

  

2021 年 
（令 3 年） 

 ・「育児・介護休業法」改正
（令 4 年 4 ⽉から段階的
に施⾏） 

 ・「男⼥共同参画に関する市
⺠意識調査」（11 ⽉）実施

・「男⼥共同参画に関する企
業意識調査」（11 ⽉）実施 

・「男⼥共同参画に関する職
員意識調査」（2 ⽉）実施

2022 年 
（令 4 年） 

・ 第 ６ 回 国 際 ⼥ 性 会 議
WAW︕2022 を⽇本で開
催 

 ・「埼⽟県男⼥共同参画基本
計画」策定 

・「配偶者等からの暴⼒防⽌
及び被害者⽀援基本計画
（第 5 次）」策定

 

2023 年 
（令 5 年） 

   ・第 6 次飯能市男⼥共同参画
プラン策定（3 ⽉）
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６．関連法律 

⽇本国憲法 （抄） 
公布 昭和 21 年 11 ⽉ 3 ⽇ 
施⾏ 昭和 22 年５⽉３⽇

 
（国⺠の基本的⼈権の永久不可侵性） 
第 11 条 国⺠は、すべての基本的⼈権の享有を妨げられ

ない。この憲法が国⺠に保障する基本的⼈権は、侵すこ
とのできない永久の権利として、現在及び将来の国 

⺠に与へられる。 
 
（個⼈の尊重） 
第 13 条 すべて国⺠は、個⼈として尊重される。⽣命、

⾃由及び幸福追求に対する国⺠の権利については、公共
の福祉に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤
の尊重を必要とする。 

  
（法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の授与） 
第 14 条 すべて国⺠は、法の下に平等であつて、⼈種、

信条、性別、社会的⾝分⼜は⾨地により、政治的、経済
的⼜は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴

はない。栄典の授与は、現にこれを有し、⼜は将来これ
を受ける者の⼀代に限り、その効⼒を有する。 

 
（家族⽣活における個⼈の尊厳と両性の平等） 
第 24 条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成⽴し、夫婦

が同等の権利を有することを基本として、相互の協⼒に
より、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並び
に婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律
は、個⼈の尊厳と両性の本質的平等に⽴脚して、制定さ
れなければならない。 

 
 

⼥⼦に対するあらゆる形態の差別
の撤廃に関する条約 
採 択 昭和 54（1979）年 12 ⽉ 18 ⽇ 

（第 34 回国際連合総会）
発 効 昭和 56（1981）年９⽉３⽇ 
⽇本国 昭和 60（1985）年６⽉ 25 ⽇批准 

（条約第７号）
〃  昭和 60（1985）年７⽉ 25 ⽇ 
〃  平成 15（2003）年 条約第⼆⼗条１

の改正 
 

この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的⼈権、⼈間
の尊厳及び価値並びに男⼥の権利の平等に関する信念を
改めて確認していることに留意し、世界⼈権宣⾔が、差別
は容認することができないものであるとの原則を確認し
ていること、並びにすべての⼈間は⽣まれながらにして⾃
由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並

びにすべての⼈は性による差別その他のいかなる差別も
なしに同宣⾔に掲げるすべての権利及び⾃由を享有する
ことができることを宣明していることに留意し、⼈権に関
する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、⽂化的、
市⺠的及び政治的権利の享有について男⼥に平等の権利
を確保する義務を負つていることに留意し、国際連合及び
専⾨機関の主催の下に各国が締結した男⼥の権利の平等
を促進するための国際条約を考慮し、更に、国際連合及び
専⾨機関が採択した男⼥の権利の平等を促進するための
決議、宣⾔及び勧告に留意し、しかしながら、これらの種々
の⽂書にもかかわらず⼥⼦に対する差別が依然として広
範に存在していることを憂慮し、⼥⼦に対する差別は、権
利の平等の原則及び⼈間の尊厳の尊重の原則に反するも
のであり、⼥⼦が男⼦と平等の条件で⾃国の政治的、社会
的、経済的及び⽂化的活動に参加する上で障害となるもの
であり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、
また、⼥⼦の潜在能⼒を⾃国及び⼈類に役⽴てるために完
全に開発することを⼀層困難にするものであることを想
起し、窮乏の状況においては、⼥⼦が⾷糧、健康、教育、
雇⽤のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを
享受する機会が最も少ないことを憂慮し、衡平及び正義に
基づく新たな国際経済秩序の確⽴が男⼥の平等の促進に
⼤きく貢献することを確信し、アパルトヘイト、あらゆる
形態の⼈種主義、⼈種差別、植⺠地主義、新植⺠地主義、
侵略、外国による占領及び⽀配並びに内政⼲渉の根絶が男
⼥の権利の完全な享有に不可⽋であることを強調し、国際
の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国
（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相
互に協⼒し、全⾯的かつ完全な軍備縮⼩を達成し、特に厳
重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮⼩を達成し、
諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、
外国の⽀配の下、植⺠地⽀配の下⼜は外国の占領の下にあ
る⼈⺠の⾃決の権利及び⼈⺠の独⽴の権利を実現し並び
に国の主権及び領⼟保全を尊重することが、社会の進歩及
び発展を促進し、ひいては、男⼥の完全な平等の達成に貢
献することを確認し、国の完全な発展、世界の福祉及び理
想とする平和は、あらゆる分野において⼥⼦が男⼦と平等
の条件で最⼤限に参加することを必要としていることを
確信し、家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には
認められていなかつた⼥⼦の⼤きな貢献、⺟性の社会的重
要性並びに家庭及び⼦の養育における両親の役割に留意
し、また、出産における⼥⼦の役割が差別の根拠となるべ
きではなく、⼦の養育には男⼥及び社会全体が共に責任を
負うことが必要であることを認識し、社会及び家庭におけ
る男⼦の伝統的役割を⼥⼦の役割とともに変更すること
が男⼥の完全な平等の達成に必要であることを認識し、⼥
⼦に対する差別の撤廃に関する宣⾔に掲げられている諸
原則を実施すること及びこのために⼥⼦に対するあらゆ
る形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを
決意して、次のとおり協定した。 
 
第⼀部 
 
第⼀条 

この条約の適⽤上、「⼥⼦に対する差別」とは、性に基づ
く区別、排除⼜は制限であつて、政治的、経済的、社会的、
⽂化的、市⺠的その他のいかなる分野においても、⼥⼦（婚
姻をしているかいないかを問わない。）が男⼥の平等を基
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礎として⼈権及び基本的⾃由を認識し、享有し⼜は⾏使す
ることを害し⼜は無効にする効果⼜は⽬的を有するもの
をいう。 
 
第⼆条 

締約国は、⼥⼦に対するあらゆる形態の差別を⾮難し、
⼥⼦に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な⼿段
により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこの
ため次のことを約束する。 

（ａ）男⼥の平等の原則が⾃国の憲法その他の適当な法
令に組み⼊れられていない場合にはこれを定め、か
つ、男⼥の平等の原則の実際的な実現を法律その他
の適当な⼿段により確保すること。 

（ｂ）⼥⼦に対するすべての差別を禁⽌する適当な⽴法
その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとる
こと。 

（ｃ）⼥⼦の権利の法的な保護を男⼦との平等を基礎と
して確⽴し、かつ、権限のある⾃国の裁判所その他
の公の機関を通じて差別となるいかなる⾏為からも
⼥⼦を効果的に保護することを確保すること。 

（ｄ）⼥⼦に対する差別となるいかなる⾏為⼜は慣⾏も
差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従
つて⾏動することを確保すること。 

（ｅ）個⼈、団体⼜は企業による⼥⼦に対する差別を撤
廃するためのすべての適当な措置をとること。 

（ｆ）⼥⼦に対する差別となる既存の法律、規則、慣習
及び慣⾏を修正し⼜は廃⽌するためのすべての適当
な措置（⽴法を含む。）をとること。 

（ｇ）⼥⼦に対する差別となる⾃国のすべての刑罰規定
を廃⽌すること。 

  
第三条  

締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済
的及び⽂化的分野において、⼥⼦に対して男⼦との平等を
基礎として⼈権及び基本的⾃由を⾏使し及び享有するこ
とを保障することを⽬的として、⼥⼦の完全な能⼒開発及
び向上を確保するためのすべての適当な措置（⽴法を含
む。）をとる。 

 
第四条 
１ 締約国が男⼥の事実上の平等を促進することを⽬的

とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義
する差別と解してはならない。ただし、その結果として
いかなる意味においても不平等な⼜は別個の基準を維
持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機
会及び待遇の平等の⽬的が達成された時に廃⽌されな
ければならない。 

２ 締約国が⺟性を保護することを⽬的とする特別措置
（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別
と解してはならない。 

 
第五条  

締約国は、次の⽬的のためのすべての適当な措置をとる。 
（ａ）両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念⼜

は男⼥の定型化された役割に基づく偏⾒及び慣習そ
の他あらゆる慣⾏の撤廃を実現するため、男⼥の社
会的及び⽂化的な⾏動様式を修正すること。 

（ｂ）家庭にいての教育に、社会的機能としての⺟性に
ついての適正な理解並びに⼦の養育及び発育におけ
る男⼥の共同責任についての認識を含めることを確
保すること。あらゆる場合において、⼦の利益は最
初に考慮するものとする。 

 
第六条 

締約国は、あらゆる形態の⼥⼦の売買及び⼥⼦の売春か
らの搾取を禁⽌するためのすべての適当な措置（⽴法を含
む。）をとる 

 
第⼆部 
 
第七条 締約国は、⾃国の政治的及び公的活動における⼥
⼦に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を
とるものとし、特に、⼥⼦に対して男⼦と平等の条件で次
の権利を確保する。  

（ａ）あらゆる選挙及び国⺠投票において投票する権利
並びにすべての公選による機関に選挙される資格を
有する権利 

（ｂ）政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに
政府のすべての段階において公職に就き及びすべて
の公務を遂⾏する権利 

（ｃ）⾃国の公的⼜は政治的活動に関係のある⾮政府機
関及び⾮政府団体に参加する権利 

 
第⼋条 

締約国は、国際的に⾃国政府を代表し及び国際機関の活
動に参加する機会を、⼥⼦に対して男⼦と平等の条件でか
ついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措
置をとる。 
 
第九条 
１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、⼥⼦に

対して男⼦と平等の権利を与える。締約国は、特に、外
国⼈との婚姻⼜は婚姻中の夫の国籍の変更が、⾃動的に
妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし⼜は夫の国籍を妻に
強制することとならないことを確保する。 

２ 締約国は、⼦の国籍に関し、⼥⼦に対して男⼦と平等
の権利を与える。 

 
第三部 
 
第⼗条 

締約国は、教育の分野において、⼥⼦に対して男⼦と平
等の権利を確保することを⽬的として、特に、男⼥の平等
を基礎として次のことを確保することを⽬的として、⼥⼦
に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと
る。 

（ａ）農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における
職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための
同⼀の条件。このような平等は、就学前教育、普通
教育、技術教育、専⾨教育及び⾼等技術教育並びに
あらゆる種類の職業訓練において確保されなければ
ならない。 

（ｂ）同⼀の教育課程、同⼀の試験、同⼀の⽔準の資格
を有する教育職員並びに同⼀の質の学校施設及び設
備を享受する機会 



資料編 

 

101 

（ｃ）すべての段階及びあらゆる形態の教育における男
⼥の役割についての定型化された概念の撤廃を、こ
の⽬的の達成を助⻑する男⼥共学その他の種類の教
育を奨励することにより、また、特に、教材⽤図書
及び指導計画を改訂すること並びに指導⽅法を調整
することにより⾏うこと。  

（ｄ）奨学⾦その他の修学援助を享受する同⼀の機会 
（ｅ）継続教育計画（成⼈向けの及び実⽤的な識字計画

を含む。）、特に、男⼥間に存在する教育上の格差を
できる限り早期に減少させることを⽬的とした継続
教育計画を利⽤する同⼀の機会 

（ｆ）⼥⼦の中途退学率を減少させること及び早期に退
学した⼥⼦のための計画を策定すること。 

（ｇ）スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同⼀の機会 
（ｈ）家族の健康及び福祉の確保に役⽴つ特定の教育的

情報（家族計画に関する情報及び助⾔を含む。）を享
受する機会 

 
第⼗⼀条 
１ 締約国は、男⼥の平等を基礎として同⼀の権利、特に

次の権利を確保することを⽬的として、雇⽤の分野にお
ける⼥⼦に対する差別を撤廃するためのすべての適当
な措置をとる。 
（ａ）すべての⼈間の奪い得ない権利としての労働の権

利 
（ｂ）同⼀の雇⽤機会（雇⽤に関する同⼀の選考基準の

適⽤を含む。）についての権利 
（ｃ）職業を⾃由に選択する権利、昇進、雇⽤の保障な

らびに労働に係るすべての給付及び条件についての
権利並びに職業訓練及び再訓練（⾒習、上級職業訓
練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

（ｄ）同⼀価値の労働についての同⼀報酬（⼿当を含む。）
及び同⼀待遇についての権利並びに労働の質の評価
に関する取扱いの平等についての権利 

（ｅ）社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、⽼齢
その他の労働不能の場合における社会保障）につい
ての権利及び有給休暇についての権利 

（ｆ）作業条件に係る健康の保護及び安全（⽣殖機能の
保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻⼜は⺟性を理由とする⼥⼦に対する差
別を防⽌し、かつ、⼥⼦に対して実効的な労働の権利を
確保するため、次のことを⽬的とする適当な措置をとる。 
（ａ）妊娠⼜は⺟性休暇を理由とする解雇及び婚姻をし

ているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課し
て禁⽌すること。 

（ｂ）給料⼜はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、
従前の雇⽤関係、先任及び社会保障上の利益の喪失
を伴わない⺟性休暇を導⼊すること。 

（ｃ）親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への
参加とを両⽴させることを可能とするために必要な
補助的な社会的サ－ビスの提供を、特に保育施設網
の設置及び充実を促進することにより奨励すること。  

（ｄ）妊娠中の⼥⼦に有害であることが証明されている
種類の作業においては、当該⼥⼦に対して特別の保
護を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及
び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必
要に応じて、修正し、廃⽌し、⼜はその適⽤を拡⼤する。 

 
第⼗⼆条 
１ 締約国は、男⼥の平等を基礎として保健サ－ビス（家

族計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保
することを⽬的として、保健の分野における⼥⼦に対す
る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、⼥⼦に対し、妊娠、
分娩及び産後の期間中の適当なサ－ビス（必要な場合に
は無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な
栄養を確保する。 

 
第⼗三条 

締約国は、男⼥の平等を基礎として同⼀の権利、特に次
の権利を確保することを⽬的として、他の経済的及び社会
的活動の分野における⼥⼦に対する差別を撤廃するため
のすべての適当な措置をとる。 

（ａ）家族給付についての権利 
（ｂ）銀⾏貸付け、抵当その他の形態の⾦融上の信⽤に

ついての権利 
（ｃ）レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側⾯に

おける⽂化的活動に参加する権利 
 
第⼗四条 
１ 締約国は、農村の⼥⼦が直⾯する特別の問題及び家族

の経済的⽣存のために果たしている重要な役割（貨幣化
されていない経済の部⾨における労働を含む。）を考慮
に⼊れるものとし、農村の⼥⼦に対するこの条約の適⽤
を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

２ 締約国は、男⼥の平等を基礎として農村の⼥⼦が農村
の開発に参加すること及びその開発から⽣ずる利益を
受けることを確保することを⽬的として、農村の⼥⼦に
対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと
るものとし、特に、これらの⼥⼦に対して次の権利を確
保する。 
（ａ）すべての段階における開発計画の作成及び実施に

参加する権利 
（ｂ）適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、カ

ウンセリング及びサ－ビスを含む。）を享受する権利 
（ｃ）社会保障制度から直接に利益を享受する権利 
（ｄ）技術的な能⼒を⾼めるために、あらゆる種類（正

規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実
⽤的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、す
べての地域サ－ビス及び普及サ－ビスからの利益を
享受する権利 

（ｅ）経済分野における平等な機会を雇⽤⼜は⾃営を通
じて得るために、⾃助的集団及び協同組合を組織す
る権利 

（ｆ）あらゆる地域活動に参加する権利 
（ｇ）農業信⽤及び貸付け、流通機構並びに適当な技術

を利⽤する権利並びに⼟地及び農地の改⾰並びに⼊
植計画において平等な待遇を享受する権利 

（ｈ）適当な⽣活条件（特に、住居、衛⽣、電⼒及び⽔
の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する
権利 

 
第四部 
 
第⼗五条 
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１ 締約国は、⼥⼦に対し、法律の前の男⼦との平等を認
める。 

２ 締約国は、⼥⼦に対し、⺠事に関して男⼦と同⼀の法
的能⼒を与えるものとし、また、この能⼒を⾏使する同
⼀の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び
財産を管理することにつき⼥⼦に対して男⼦と平等の
権利を与えるものとし、裁判所における⼿続のすべての
段階において⼥⼦を男⼦と平等に取り扱う。 

３ 締約国は、⼥⼦の法的能⼒を制限するような法的効果
を有するすべての契約及び他のすべての私的⽂書（種類
のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。 

４締約国は、個⼈の移動並びに居所及び住所の選択の⾃由
に関する法律において男⼥に同⼀の権利を与える。 

 
第⼗六条 
１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につ

いて⼥⼦に対する差別を撤廃するためのすべての適当
な措置をとるものとし、特に、男⼥の平等を基礎として
次のことを確保する。 
（ａ）婚姻をする同⼀の権利 
（ｂ）⾃由に配偶者を選択し及び⾃由かつ完全な合意の

みにより婚姻をする同⼀の権利 
（ｃ）婚姻中及び婚姻の解消の際の同⼀の権利及び責任  
（ｄ）⼦に関する事項についての親（婚姻をしているか

いないかを問わない。）としての同⼀の権利及び責任。
あらゆる場合において、⼦の利益は⾄上である。 

（ｅ）⼦の数及び出産の間隔を⾃由にかつ責任をもって
決定する同⼀の権利並びにこれらの権利の⾏使を可
能にする情報、教育及び⼿段を享受する同⼀の権利  

（ｆ）⼦の後⾒及び養⼦縁組⼜は国内法令にこれらに類
する制度が存在する場合にはその制度に係る同⼀の
権利及び責任。あらゆる場合において、⼦の利益は
⾄上である。 

（ｇ）夫及び妻の同⼀の個⼈的権利（姓及び職業を選択
する権利を含む。） 

（ｈ）無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有
し、取得し、運⽤し、管理し、利⽤し及び処分する
ことに関する配偶者双⽅の同⼀の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、
また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登
録を義務付けるためのすべての必要な措置（⽴法を含
む。）がとられなければならない。 
 

第五部 
 
第⼗七条 
１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、

⼥⼦に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」
という。）を設置する。委員会は、この条約の効⼒発⽣の
時は⼗⼋⼈の、三⼗五番⽬の締約国による批准⼜は加⼊
の後は⼆⼗三⼈の徳望が⾼く、かつ、この条約が対象と
する分野において⼗分な能⼒を有する専⾨家で構成す
る。委員は、締約国の国⺠の中から締約国により選出さ
れるものとし、個⼈の資格で職務を遂⾏する。その選出
に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に⾏われるこ
と並びに異なる⽂明形態及び主要な法体系が代表され
ることを考慮に⼊れる。 

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の
中から秘密投票により選出される。各締約国は、⾃国⺠
の中から⼀⼈を指名することができる。 

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効⼒発⽣の
⽇の後六箇⽉を経過した時に⾏う。国際連合事務総⻑は、
委員会の委員の選挙の⽇の遅くとも三箇⽉前までに、締
約国に対し、⾃国が指名する者の⽒名を⼆箇⽉以内に提
出するよう書簡で要請する。同事務総⻑は、指名された
者のアルファベット順による名簿（これらの者を指名し
た締約国名を表⽰した名簿とする。）を作成し、締約国に
送付する。 

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総⻑により国際
連合本部に招集される締約国の会合において⾏う。この
会合は、締約国の三分の⼆をもって定⾜数とする。この
会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によ
って投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得て
指名された者をもって委員会に選出された委員とする。 

５ 委員会の委員は、四年の任期で選出される。ただし、
最初の選挙において選出された委員のうち九⼈の委員
の任期は、⼆年で終了するものとし、これらの九⼈の委
員は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員⻑によりく
じ引で選ばれる。 

６ 委員会の五⼈の追加的な委員の選挙は、三⼗五番⽬の
批准⼜は加⼊の後、２から４までの規定に従って⾏う。
この時に選出された追加的な委員のうち⼆⼈の委員の
任期は、⼆年で終了するものとし、これらの⼆⼈の委員
は、委員会の委員⻑によりくじ引で選ばれる。 

７ 締約国は、⾃国の専⾨家が委員会の委員としての職務
を遂⾏することができなくなった場合には、その空席を
補充するため、委員会の承認を条件として⾃国⺠の中か
ら他の専⾨家を任命する。 

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要
性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、
国際連合の財源から報酬を受ける。 

９ 国際連合事務総⻑は、委員会がこの条約に定める任務
を効果的に遂⾏するために必要な職員及び便益を提供
する。 
 

第⼗⼋条 
１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとっ

た⽴法上、司法上、⾏政上その他の措置及びこれらの措
置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会によ
る検討のため、国際連合事務総⻑に提出することを約束
する。 
（ａ）当該締約国についてこの条約が効⼒を⽣ずる時か

ら⼀年以内 
（ｂ）その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要

請するとき。 
２ 報告には、この条約に基づく義務の履⾏の程度に影響

を及ぼす要因及び障害を記載することができる。 
 
第⼗九条 
１ 委員会は、⼿続規則を採択する。 
２ 委員会は、役員を⼆年の任期で選出する。 
 
第⼆⼗条 
１ 委員会は、第⼗⼋条の規定により提出される報告を検

討するために原則として毎年⼀回会合する。委員会の会
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合の期間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約
の締約国の会合において決定する。 

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部⼜は委員
会が決定する他の適当な場所において開催する。 

 
第⼆⼗⼀条 
１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎

年国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から
得た報告及び情報の検討に基づく提案及び⼀般的な性
格を有する勧告を⾏うことができる。これらの提案及び
⼀般的な性格を有する勧告は、締約国から意⾒がある場
合にはその意⾒とともに、委員会の報告に記載する。 

２ 国際連合事務総⻑は、委員会の報告を、情報⽤として、
婦⼈の地位委員会に送付する。  

 
第⼆⼗⼆条 

専⾨機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの
条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利
を有する。委員会は、専⾨機関に対し、その任務の範囲内
にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出
するよう要請することができる。 
 
第六部 
 
第⼆⼗三条 

この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定で
あって男⼥の平等の達成に⼀層貢献するものに影響を及
ぼすものではない。 

（ａ）締約国の法令  
（ｂ）締約国について効⼒を有する他の国際条約⼜は国

際協定 
 
第⼆⼗四条 

締約国は、⾃国においてこの条約の認める権利の完全な
実現を達成するためのすべての必要な措置をとることを
約束する。 
 
第⼆⼗五条 
１ この条約は、すべての国による署名のために開放して

おく。 
２ 国際連合事務総⻑は、この条約の寄託者として指定さ

れる。 
３ この条約は、批准されなければならない。批准書は、

国際連合事務総⻑に寄託する。 
４ この条約は、すべての国による加⼊のために開放して

おく。加⼊は、加⼊書を国際連合事務総⻑に寄託するこ
とによって⾏う。 

 
第⼆⼗六条 
１ いずれの締約国も、国際連合事務総⻑にあてた書⾯に

よる通告により、いつでもこの条約の改正を要請するこ
とができる。 

２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があ
るときは、その措置を決定する。 

 
第⼆⼗七条 

１ この条約は、⼆⼗番⽬の批准書⼜は加⼊書が国際連合
事務総⻑に寄託された⽇の後三⼗⽇⽬の⽇に効⼒を⽣
ずる。 

２ この条約は、⼆⼗番⽬の批准書⼜は加⼊書が寄託され
た後に批准し⼜は加⼊する国については、その批准書⼜
は加⼊書が寄託された⽇の後三⼗⽇⽬の⽇に効⼒を⽣
ずる。 

 
第⼆⼗⼋条 
１ 国際連合事務総⻑は、批准⼜は加⼊の際に⾏われた留

保の書⾯を受領し、かつ、すべての国に送付する。 
２ この条約の趣旨及び⽬的と両⽴しない留保は、認めら

れない。 
３ 留保は、国際連合事務総⻑にあてた通告によりいつで

も撤回することができるものとし、同事務総⻑は、その
撤回をすべての国に通報する。このようにして通報され
た通告は、受領された⽇に効⼒を⽣ずる。 
 

第⼆⼗九条 
１ この条約の解釈⼜は適⽤に関する締約国間の紛争で

交渉によって解決されないものは、いずれかの紛争当事
国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の⽇から
六箇⽉以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に
達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁
判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託するこ
とができる。 

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准⼜はこの条
約への加⼊の際に、１の規定に拘束されない旨を宣⾔す
ることができる。他の締約国は、そのような留保を付し
た締約国との関係において１の規定に拘束されない。 

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合
事務総⻑にあてた通告により、いつでもその留保を撤回
することができる。 

 
第三⼗条 

この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、
ロシア語及びスペイン語をひとしく正⽂とし、国際連合事
務総⻑に寄託する。 

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条
約に署名した。 

 
 

男⼥共同参画基本法 
平成 11 年６⽉ 23 ⽇ 法律第 78 号 
最終改正 平成 11 年 12 ⽉ 22 ⽇同第 160 号 

 
前⽂ 

我が国においては、⽇本国憲法に個⼈の尊重と法の下の
平等がうたわれ、男⼥平等の実現に向けた様々な取組が、
国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて
きたが、なお⼀層の努⼒が必要とされている。 
⼀⽅、少⼦⾼齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国
の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男⼥が、
互いにその⼈権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか
かわりなく、その個性と能⼒を⼗分に発揮することができ
る男⼥共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 
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このような状況にかんがみ、男⼥共同参画社会の実現を⼆
⼗⼀世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、
社会のあらゆる分野において、男⼥共同参画社会の形成の
促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 
ここに、男⼥共同参画社会の形成についての基本理念を明
らかにしてその⽅向を⽰し、将来に向かって国、地⽅公共
団体及び国⺠の男⼥共同参画社会の形成に関する取組を
総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 
 
第⼀章 総則 
 
（⽬的） 
第⼀条 この法律は、男⼥の⼈権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活⼒ある社会を実
現することの緊要性にかんがみ、男⼥共同参画社会の形
成に関し、基本理念を定め、並びに国、地⽅公共団体及
び国⺠の責務を明らかにするとともに、男⼥共同参画社
会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め
ることにより、男⼥共同参画社会の形成を総合的かつ計
画的に推進することを⽬的とする。 

 
（定義） 
第⼆条 この法律において、次の各号に掲げる⽤語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
⼀ 男⼥共同参画社会の形成 男⼥が、社会の対等な構

成員として、⾃らの意思によって社会のあらゆる分野
における活動に参画する機会が確保され、もって男⼥
が均等に政治的、経済的、社会的及び⽂化的利益を享
受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を
形成することをいう。 

⼆ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男⼥間
の格差を改善するため必要な範囲内において、男⼥の
いずれか⼀⽅に対し、当該機会を積極的に提供するこ
とをいう。 

 
（男⼥の⼈権の尊重） 
第三条 男⼥共同参画社会の形成は、男⼥の個⼈としての

尊厳が重んぜられること、男⼥が性別による差別的取扱
いを受けないこと、男⼥が個⼈として能⼒を発揮する機
会が確保されることその他の男⼥の⼈権が尊重される
ことを旨として、⾏われなければならない。 

 
（社会における制度⼜は慣⾏についての配慮） 
第四条 男⼥共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度⼜は慣⾏が、性別による固定的な役割分担等を
反映して、男⼥の社会における活動の選択に対して中⽴
でない影響を及ぼすことにより、男⼥共同参画社会の形
成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、
社会における制度⼜は慣⾏が男⼥の社会における活動
の選択に対して及ぼす影響をできる限り中⽴なものと
するように配慮されなければならない。 

 
（政策等の⽴案及び決定への共同参画） 
第五条 男⼥共同参画社会の形成は、男⼥が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地⽅公共団体における政策
⼜は⺠間の団体における⽅針の⽴案及び決定に共同し
て参画する機会が確保されることを旨として、⾏われな
ければならない。 

 
（家庭⽣活における活動と他の活動の両⽴） 
第六条 男⼥共同参画社会の形成は、家族を構成する男⼥

が、相互の協⼒と社会の⽀援の下に、⼦の養育、家族の
介護その他の家庭⽣活における活動について家族の⼀
員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の
活動を⾏うことができるようにすることを旨として、⾏
われなければならない。 

 
（国際的協調） 
第七条 男⼥共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男
⼥共同参画社会の形成は、国際的協調の下に⾏われなけ
ればならない。 

 
（国の責務） 
第⼋条 国は、第三条から前条までに定める男⼥共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい
う。）にのっとり、男⼥共同参画社会の形成の促進に関す
る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に
策定し、及び実施する責務を有する。 

 
（地⽅公共団体の責務） 
第九条 地⽅公共団体は、基本理念にのっとり、男⼥共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及
びその他のその地⽅公共団体の区域の特性に応じた施
策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 
（国⺠の責務） 
第⼗条 国⺠は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男⼥共同
参画社会の形成に寄与するように努めなければならな
い。 

 
（法制上の措置等） 
第⼗⼀条 政府は、男⼥共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上⼜は財政上の措置
その他の措置を講じなければならない。 

 
（年次報告等） 
第⼗⼆条 政府は、毎年、国会に、男⼥共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男⼥共同参画社会の形成の
促進に関する施策についての報告を提出しなければな
らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男⼥共同参画社会の
形成の状況を考慮して講じようとする男⼥共同参画社
会の形成の促進に関する施策を明らかにした⽂書を作
成し、これを国会に提出しなければならない。 

 
第⼆章 男⼥共同参画社会の形成の促進に関する基本的
施策 
 
（男⼥共同参画基本計画） 
第⼗三条 政府は、男⼥共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男⼥共同
参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男
⼥共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。   

２ 男⼥共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定
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めるものとする。 
⼀ 総合的かつ⻑期的に講ずべき男⼥共同参画社会の

形成の促進に関する施策の⼤綱 
⼆ 前号に掲げるもののほか、男⼥共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
ために必要な事項 

３ 内閣総理⼤⾂は、男⼥共同参画会議の意⾒を聴いて、
男⼥共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め
なければならない。 

４ 内閣総理⼤⾂は、前項の規定による閣議の決定があっ
たときは、遅滞なく、男⼥共同参画基本計画を公表しな
ければならない。 

５ 前⼆項の規定は、男⼥共同参画基本計画の変更につい
て準⽤する。 

 
（都道府県男⼥共同参画計画等） 
第⼗四条 都道府県は、男⼥共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男⼥共同参画社会の形成
の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都
道府県男⼥共同参画計画」という。）を定めなければなら
ない。 

２ 都道府県男⼥共同参画計画は、次に掲げる事項につい
て定めるものとする。 
⼀ 都道府県の区域において総合的かつ⻑期的に講ず

べき男⼥共同参画社会の形成の促進に関する施策の
⼤綱 

⼆ 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における
男⼥共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男⼥共同参画基本計画及び都道府県男⼥共
同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男⼥
共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基
本的な計画（以下「市町村男⼥共同参画計画」という。）
を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県⼜は市町村は、都道府県男⼥共同参画計画⼜
は市町村男⼥共同参画計画を定め、⼜は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 
（施策の策定等に当たっての配慮） 
第⼗五条 国及び地⽅公共団体は、男⼥共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施
するに当たっては、男⼥共同参画社会の形成に配慮しな
ければならない。 

 
（国⺠の理解を深めるための措置） 
第⼗六条 国及び地⽅公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国⺠の理解を深めるよう適切な措置
を講じなければならない。 

 
（苦情の処理等） 
第⼗七条 国は、政府が実施する男⼥共同参画社会の形成

の促進に関する施策⼜は男⼥共同参画社会の形成に影
響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の
ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他
の男⼥共同参画社会の形成を阻害する要因によって⼈
権が侵害された場合における被害者の救済を図るため
に必要な措置を講じなければならない。 

 

（調査研究） 
第⼗⼋条 国は、社会における制度⼜は慣⾏が男⼥共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の
男⼥共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に
必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 
（国際的協調のための措置） 
第⼗九条 国は、男⼥共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府⼜は国際機関との情報の交
換その他男⼥共同参画社会の形成に関する国際的な相
互協⼒の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる
ように努めるものとする。 

 
（地⽅公共団体及び⺠間の団体に対する⽀援） 
第⼆⼗条 国は、地⽅公共団体が実施する男⼥共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び⺠間の団体が男⼥共
同参画社会の形成の促進に関して⾏う活動を⽀援する
ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努
めるものとする。 

 
第三章 男⼥共同参画会議 
 
（設置） 
第⼆⼗⼀条 内閣府に、男⼥共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 
 
（所掌事務） 
第⼆⼗⼆条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

⼀ 男⼥共同参画基本計画に関し、第⼗三条第三項に規
定する事項を処理すること。 

⼆ 前号に掲げるもののほか、内閣総理⼤⾂⼜は関係各
⼤⾂の諮問に応じ、男⼥共同参画社会の形成の促進に
関する基本的な⽅針、基本的な政策及び重要事項を調
査審議すること。 

三 前⼆号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が
あると認めるときは、内閣総理⼤⾂及び関係各⼤⾂に
対し、意⾒を述べること。 

四 政府が実施する男⼥共同参画社会の形成の促進に
関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男
⼥共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が
あると認めるときは、内閣総理⼤⾂及び関係各⼤⾂に
対し、意⾒を述べること。 

 
（組織） 
第⼆⼗三条 会議は、議⻑及び議員⼆⼗四⼈以内をもって

組織する。 
 
（議⻑） 
第⼆⼗四条 議⻑は、内閣官房⻑官をもって充てる。 
２ 議⻑は、会務を総理する。 
 
（議員） 
第⼆⼗五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

⼀ 内閣官房⻑官以外の国務⼤⾂のうちから、内閣総理
⼤⾂が指定する者⼆ 男⼥共同参画社会の形成に関し
優れた識⾒を有する者のうちから、内閣総理⼤⾂が任
命する者 

２ 前項第⼆号の議員の数は、同項に規定する議員の総数
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の⼗分の五未満であってはならない。 
３ 第⼀項第⼆号の議員のうち、男⼥のいずれか⼀⽅の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の⼗分の四未満で
あってはならない。 

４ 第⼀項第⼆号の議員は、⾮常勤とする。 
 
（議員の任期） 
第⼆⼗六条 前条第⼀項第⼆号の議員の任期は、⼆年とす

る。ただし、補⽋の議員の任期は、前任者の残任期間と
する。 

２ 前条第⼀項第⼆号の議員は、再任されることができる。 
 
（資料提出の要求等） 
第⼆⼗七条 会議は、その所掌事務を遂⾏するために必要

があると認めるときは、関係⾏政機関の⻑に対し、監視
⼜は調査に必要な資料その他の資料の提出、意⾒の開陳、
説明その他必要な協⼒を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂⾏するために特に必要があ
ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して
も、必要な協⼒を依頼することができる。 

  
（政令への委任） 
第⼆⼗⼋条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令
で定める。 

 
附 則 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。 
 
（男⼥共同参画審議会設置法の廃⽌） 
第⼆条 男⼥共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）

は、廃⽌する。 
 
（経過措置） 
第三条 前条の規定による廃⽌前の男⼥共同参画審議会

設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第⼀条の規定
により置かれた男⼥共同参画審議会は、第⼆⼗⼀条第⼀
項の規定により置かれた審議会となり、同⼀性をもって
存続するものとする。 

２ この法律の施⾏の際現に旧審議会設置法第四条第⼀
項の規定により任命された男⼥共同参画審議会の委員
である者は、この法律の施⾏の⽇に、第⼆⼗三条第⼀項
の規定により、審議会の委員として任命されたものとみ
なす。この場合において、その任命されたものとみなさ
れる者の任期は、同条第⼆項の規定にかかわらず、同⽇
における旧審議会設置法第四条第⼆項の規定により任
命された男⼥共同参画審議会の委員としての任期の残
任期間と同⼀の期間とする。 

３ この法律の施⾏の際現に旧審議会設置法第五条第⼀
項の規定により定められた男⼥共同参画審議会の会⻑
である者⼜は同条第三項の規定により指名された委員
である者は、それぞれ、この法律の施⾏の⽇に、第⼆⼗
四条第⼀項の規定により審議会の会⻑として定められ、
⼜は同条第三項の規定により審議会の会⻑の職務を代
理する委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成⼗⼀年七⽉⼗六⽇法律第百⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、内閣法の⼀部を改正する法律（平成

⼗⼀年法律第⼋⼗⼋号）の施⾏の⽇から施⾏する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から
施⾏する。 
⼀ 略 
⼆ 附則第⼗条第⼀項及び第五項、第⼗四条第三項、第

⼆⼗三条、第⼆⼗⼋条並びに第三⼗条の規定 公布の
⽇ 

 
（委員等の任期に関する経過措置） 
第⼆⼗⼋条 この法律の施⾏の⽇の前⽇において次に掲

げる従前の審議会その他の機関の会⻑、委員その他の職
員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当
該会⻑、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法
律の規定にかかわらず、その⽇に満了する。 
⼀から⼗まで 略  
⼗⼀ 男⼥共同参画審議会 

 
（別に定める経過措置） 
第三⼗条 第⼆条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施⾏に伴い必要となる経過措置は、別に法律で
定める。 

 
附 則 （平成⼗⼀年⼗⼆⽉⼆⼗⼆⽇法律第百六⼗号）抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律（第⼆条及び第三条を除く。）は、平成⼗

三年⼀⽉六⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲 
げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。 
（以下略） 
 
 

雇⽤の分野における男⼥の均等な
機会及び待遇の確保等に関する法
律 
昭和 47 年７⽉１⽇ 法律第 113 号 
最終改正 令和４年６⽉ 17 ⽇ 法律第 68 号 

 
第⼀章 総則 
 
（⽬的） 
第⼀条 この法律は、法の下の平等を保障する⽇本国憲法

の理念にのつとり雇⽤の分野における男⼥の均等な機
会及び待遇の確保を図るとともに、⼥性労働者の就業に
関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置
を推進することを⽬的とする。 

 
（基本的理念） 
第⼆条 この法律においては、労働者が性別により差別さ

れることなく、また、⼥性労働者にあつては⺟性を尊重
されつつ、充実した職業⽣活を営むことができるように
することをその基本的理念とする。 
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２ 事業主並びに国及び地⽅公共団体は、前項に規定する
基本的理念に従つて、労働者の職業⽣活の充実が図られ
るように努めなければならない。 

 
（啓発活動） 
第三条 国及び地⽅公共団体は、雇⽤の分野における男⼥

の均等な機会及び待遇の確保等について国⺠の関⼼と
理解を深めるとともに、特に、雇⽤の分野における男⼥
の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解
消を図るため、必要な啓発活動を⾏うものとする。 

 
（男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針） 
第四条 厚⽣労働⼤⾂は、雇⽤の分野における男⼥の均等

な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべ
き⽅針（以下「男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針」という。）
を定めるものとする。 

２ 男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針に定める事項は、次の
とおりとする。 
⼀ 男性労働者及び⼥性労働者のそれぞれの職業⽣活

の動向に関する事項 
⼆ 雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の

確保等について講じようとする施策の基本となるべ
き事項 

３ 男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針は、男性労働者及び⼥
性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等
を考慮して定められなければならない。 

４ 厚⽣労働⼤⾂は、男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針を定
めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意⾒
を聴くほか、都道府県知事の意⾒を求めるものとする。 

５ 厚⽣労働⼤⾂は、男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針を定
めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 

６ 前⼆項の規定は、男⼥雇⽤機会均等対策基本⽅針の変
更について準⽤する。 

 
第⼆章 雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇

の確保等 
 
第⼀節 性別を理由とする差別の禁⽌等 
 
（性別を理由とする差別の禁⽌） 
第五条 事業主は、労働者の募集及び採⽤について、その

性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならな
い。 

 
第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性

別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 
⼀ 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、

昇進、降格及び教育訓練 
⼆ 住宅資⾦の貸付けその他これに準ずる福利厚⽣の

措置であつて厚⽣労働省令で定めるもの 
三 労働者の職種及び雇⽤形態の変更 
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 
 

（性別以外の事由を要件とする措置） 
第七条 事業主は、募集及び採⽤並びに前条各号に掲げる

事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を
要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び⼥
性の⽐率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由

とする差別となるおそれがある措置として厚⽣労働省
令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務
の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂⾏上
特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該
措置の実施が雇⽤管理上特に必要である場合その他の
合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはな
らない。 

 
（⼥性労働者に係る措置に関する特例） 
第⼋条 前三条の規定は、事業主が、雇⽤の分野における

男⼥の均等な機会及び待遇の確保の⽀障となつている
事情を改善することを⽬的として⼥性労働者に関して
⾏う措置を講ずることを妨げるものではない。 

 
（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁⽌等） 
第九条 事業主は、⼥性労働者が婚姻し、妊娠し、⼜は出

産したことを退職理由として予定する定めをしてはな
らない。 

２ 事業主は、⼥性労働者が婚姻したことを理由として、
解雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇⽤する⼥性労働者が妊娠したこと、
出産したこと、労働基準法（昭和⼆⼗⼆年法律第四⼗九
号）第六⼗五条第⼀項の規定による休業を請求し、⼜は
同項若しくは同条第⼆項の規定による休業をしたこと
その他の妊娠⼜は出産に関する事由であつて厚⽣労働
省令で定めるものを理由として、当該⼥性労働者に対し
て解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の⼥性労働者及び出産後⼀年を経過しない⼥
性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、
事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする
解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 

 
（指針） 
第⼗条 厚⽣労働⼤⾂は、第五条から第七条まで及び前条

第⼀項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業
主が適切に対処するために必要な指針（次項において
「指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変
更について準⽤する。この場合において、同条第四項中
「聴くほか、都道府県知事の意⾒を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替えるものとする。 

 
第⼆節 事業主の講ずべき措置等 
 
（職場における性的な⾔動に起因する問題に関する雇⽤

管理上の措置等） 
第⼗⼀条 事業主は、職場において⾏われる性的な⾔動に

対するその雇⽤する労働者の対応により当該労働者が
その労働条件につき不利益を受け、⼜は当該性的な⾔動
により当該労働者の就業環境が害されることのないよ
う、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため
に必要な体制の整備その他の雇⽤管理上必要な措置を
講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を⾏つたこと⼜は事業
主による当該相談への対応に協⼒した際に事実を述べ
たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不
利益な取扱いをしてはならない。 

３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第⼀項
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の措置の実施に関し必要な協⼒を求められた場合には、
これに応ずるように努めなければならない。 

４ 厚⽣労働⼤⾂は、前三項の規定に基づき事業主が講ず
べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るた
めに必要な指針（次項において「指針」という。）を定め
るものとする。 

５ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変
更について準⽤する。この場合において、同条第四項中
「聴くほか、都道府県知事の意⾒を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替えるものとする。 

 
（職場における性的な⾔動に起因する問題に関する国、事

業主及び労働者の責務） 
第⼗⼀条の⼆ 国は、前条第⼀項に規定する不利益を与え

る⾏為⼜は労働者の就業環境を害する同項に規定する
⾔動を⾏つてはならないことその他当該⾔動に起因す
る問題（以下この条において「性的⾔動問題」という。）
に対する事業主その他国⺠⼀般の関⼼と理解を深める
ため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように
努めなければならない。 

２ 事業主は、性的⾔動問題に対するその雇⽤する労働者
の関⼼と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働
者に対する⾔動に必要な注意を払うよう、研修の実施そ
の他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に
協⼒するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法⼈である場合にあつては、その役
員）は、⾃らも、性的⾔動問題に対する関⼼と理解を深
め、労働者に対する⾔動に必要な注意を払うように努め
なければならない。 

４ 労働者は、性的⾔動問題に対する関⼼と理解を深め、
他の労働者に対する⾔動に必要な注意を払うとともに、
事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努
めなければならない。 

 
（職場における妊娠、出産等に関する⾔動に起因する問題

に関する雇⽤管理上の措置等） 
第⼗⼀条の三 事業主は、職場において⾏われるその雇⽤

する⼥性労働者に対する当該⼥性労働者が妊娠したこ
と、出産したこと、労働基準法第六⼗五条第⼀項の規定
による休業を請求し、⼜は同項若しくは同条第⼆項の規
定による休業をしたことその他の妊娠⼜は出産に関す
る事由であつて厚⽣労働省令で定めるものに関する⾔
動により当該⼥性労働者の就業環境が害されることの
ないよう、当該⼥性労働者からの相談に応じ、適切に対
応するために必要な体制の整備その他の雇⽤管理上必
要な措置を講じなければならない。 

２ 第⼗⼀条第⼆項の規定は、労働者が前項の相談を⾏い、
⼜は事業主による当該相談への対応に協⼒した際に事
実を述べた場合について準⽤する。 

３ 厚⽣労働⼤⾂は、前⼆項の規定に基づき事業主が講ず
べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るた
めに必要な指針（次項において「指針」という。）を定め
るものとする。 

４ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変
更について準⽤する。この場合において、同条第四項中
「聴くほか、都道府県知事の意⾒を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替えるものとする。 

 

（職場における妊娠、出産等に関する⾔動に起因する問題
に関する国、事業主及び労働者の責務） 

第⼗⼀条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第⼀
項に規定する⾔動を⾏つてはならないことその他当該
⾔動に起因する問題（以下この条において「妊娠・出産
等関係⾔動問題」という。）に対する事業主その他国⺠⼀
般の関⼼と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その
他の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 事業主は、妊娠・出産等関係⾔動問題に対するその雇
⽤する労働者の関⼼と理解を深めるとともに、当該労働
者が他の労働者に対する⾔動に必要な注意を払うよう、
研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる
前項の措置に協⼒するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法⼈である場合にあつては、その役
員）は、⾃らも、妊娠・出産等関係⾔動問題に対する関
⼼と理解を深め、労働者に対する⾔動に必要な注意を払
うように努めなければならない。 

４ 労働者は、妊娠・出産等関係⾔動問題に対する関⼼と
理解を深め、他の労働者に対する⾔動に必要な注意を払
うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒す
るように努めなければならない。 

 
（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 
第⼗⼆条 事業主は、厚⽣労働省令で定めるところにより、

その雇⽤する⼥性労働者が⺟⼦保健法（昭和四⼗年法律
第百四⼗⼀号）の規定による保健指導⼜は健康診査を受
けるために必要な時間を確保することができるように
しなければならない。 

 
第⼗三条 事業主は、その雇⽤する⼥性労働者が前条の保

健指導⼜は健康診査に基づく指導事項を守ることがで
きるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必
要な措置を講じなければならない。 

２ 厚⽣労働⼤⾂は、前項の規定に基づき事業主が講ずべ
き措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために
必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるも
のとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変
更について準⽤する。この場合において、同条第四項中
「聴くほか、都道府県知事の意⾒を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替えるものとする。 

 
（男⼥雇⽤機会均等推進者） 
第⼗三条の⼆ 事業主は、厚⽣労働省令で定めるところに

より、第⼋条、第⼗⼀条第⼀項、第⼗⼀条の⼆第⼆項、
第⼗⼀条の三第⼀項、第⼗⼀条の四第⼆項、第⼗⼆条及
び前条第⼀項に定める措置等並びに職場における男⼥
の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするた
めに講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図
るための業務を担当する者を選任するように努めなけ
ればならない。 

 
第三節 事業主に対する国の援助 
 
第⼗四条 国は、雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及

び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇⽤
の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保の⽀
障となつている事情を改善することを⽬的とする次に
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掲げる措置を講じ、⼜は講じようとする場合には、当該
事業主に対し、相談その他の援助を⾏うことができる。 
⼀ その雇⽤する労働者の配置その他雇⽤に関する状

況の分析 
⼆ 前号の分析に基づき雇⽤の分野における男⼥の均

等な機会及び待遇の確保の⽀障となつている事情を
改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の
作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備 
五 前各号の措置の実施状況の開⽰ 
 

第三章 紛争の解決 
 
第⼀節 紛争の解決の援助等 
 
（苦情の⾃主的解決） 
第⼗五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第⼗⼆条

及び第⼗三条第⼀項に定める事項（労働者の募集及び採
⽤に係るものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を
受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び
当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該
事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）
に対し当該苦情の処理をゆだねる等その⾃主的な解決
を図るように努めなければならない。 

 
（紛争の解決の促進に関する特例） 
第⼗六条 第五条から第七条まで、第九条、第⼗⼀条第⼀

項及び第⼆項（第⼗⼀条の三第⼆項において準⽤する場
合を含む。）、第⼗⼀条の三第⼀項、第⼗⼆条並びに第⼗
三条第⼀項に定める事項についての労働者と事業主と
の間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律（平成⼗三年法律第百⼗⼆号）第四条、第
五条及び第⼗⼆条から第⼗九条までの規定は適⽤せず、
次条から第⼆⼗七条までに定めるところによる。 

 
（紛争の解決の援助） 
第⼗七条 都道府県労働局⻑は、前条に規定する紛争に関

し、当該紛争の当事者の双⽅⼜は⼀⽅からその解決につ
き援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、
必要な助⾔、指導⼜は勧告をすることができる。 

２ 第⼗⼀条第⼆項の規定は、労働者が前項の援助を求め
た場合について準⽤する。 

 
第⼆節 調停 
 
（調停の委任） 
第⼗⼋条 都道府県労働局⻑は、第⼗六条に規定する紛争

（労働者の募集及び採⽤についての紛争を除く。）につ
いて、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）
の双⽅⼜は⼀⽅から調停の申請があつた場合において
当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個
別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第⼀
項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を
⾏わせるものとする。 

２ 第⼗⼀条第⼆項の規定は、労働者が前項の申請をした
場合について準⽤する。 

 

（調停） 
第⼗九条 前条第⼀項の規定に基づく調停（以下この節に

おいて「調停」という。）は、三⼈の調停委員が⾏う。 
２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会⻑があらか

じめ指名する。 
 
第⼆⼗条 委員会は、調停のため必要があると認めるとき

は、関係当事者⼜は関係当事者と同⼀の事業場に雇⽤さ
れる労働者その他の参考⼈の出頭を求め、その意⾒を聴
くことができる。 

 
第⼆⼗⼀条 委員会は、関係当事者からの申⽴てに基づき

必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道
府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体⼜は事業
主団体が指名する関係労働者を代表する者⼜は関係事
業主を代表する者から当該事件につき意⾒を聴くもの
とする。 

 
第⼆⼗⼆条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対

しその受諾を勧告することができる。 
 
第⼆⼗三条 委員会は、調停に係る紛争について調停によ

る解決の⾒込みがないと認めるときは、調停を打ち切る
ことができる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、
その旨を関係当事者に通知しなければならない。 

 
（時効の完成猶予） 
第⼆⼗四条 前条第⼀項の規定により調停が打ち切られ

た場合において、当該調停の申請をした者が同条第⼆項
の通知を受けた⽇から三⼗⽇以内に調停の⽬的となつ
た請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予
に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたも
のとみなす。 

 
（訴訟⼿続の中⽌） 
第⼆⼗五条 第⼗⼋条第⼀項に規定する紛争のうち⺠事

上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係
属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由
があり、かつ、関係当事者の共同の申⽴てがあるときは、
受訴裁判所は、四⽉以内の期間を定めて訴訟⼿続を中⽌
する旨の決定をすることができる。 
⼀ 当該紛争について、関係当事者間において調停が実

施されていること。 
⼆ 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停に

よつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 
２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことが

できる。 
３ 第⼀項の申⽴てを却下する決定及び前項の規定によ

り第⼀項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し
⽴てることができない。 

 
（資料提供の要求等） 
第⼆⼗六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の

解決のために必要があると認めるときは、関係⾏政庁に
対し、資料の提供その他必要な協⼒を求めることができ
る。 
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（厚⽣労働省令への委任） 
第⼆⼗七条 この節に定めるもののほか、調停の⼿続に関

し必要な事項は、厚⽣労働省令で定める。 
 
第四章 雑則 
 
（調査等） 
第⼆⼗⼋条 厚⽣労働⼤⾂は、男性労働者及び⼥性労働者

のそれぞれの職業⽣活に関し必要な調査研究を実施す
るものとする。 

２ 厚⽣労働⼤⾂は、この法律の施⾏に関し、関係⾏政機
関の⻑に対し、資料の提供その他必要な協⼒を求めるこ
とができる。 

３ 厚⽣労働⼤⾂は、この法律の施⾏に関し、都道府県知
事から必要な調査報告を求めることができる。 

 
（報告の徴収並びに助⾔、指導及び勧告） 
第⼆⼗九条 厚⽣労働⼤⾂は、この法律の施⾏に関し必要

があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、
⼜は助⾔、指導若しくは勧告をすることができる。 

２ 前項に定める厚⽣労働⼤⾂の権限は、厚⽣労働省令で
定めるところにより、その⼀部を都道府県労働局⻑に委
任することができる。 

 
（公表） 
第三⼗条 厚⽣労働⼤⾂は、第五条から第七条まで、第九

条第⼀項から第三項まで、第⼗⼀条第⼀項及び第⼆項
（第⼗⼀条の三第⼆項、第⼗七条第⼆項及び第⼗⼋条第
⼆項において準⽤する場合を含む。）、第⼗⼀条の三第⼀
項、第⼗⼆条並びに第⼗三条第⼀項の規定に違反してい
る事業主に対し、前条第⼀項の規定による勧告をした場
合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつた
ときは、その旨を公表することができる。 

 
（船員に関する特例） 
第三⼗⼀条 船員職業安定法（昭和⼆⼗三年法律第百三⼗

号）第六条第⼀項に規定する船員及び同項に規定する船
員になろうとする者に関しては、第四条第⼀項並びに同
条第四項及び第五項（同条第六項、第⼗条第⼆項、第⼗
⼀条第五項、第⼗⼀条の三第四項及び第⼗三条第三項に
おいて準⽤する場合を含む。）、第⼗条第⼀項、第⼗⼀条
第四項、第⼗⼀条の三第三項、第⼗三条第⼆項並びに前
三条中「厚⽣労働⼤⾂」とあるのは「国⼟交通⼤⾂」と、
第四条第四項（同条第六項、第⼗条第⼆項、第⼗⼀条第
五項、第⼗⼀条の三第四項及び第⼗三条第三項において
準⽤する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、第六条第⼆号、第七条、第九条
第三項、第⼗⼀条の三第⼀項、第⼗⼆条、第⼗三条の⼆
及び第⼆⼗九条第⼆項中「厚⽣労働省令」とあるのは「国
⼟交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法（昭和⼆
⼗⼆年法律第四⼗九号）第六⼗五条第⼀項の規定による
休業を請求し、⼜は同項若しくは同条第⼆項の規定によ
る休業をしたこと」とあるのは「船員法（昭和⼆⼗⼆年
法律第百号）第⼋⼗七条第⼀項⼜は第⼆項の規定によつ
て作業に従事しなかつたこと」と、第⼗⼀条の三第⼀項
中「労働基準法第六⼗五条第⼀項の規定による休業を請
求し、⼜は同項若しくは同条第⼆項の規定による休業を
したこと」とあるのは「船員法第⼋⼗七条第⼀項⼜は第

⼆項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第
⼗七条第⼀項、第⼗⼋条第⼀項及び第⼆⼗九条第⼆項中
「都道府県労働局⻑」とあるのは「地⽅運輸局⻑（運輸
監理部⻑を含む。）」と、第⼗⼋条第⼀項中「第六条第⼀
項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）」とある
のは「第⼆⼗⼀条第三項のあつせん員候補者名簿に記載
されている者のうちから指名する調停員」とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第⼗⼋条第⼀項の
規定により指名を受けて調停員が⾏う調停については、
第⼗九条から第⼆⼗七条までの規定は、適⽤しない。 

３ 前項の調停の事務は、三⼈の調停員で構成する合議体
で取り扱う。 

４ 調停員は、破産⼿続開始の決定を受け、⼜は禁錮こ以
上の刑に処せられたときは、その地位を失う。 

５ 第⼆⼗条から第⼆⼗七条までの規定は、第⼆項の調停
について準⽤する。この場合において、第⼆⼗条から第
⼆⼗三条まで及び第⼆⼗六条中「委員会は」とあるのは
「調停員は」と、第⼆⼗⼀条中「当該委員会が置かれる
都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地
⽅運輸局⻑（運輸監理部⻑を含む。）が置かれる地⽅運輸
局（運輸監理部を含む。）」と、第⼆⼗六条中「当該委員
会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つ
ている」と、第⼆⼗七条中「この節」とあるのは「第三
⼗⼀条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合
議体及び調停」と、「厚⽣労働省令」とあるのは「国⼟交
通省令」と読み替えるものとする。 

 
（適⽤除外） 
第三⼗⼆条 第⼆章第⼀節、第⼗三条の⼆、同章第三節、

前章、第⼆⼗九条及び第三⼗条の規定は、国家公務員及
び地⽅公務員に、第⼆章第⼆節（第⼗三条の⼆を除く。）
の規定は、⼀般職の国家公務員（⾏政執⾏法⼈の労働関
係に関する法律（昭和⼆⼗三年法律第⼆百五⼗七号）第
⼆条第⼆号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭
和⼆⼗六年法律第⼆百九⼗九号）の適⽤を受ける裁判所
職員、国会職員法（昭和⼆⼗⼆年法律第⼋⼗五号）の適
⽤を受ける国会職員及び⾃衛隊法（昭和⼆⼗九年法律第
百六⼗五号）第⼆条第五項に規定する隊員に関しては適
⽤しない。 

 
第五章 罰則 
 
第三⼗三条 第⼆⼗九条第⼀項の規定による報告をせず、

⼜は虚偽の報告をした者は、⼆⼗万円以下の過料に処す
る。 

 
附 則 
 
（施⾏期⽇） 
１ この法律は、公布の⽇から施⾏する。 
（令和⼋年三⽉三⼗⼀⽇までの間の男⼥雇⽤機会均等推

進者の業務） 
２ 令和⼋年三⽉三⼗⼀⽇までの間は、第⼗三条の⼆中

「並びに」とあるのは、「、⼥性の職業⽣活における活躍
の推進に関する法律（平成⼆⼗七年法律第六⼗四号）第
⼋条第⼀項に規定する⼀般事業主⾏動計画に基づく取
組及び同法第⼆⼗条の規定による情報の公表の推進の
ための措置並びに」とする。 
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附 則 （昭和五⼋年⼀⼆⽉⼆⽇法律第七⼋号） 
 
１ この法律（第⼀条を除く。）は、昭和五⼗九年七⽉⼀⽇

から施⾏する。 
２ この法律の施⾏の⽇の前⽇において法律の規定によ

り置かれている機関等で、この法律の施⾏の⽇以後は国
家⾏政組織法⼜はこの法律による改正後の関係法律の
規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定に
より置かれることとなるものに関し必要となる経過措
置その他この法律の施⾏に伴う関係政令の制定⼜は改
廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることがで
きる。 

 
附 則 （昭和六〇年六⽉⼀⽇法律第四五号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、昭和六⼗⼀年四⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第⼗九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施

⾏に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含
む。）は、政令で定める。 

 
（検討） 
第⼆⼗条 政府は、この法律の施⾏後適当な時期において、

第⼀条の規定による改正後の雇⽤の分野における男⼥
の均等な機会及び待遇の確保等⼥⼦労働者の福祉の増
進に関する法律及び第⼆条の規定による改正後の労働
基準法第六章の⼆の規定の施⾏状況を勘案し、必要があ
ると認めるときは、これらの法律の規定について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。 

 
附 則 （平成三年五⽉⼀五⽇法律第七六号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成四年四⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
附 則 （平成七年六⽉九⽇法律第⼀〇七号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
（雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保

等⼥⼦労働者の福祉の増進に関する法律の⼀部改正に
伴う経過措置） 

第九条 この法律の施⾏の際現に設置されている働く婦
⼈の家については、前条の規定による改正前の雇⽤の分
野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保等⼥⼦労
働者の福祉の増進に関する法律第三⼗条及び第三⼗⼀
条の規定は、この法律の施⾏後も、なおその効⼒を有す
る。 

２ この法律の施⾏の際現に設置されている働く婦⼈の
家に関し、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該働
く婦⼈の家を設置している地⽅公共団体が当該働く婦
⼈の家を第⼆条の規定による改正後の育児休業、介護休
業等育児⼜は家族介護を⾏う労働者の福祉に関する法

律第三⼗四条に規定する勤労者家庭⽀援施設に変更し
たい旨の申出を厚⽣労働⼤⾂に⾏い、厚⽣労働⼤⾂が当
該申出を承認した場合には、当該承認の⽇において、当
該働く婦⼈の家は、同条に規定する勤労者家庭⽀援施設
となるものとする。 

 
附 則 （平成九年六⽉⼀⼋⽇法律第九⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼗⼀年四⽉⼀⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第⼀条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第三条（次

号に掲げる改正規定を除く。）、第五条、第六条、第七
条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三
条、第六条、第七条、第⼗条及び第⼗四条（次号に掲
げる改正規定を除く。）の規定 公布の⽇から起算し
て六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇ 

⼆ 第⼀条中雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及
び待遇の確保等⼥⼦労働者の福祉の増進に関する法
律第⼆⼗六条の前の⾒出しの改正規定、同条の改正規
定（「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところ
により」を加える部分及び「できるような配慮をする
ように努めなければならない」を「できるようにしな
ければならない」に改める部分に限る。）、同法第⼆⼗
七条の改正規定（「講ずるように努めなければならな
い」を「講じなければならない」に改める部分及び同
条に⼆項を加える部分に限る。）、同法第三⼗四条の改
正規定（「及び第⼗⼆条第⼆項」を「、第⼗⼆条第⼆
項及び第⼆⼗七条第三項」に改める部分、「第⼗⼆条
第⼀項」の下に「、第⼆⼗七条第⼆項」を加える部分
及び「第⼗四条及び」を「第⼗四条、第⼆⼗六条及び」
に改める部分に限る。）及び同法第三⼗五条の改正規
定、第三条中労働基準法第六⼗五条第⼀項の改正規定
（「⼗週間」を「⼗四週間」に改める部分に限る。）、
第七条中労働省設置法第五条第四⼗⼀号の改正規定
（「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に
対する」に改める部分に限る。）並びに附則第五条、
第⼗⼆条及び第⼗三条の規定並びに附則第⼗四条中
運輸省設置法（昭和⼆⼗四年法律第百五⼗七号）第四
条第⼀項第⼆⼗四号の⼆の三の改正規定（「講ずるよ
うに努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措
置についての指針等」に改める部分に限る。） 平成
⼗年四⽉⼀⽇ 

 
附 則 （平成⼀⼀年七⽉⼀六⽇法律第⼋七号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第⼀条中地⽅⾃治法第⼆百五⼗条の次に五条、節名

並びに⼆款及び款名を加える改正規定（同法第⼆百五
⼗条の九第⼀項に係る部分（両議院の同意を得ること
に係る部分に限る。）に限る。）、第四⼗条中⾃然公園
法附則第九項及び第⼗項の改正規定（同法附則第⼗項
に係る部分に限る。）、第⼆百四⼗四条の規定（農業改
良助⻑法第⼗四条の三の改正規定に係る部分を除く。）
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並びに第四百七⼗⼆条の規定（市町村の合併の特例に
関する法律第六条、第⼋条及び第⼗七条の改正規定に
係る部分を除く。）並びに附則第七条、第⼗条、第⼗
⼆条、第五⼗九条ただし書、第六⼗条第四項及び第五
項、第七⼗三条、第七⼗七条、第百五⼗七条第四項か
ら第六項まで、第百六⼗条、第百六⼗三条、第百六⼗
四条並びに第⼆百⼆条の規定 公布の⽇ 

 
（国等の事務） 
第百五⼗九条 この法律による改正前のそれぞれの法律

に規定するもののほか、この法律の施⾏前において、地
⽅公共団体の機関が法律⼜はこれに基づく政令により
管理し⼜は執⾏する国、他の地⽅公共団体その他公共団
体の事務（附則第百六⼗⼀条において「国等の事務」と
いう。）は、この法律の施⾏後は、地⽅公共団体が法律⼜
はこれに基づく政令により当該地⽅公共団体の事務と
して処理するものとする。 

 
（処分、申請等に関する経過措置） 
第百六⼗条 この法律（附則第⼀条各号に掲げる規定につ

いては、当該各規定。以下この条及び附則第百六⼗三条
において同じ。）の施⾏前に改正前のそれぞれの法律の
規定によりされた許可等の処分その他の⾏為（以下この
条において「処分等の⾏為」という。）⼜はこの法律の施
⾏の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされ
ている許可等の申請その他の⾏為（以下この条において
「申請等の⾏為」という。）で、この法律の施⾏の⽇にお
いてこれらの⾏為に係る⾏政事務を⾏うべき者が異な
ることとなるものは、附則第⼆条から前条までの規定⼜
は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）
の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律
の施⾏の⽇以後における改正後のそれぞれの法律の適
⽤については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によ
りされた処分等の⾏為⼜は申請等の⾏為とみなす。 

２ この法律の施⾏前に改正前のそれぞれの法律の規定
により国⼜は地⽅公共団体の機関に対し報告、届出、提
出その他の⼿続をしなければならない事項で、この法律
の施⾏の⽇前にその⼿続がされていないものについて
は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがある
もののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規
定により国⼜は地⽅公共団体の相当の機関に対して報
告、届出、提出その他の⼿続をしなければならない事項
についてその⼿続がされていないものとみなして、この
法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適⽤する。 

 
（不服申⽴てに関する経過措置） 
第百六⼗⼀条 施⾏⽇前にされた国等の事務に係る処分

であって、当該処分をした⾏政庁（以下この条において
「処分庁」という。）に施⾏⽇前に⾏政不服審査法に規定
する上級⾏政庁（以下この条において「上級⾏政庁」と
いう。）があったものについての同法による不服申⽴て
については、施⾏⽇以後においても、当該処分庁に引き
続き上級⾏政庁があるものとみなして、⾏政不服審査法
の規定を適⽤する。この場合において、当該処分庁の上
級⾏政庁とみなされる⾏政庁は、施⾏⽇前に当該処分庁
の上級⾏政庁であった⾏政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級⾏政庁とみなされる⾏政庁
が地⽅公共団体の機関であるときは、当該機関が⾏政不

服審査法の規定により処理することとされる事務は、新
地⽅⾃治法第⼆条第九項第⼀号に規定する第⼀号法定
受託事務とする。 

 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第百六⼗四条 この附則に規定するもののほか、この法律

の施⾏に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を
含む。）は、政令で定める。 

 
（検討） 
第⼆百五⼗条 新地⽅⾃治法第⼆条第九項第⼀号に規定

する第⼀号法定受託事務については、できる限り新たに
設けることのないようにするとともに、新地⽅⾃治法別
表第⼀に掲げるもの及び新地⽅⾃治法に基づく政令に
⽰すものについては、地⽅分権を推進する観点から検討
を加え、適宜、適切な⾒直しを⾏うものとする。 

 
第⼆百五⼗⼀条 政府は、地⽅公共団体が事務及び事業を

⾃主的かつ⾃⽴的に執⾏できるよう、国と地⽅公共団体
との役割分担に応じた地⽅税財源の充実確保の⽅途に
ついて、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 
附 則 （平成⼀⼀年七⽉⼀六⽇法律第⼀〇四号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、内閣法の⼀部を改正する法律（平成

⼗⼀年法律第⼋⼗⼋号）の施⾏の⽇から施⾏する。 
 
附 則 （平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼆⼆⽇法律第⼀六〇号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律（第⼆条及び第三条を除く。）は、平成⼗

三年⼀⽉六⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる
規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。 
⼀ 第九百九⼗五条（核原料物質、核燃料物質及び原⼦

炉の規制に関する法律の⼀部を改正する法律附則の
改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三
百六条、第千三百⼆⼗四条第⼆項、第千三百⼆⼗六条
第⼆項及び第千三百四⼗四条の規定 公布の⽇ 

 
附 則 （平成⼀三年七⽉⼀⼀⽇法律第⼀⼀⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼗三年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
附 則 （平成⼀三年⼀⼀⽉⼀六⽇法律第⼀⼀⼋号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。 
 
附 則 （平成⼀四年五⽉三⼀⽇法律第五四号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼗四年七⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
（経過措置） 
第⼆⼗⼋条 この法律の施⾏前にこの法律による改正前
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のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧
法令」という。）の規定により海運監理部⻑、陸運⽀局⻑、
海運⽀局⻑⼜は陸運⽀局の事務所の⻑（以下「海運監理
部⻑等」という。）がした許可、認可その他の処分⼜は契
約その他の⾏為（以下「処分等」という。）は、国⼟交通
省令で定めるところにより、この法律による改正後のそ
れぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」
という。）の規定により相当の運輸監理部⻑、運輸⽀局⻑
⼜は地⽅運輸局、運輸監理部若しくは運輸⽀局の事務所
の⻑（以下「運輸監理部⻑等」という。）がした処分等と
みなす。 

 
第⼆⼗九条 この法律の施⾏前に旧法令の規定により海

運監理部⻑等に対してした申請、届出その他の⾏為（以
下「申請等」という。）は、国⼟交通省令で定めるところ
により、新法令の規定により相当の運輸監理部⻑等に対
してした申請等とみなす。 

 
附 則 （平成⼀四年七⽉三⼀⽇法律第九⼋号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公社法の施⾏の⽇から施⾏する。 
 
附 則 （平成⼀⼋年六⽉⼆⼀⽇法律第⼋⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
（紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置） 
第⼆条 この法律の施⾏の際現に個別労働関係紛争の解

決の促進に関する法律（平成⼗三年法律第百⼗⼆号）第
六条第⼀項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）
に係属している同法第五条第⼀項のあっせんに係る紛
争については、第⼀条の規定による改正後の雇⽤の分野
における男⼥の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律（以下「新法」という。）第⼗六条の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。 

 
（時効の中断に関する経過措置） 
第三条 この法律の施⾏の際現に委員会に係属している

第⼀条の規定による改正前の雇⽤の分野における男⼥
の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第⼗四条
第⼀項の調停に関し当該調停の⽬的となっている請求
についての新法第⼆⼗四条の規定の適⽤に関しては、こ
の法律の施⾏の時に、調停の申請がされたものとみなす。 

 
（罰則に関する経過措置） 
第四条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適

⽤については、なお従前の例による。 
 
（検討） 
第五条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合に

おいて、新法及び第⼆条の規定による改正後の労働基準
法第六⼗四条の⼆の規定の施⾏の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、これらの規定について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 
附 則 （平成⼆〇年五⽉⼆⽇法律第⼆六号） 抄 

 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
（処分等に関する経過措置） 
第⼆条 この法律による改正前の法律（これに基づく命令

を含む。以下この条において「旧法令」という。）の規定
により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関（以下この
条において「旧機関」という。）がした認可、指定その他
の処分⼜は通知その他の⾏為は、この法律の施⾏後は、
政令で定めるところにより、この法律による改正後の法
律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新
法令」という。）の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲
げる相当の国等の機関（以下この条において「新機関」
という。）がした認可、指定その他の処分⼜は通知その他
の⾏為とみなす。 

 
⼀ 国⼟交通⼤⾂（第⼀条の規定

による改正前の国⼟交通省設
置法（以下「旧設置法」とい
う。）第四条第⼆⼗⼀号から第
⼆⼗三号までに掲げる事務に
係る場合に限る。） 

観光庁⻑官 

⼆ 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
三 海難審判庁 海難審判所
四 船員中央労働委員会（旧設置

法第四条第九⼗六号に掲げる
事務に係る場合に限る。） 

中央労働委員会

五 船員中央労働委員会（旧設置
法第四条第九⼗七号及び第九
⼗⼋号に掲げる事務に係る場
合に限る。）

交通政策審議会

六 船員地⽅労働委員会（旧設置
法第四条第九⼗六号に掲げる
事務に係る場合に限る。） 

中央労働委員会
⼜は都道府県労
働委員会

七 船員地⽅労働委員会（旧設置
法第四条第九⼗七号及び第九
⼗⼋号に掲げる事務のうち個
別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律及び雇⽤の分野
における男⼥の均等な機会及
び待遇の確保等に関する法律
に係る事務に係る場合に限
る。）

地 ⽅ 運 輸 局 ⻑
（運輸監理部⻑
を含む。） 

⼋ 船員地⽅労働委員会（旧設置
法第四条第九⼗七号及び第九
⼗⼋号に掲げる事務に係る場
合（七の項に掲げる場合を除
く。）に限る。）

地⽅運輸局に置
かれる政令で定
める審議会 

２ 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、
届出、申⽴てその他の⾏為は、附則第四条の規定により
なお従前の例によることとされるものを除き、この法律
の施⾏後は、政令で定めるところにより、新法令の相当
規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申
⽴てその他の⾏為とみなす。 

３ 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の⼿
続をしなければならないとされている事項で、この法律
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の施⾏の⽇前にその⼿続がされていないものについて
は、この法律の施⾏後は、政令で定めるところにより、
これを、新法令の相当規定により新機関に対してその⼿
続をしなければならないとされた事項について、その⼿
続がされていないものとみなして、当該相当規定を適⽤
する。 

 
（罰則に関する経過措置） 
第六条 この法律の施⾏前にした⾏為及び前条第四項の

規定によりなお従前の例によることとされる場合にお
けるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤
については、なお従前の例による。 

 
（政令への委任） 
第七条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、こ

の法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
 
（検討） 
第九条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案
し、必要があると認めるときは、運輸の安全の⼀層の確
保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
講ずるものとする。 

 
附 則 （平成⼆四年六⽉⼆七⽇法律第四⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗五年四⽉⼀⽇から施⾏する。 
 
附 則 （平成⼆六年六⽉⼀三⽇法律第六七号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、独⽴⾏政法⼈通則法の⼀部を改正す

る法律（平成⼆⼗六年法律第六⼗六号。以下「通則法改
正法」という。）の施⾏の⽇から施⾏する。 

 
（罰則に関する経過措置） 
第⼆⼗九条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則

の規定によりなおその効⼒を有することとされる場合
におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の
適⽤については、なお従前の例による。 

 
附 則 （平成⼆⼋年三⽉三⼀⽇法律第⼀七号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗九年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第七条の規定並びに附則第⼗三条、第三⼗⼆条及び

第三⼗三条の規定 公布の⽇ 
 

（雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保
等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に
関する経過措置） 

第⼗⼀条 この法律の施⾏の際現に個別労働関係紛争の
解決の促進に関する法律（平成⼗三年法律第百⼗⼆号）
第六条第⼀項の紛争調整委員会⼜は同法第⼆⼗⼀条第

⼀項の規定により読み替えて適⽤する同法第五条第⼀
項の規定により指名するあっせん員に係属している同
項のあっせんに係る紛争については、第五条の規定によ
る改正後の雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律第⼗六条及び第⼋条の規定
による改正後の育児休業、介護休業等育児⼜は家族介護
を⾏う労働者の福祉に関する法律第五⼗⼆条の三の規
定にかかわらず、なお従前の例による。 

 
（罰則に関する経過措置） 
第⼗三条 附則第⼀条第⼀号に掲げる規定の施⾏前にし

た⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例に
よる。 

 
（検討） 
第⼗四条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合

において、第五条、第六条及び第⼋条の規定による改正
後の規定の施⾏の状況について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。 

 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第三⼗三条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施⾏に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
 
附 則 （平成⼆九年六⽉⼆⽇法律第四五号） 

この法律は、⺠法改正法の施⾏の⽇から施⾏する。ただ
し、第百三条の⼆、第百三条の三、第⼆百六⼗七条の⼆、
第⼆百六⼗七条の三及び第三百六⼗⼆条の規定は、公布の
⽇から施⾏する。 
 
附 則 （令和元年六⽉五⽇法律第⼆四号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えな

い範囲内において政令で定める⽇から施⾏する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏
する。 
⼀ 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇⽤の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律第四
条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公
布の⽇ 

 
（罰則に関する経過措置） 
第五条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適

⽤については、なお従前の例による。 
 
（政令への委任） 
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施⾏に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 
 
（検討） 
第七条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施⾏の状況につ
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 
附 則 （令和⼆年三⽉三⼀⽇法律第⼀四号） 抄 
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（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、令和⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇か
ら施⾏する。 
⼀ 第⼀条中雇⽤保険法第⼗九条第⼀項の改正規定、同

法第三⼗六条の⾒出しを削る改正規定並びに同法第
四⼗⼋条及び第五⼗四条の改正規定並びに同法附則
第四条、第五条、第⼗条及び第⼗⼀条の⼆第⼀項の改
正規定並びに附則第⼗条、第⼆⼗六条及び第⼆⼗⼋条
から第三⼗⼆条までの規定 公布の⽇ 

 
附 則 （令和四年六⽉⼀七⽇法律第六⼋号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
１ この法律は、刑法等⼀部改正法施⾏⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第五百九条の規定 公布の⽇ 
 

 

⼥性の職業⽣活における活躍の推
進に関する法律 
平成 27 年 法律第 64 号 
最終改正 令和４年６⽉ 17 法律第 68 号 

 
第⼀章 総則 
 
（⽬的） 
第⼀条 この法律は、近年、⾃らの意思によって職業⽣活

を営み、⼜は営もうとする⼥性がその個性と能⼒を⼗分
に発揮して職業⽣活において活躍すること（以下「⼥性
の職業⽣活における活躍」という。）が⼀層重要となって
いることに鑑み、男⼥共同参画社会基本法（平成⼗⼀年
法律第七⼗⼋号）の基本理念にのっとり、⼥性の職業⽣
活における活躍の推進について、その基本原則を定め、
並びに国、地⽅公共団体及び事業主の責務を明らかにす
るとともに、基本⽅針及び事業主の⾏動計画の策定、⼥
性の職業⽣活における活躍を推進するための⽀援措置
等について定めることにより、⼥性の職業⽣活における
活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男⼥の⼈権が尊
重され、かつ、急速な少⼦⾼齢化の進展、国⺠の需要の
多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊か
で活⼒ある社会を実現することを⽬的とする。 

 
（基本原則） 
第⼆条 ⼥性の職業⽣活における活躍の推進は、職業⽣活

における活躍に係る男⼥間の格差の実情を踏まえ、⾃ら
の意思によって職業⽣活を営み、⼜は営もうとする⼥性
に対する採⽤、教育訓練、昇進、職種及び雇⽤形態の変
更その他の職業⽣活に関する機会の積極的な提供及び
その活⽤を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等
を反映した職場における慣⾏が⼥性の職業⽣活におけ
る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能⼒
が⼗分に発揮できるようにすることを旨として、⾏われ
なければならない。 

２ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進は、職業⽣活を営
む⼥性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭⽣
活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い
ことその他の家庭⽣活に関する事由が職業⽣活に与え
る影響を踏まえ、家族を構成する男⼥が、男⼥の別を問
わず、相互の協⼒と社会の⽀援の下に、育児、介護その
他の家庭⽣活における活動について家族の⼀員として
の役割を円滑に果たしつつ職業⽣活における活動を⾏
うために必要な環境の整備等により、男⼥の職業⽣活と
家庭⽣活との円滑かつ継続的な両⽴が可能となること
を旨として、⾏われなければならない。 

３ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に当たっては、⼥
性の職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に関し、本⼈の意思が
尊重されるべきものであることに留意されなければな
らない。 

 
（国及び地⽅公共団体の責務） 
第三条 国及び地⽅公共団体は、前条に定める⼥性の職業

⽣活における活躍の推進についての基本原則（次条及び
第五条第⼀項において「基本原則」という。）にのっとり、
⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関して必要な施
策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 
（事業主の責務） 
第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇⽤し、⼜

は雇⽤しようとする⼥性労働者に対する職業⽣活に関
する機会の積極的な提供、雇⽤する労働者の職業⽣活と
家庭⽣活との両⽴に資する雇⽤環境の整備その他の⼥
性の職業⽣活における活躍の推進に関する取組を⾃ら
実施するよう努めるとともに、国⼜は地⽅公共団体が実
施する⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する施
策に協⼒しなければならない。 

 
第⼆章 基本⽅針等 
 
（基本⽅針） 
第五条 政府は、基本原則にのっとり、⼥性の職業⽣活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ⼀体的に
実施するため、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関
する基本⽅針（以下「基本⽅針」という。）を定めなけれ
ばならない。 

２ 基本⽅針においては、次に掲げる事項を定めるものと
する。 
⼀ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する基本

的な⽅向 
⼆ 事業主が実施すべき⼥性の職業⽣活における活躍

の推進に関する取組に関する基本的な事項 
三 ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する施策

に関する次に掲げる事項 
イ ⼥性の職業⽣活における活躍を推進するための⽀

援措置に関する事項 
ロ 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴を図るために必要な

環境の整備に関する事項 
ハ その他⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項 
四 前三号に掲げるもののほか、⼥性の職業⽣活におけ

る活躍を推進するために必要な事項 
３ 内閣総理⼤⾂は、基本⽅針の案を作成し、閣議の決定
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を求めなければならない。 
４ 内閣総理⼤⾂は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本⽅針を公表しなければならな
い。 

５ 前⼆項の規定は、基本⽅針の変更について準⽤する。 
 
（都道府県推進計画等） 
第六条 都道府県は、基本⽅針を勘案して、当該都道府県

の区域内における⼥性の職業⽣活における活躍の推進
に関する施策についての計画（以下この条において「都
道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとす
る。 

２ 市町村は、基本⽅針（都道府県推進計画が定められて
いるときは、基本⽅針及び都道府県推進計画）を勘案し
て、当該市町村の区域内における⼥性の職業⽣活におけ
る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい
て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるもの
とする。 

３ 都道府県⼜は市町村は、都道府県推進計画⼜は市町村
推進計画を定め、⼜は変更したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。 

 
第三章 事業主⾏動計画等 
 
第⼀節 事業主⾏動計画策定指針 
 
第七条 内閣総理⼤⾂、厚⽣労働⼤⾂及び総務⼤⾂は、事

業主が⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する取
組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基
本⽅針に即して、次条第⼀項に規定する⼀般事業主⾏動
計画及び第⼗九条第⼀項に規定する特定事業主⾏動計
画（次項において「事業主⾏動計画」と総称する。）の策
定に関する指針（以下「事業主⾏動計画策定指針」とい
う。）を定めなければならない。 

２ 事業主⾏動計画策定指針においては、次に掲げる事項
につき、事業主⾏動計画の指針となるべきものを定める
ものとする。 
⼀ 事業主⾏動計画の策定に関する基本的な事項 
⼆ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する取組

の内容に関する事項 
三 その他⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関す

る取組に関する重要事項 
３ 内閣総理⼤⾂、厚⽣労働⼤⾂及び総務⼤⾂は、事業主

⾏動計画策定指針を定め、⼜は変更したときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。 

 
第⼆節 ⼀般事業主⾏動計画等 
 
（⼀般事業主⾏動計画の策定等） 
第⼋条 国及び地⽅公共団体以外の事業主（以下「⼀般事

業主」という。）であって、常時雇⽤する労働者の数が百
⼈を超えるものは、事業主⾏動計画策定指針に即して、
⼀般事業主⾏動計画（⼀般事業主が実施する⼥性の職業
⽣活における活躍の推進に関する取組に関する計画を
いう。以下同じ。）を定め、厚⽣労働省令で定めるところ
により、厚⽣労働⼤⾂に届け出なければならない。これ
を変更したときも、同様とする。 

２ ⼀般事業主⾏動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 
⼀ 計画期間 
⼆ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする⽬標 
三 実施しようとする⼥性の職業⽣活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 
３ 第⼀項に規定する⼀般事業主は、⼀般事業主⾏動計画

を定め、⼜は変更しようとするときは、厚⽣労働省令で
定めるところにより、採⽤した労働者に占める⼥性労働
者の割合、男⼥の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、
管理的地位にある労働者に占める⼥性労働者の割合そ
の他のその事業における⼥性の職業⽣活における活躍
に関する状況を把握し、⼥性の職業⽣活における活躍を
推進するために改善すべき事情について分析した上で、
その結果を勘案して、これを定めなければならない。こ
の場合において、前項第⼆号の⽬標については、採⽤す
る労働者に占める⼥性労働者の割合、男⼥の継続勤務年
数の差異の縮⼩の割合、労働時間、管理的地位にある労
働者に占める⼥性労働者の割合その他の数値を⽤いて
定量的に定めなければならない。 

４ 第⼀項に規定する⼀般事業主は、⼀般事業主⾏動計画
を定め、⼜は変更したときは、厚⽣労働省令で定めると
ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講
じなければならない。 

５ 第⼀項に規定する⼀般事業主は、⼀般事業主⾏動計画
を定め、⼜は変更したときは、厚⽣労働省令で定めると
ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第⼀項に規定する⼀般事業主は、⼀般事業主⾏動計画
に基づく取組を実施するとともに、⼀般事業主⾏動計画
に定められた⽬標を達成するよう努めなければならな
い。 

７ ⼀般事業主であって、常時雇⽤する労働者の数が百⼈
以下のものは、事業主⾏動計画策定指針に即して、⼀般
事業主⾏動計画を定め、厚⽣労働省令で定めるところに
より、厚⽣労働⼤⾂に届け出るよう努めなければならな
い。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する⼀般事業主が⼀般事
業主⾏動計画を定め、⼜は変更しようとする場合につい
て、第四項から第六項までの規定は前項に規定する⼀般
事業主が⼀般事業主⾏動計画を定め、⼜は変更した場合
について、それぞれ準⽤する。 

 
（基準に適合する⼀般事業主の認定） 
第九条 厚⽣労働⼤⾂は、前条第⼀項⼜は第七項の規定に

よる届出をした⼀般事業主からの申請に基づき、厚⽣労
働省令で定めるところにより、当該事業主について、⼥
性の職業⽣活における活躍の推進に関する取組に関し、
当該取組の実施の状況が優良なものであることその他
の厚⽣労働省令で定める基準に適合するものである旨
の認定を⾏うことができる。 

 
（認定⼀般事業主の表⽰等） 
第⼗条 前条の認定を受けた⼀般事業主（以下「認定⼀般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の⽤に供する物、
商品⼜は役務の広告⼜は取引に⽤いる書類若しくは通
信その他の厚⽣労働省令で定めるもの（次項及び第⼗四
条第⼀項において「商品等」という。）に厚⽣労働⼤⾂の
定める表⽰を付することができる。 



資料編 

 

117 

２ 何⼈も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に
同項の表⽰⼜はこれと紛らわしい表⽰を付してはなら
ない。 

 
（認定の取消し） 
第⼗⼀条 厚⽣労働⼤⾂は、認定⼀般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ
とができる。 
⼀ 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 
⼆ この法律⼜はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 
三 不正の⼿段により第九条の認定を受けたとき。 

 
（基準に適合する認定⼀般事業主の認定） 
第⼗⼆条 厚⽣労働⼤⾂は、認定⼀般事業主からの申請に

基づき、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該事業
主について、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関す
る取組に関し、当該事業主の策定した⼀般事業主⾏動計
画に基づく取組を実施し、当該⼀般事業主⾏動計画に定
められた⽬標を達成したこと、雇⽤の分野における男⼥
の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四⼗
七年法律第百⼗三号）第⼗三条の⼆に規定する業務を担
当する者及び育児休業、介護休業等育児⼜は家族介護を
⾏う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七⼗六
号）第⼆⼗九条に規定する業務を担当する者を選任して
いること、当該⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関
する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ
の他の厚⽣労働省令で定める基準に適合するものであ
る旨の認定を⾏うことができる。 

 
（特例認定⼀般事業主の特例等） 
第⼗三条 前条の認定を受けた⼀般事業主（以下「特例認

定⼀般事業主」という。）については、第⼋条第⼀項及び
第七項の規定は、適⽤しない。 

２ 特例認定⼀般事業主は、厚⽣労働省令で定めるところ
により、毎年少なくとも⼀回、⼥性の職業⽣活における
活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ
ばならない。 

 
（特例認定⼀般事業主の表⽰等） 
第⼗四条 特例認定⼀般事業主は、商品等に厚⽣労働⼤⾂

の定める表⽰を付することができる。 
２ 第⼗条第⼆項の規定は、前項の表⽰について準⽤する。 
 
（特例認定⼀般事業主の認定の取消し） 
第⼗五条 厚⽣労働⼤⾂は、特例認定⼀般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第⼗⼆条の認定を取り
消すことができる。 
⼀ 第⼗⼀条の規定により第九条の認定を取り消すと

き。 
⼆ 第⼗⼆条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 
三 第⼗三条第⼆項の規定による公表をせず、⼜は虚偽

の公表をしたとき。 
四 前号に掲げる場合のほか、この法律⼜はこの法律に

基づく命令に違反したとき。 
五 不正の⼿段により第⼗⼆条の認定を受けたとき。 

 
（委託募集の特例等） 
第⼗六条 承認中⼩事業主団体の構成員である中⼩事業

主（⼀般事業主であって、常時雇⽤する労働者の数が三
百⼈以下のものをいう。以下この項及び次項において同
じ。）が、当該承認中⼩事業主団体をして⼥性の職業⽣活
における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な
労働者の募集を⾏わせようとする場合において、当該承
認中⼩事業主団体が当該募集に従事しようとするとき
は、職業安定法（昭和⼆⼗⼆年法律第百四⼗⼀号）第三
⼗六条第⼀項及び第三項の規定は、当該構成員である中
⼩事業主については、適⽤しない。 

２ この条及び次条において「承認中⼩事業主団体」とは、
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ
り設⽴された組合若しくはその連合会であって厚⽣労
働省令で定めるもの⼜は⼀般社団法⼈で中⼩事業主を
直接⼜は間接の構成員とするもの（厚⽣労働省令で定め
る要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員であ
る中⼩事業主に対して⼥性の職業⽣活における活躍の
推進に関する取組を実施するための⼈材確保に関する
相談及び援助を⾏うものであって、その申請に基づいて、
厚⽣労働⼤⾂が、当該相談及び援助を適切に⾏うための
厚⽣労働省令で定める基準に適合する旨の承認を⾏っ
たものをいう。 

３ 厚⽣労働⼤⾂は、承認中⼩事業主団体が前項に規定す
る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認
を取り消すことができる。 

４ 承認中⼩事業主団体は、第⼀項に規定する募集に従事
しようとするときは、厚⽣労働省令で定めるところによ
り、募集時期、募集⼈員、募集地域その他の労働者の募
集に関する事項で厚⽣労働省令で定めるものを厚⽣労
働⼤⾂に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三⼗七条第⼆項の規定は前項の規定に
よる届出があった場合について、同法第五条の三第⼀項
及び第四項、第五条の四第⼀項及び第⼆項、第五条の五、
第三⼗九条、第四⼗⼀条第⼆項、第四⼗⼆条、第四⼗⼋
条の三第⼀項、第四⼗⼋条の四、第五⼗条第⼀項及び第
⼆項並びに第五⼗⼀条の規定は前項の規定による届出
をして労働者の募集に従事する者について、同法第四⼗
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集
に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五⼗
条第三項及び第四項の規定はこの項において準⽤する
同条第⼆項に規定する職権を⾏う場合について、それぞ
れ準⽤する。この場合において、同法第三⼗七条第⼆項
中「労働者の募集を⾏おうとする者」とあるのは「⼥性
の職業⽣活における活躍の推進に関する法律第⼗六条
第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事し
ようとする者」と、同法第四⼗⼀条第⼆項中「当該労働
者の募集の業務の廃⽌を命じ、⼜は期間」とあるのは「期
間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三⼗六条第⼆項及び第四⼗⼆条の⼆の
規定の適⽤については、同法第三⼗六条第⼆項中「前項
の」とあるのは「被⽤者以外の者をして労働者の募集に
従事させようとする者がその被⽤者以外の者に与えよ
うとする」と、同法第四⼗⼆条の⼆中「第三⼗九条に規
定する募集受託者」とあるのは「⼥性の職業⽣活におけ
る活躍の推進に関する法律（平成⼆⼗七年法律第六⼗四
号）第⼗六条第四項の規定による届出をして労働者の募
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集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」と
する。 

７ 厚⽣労働⼤⾂は、承認中⼩事業主団体に対し、第⼆項
の相談及び援助の実施状況について報告を求めること
ができる。 

 
第⼗七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中⼩事業主団体
に対して、雇⽤情報及び職業に関する調査研究の成果を
提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容⼜は⽅法
について指導することにより、当該募集の効果的かつ適
切な実施を図るものとする。 

 
（⼀般事業主に対する国の援助） 
第⼗⼋条 国は、第⼋条第⼀項若しくは第七項の規定によ

り⼀般事業主⾏動計画を策定しようとする⼀般事業主
⼜はこれらの規定による届出をした⼀般事業主に対し
て、⼀般事業主⾏動計画の策定、労働者への周知若しく
は公表⼜は⼀般事業主⾏動計画に基づく措置が円滑に
実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも
のとする。 

 
第三節 特定事業主⾏動計画 
 
第⼗九条 国及び地⽅公共団体の機関、それらの⻑⼜はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と
いう。）は、政令で定めるところにより、事業主⾏動計画
策定指針に即して、特定事業主⾏動計画（特定事業主が
実施する⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する
取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を
定めなければならない。 

２ 特定事業主⾏動計画においては、次に掲げる事項を定
めるものとする。 
⼀ 計画期間 
⼆ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする⽬標 
三 実施しようとする⼥性の職業⽣活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 
３ 特定事業主は、特定事業主⾏動計画を定め、⼜は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、
採⽤した職員に占める⼥性職員の割合、男⼥の継続勤務
年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に
占める⼥性職員の割合その他のその事務及び事業にお
ける⼥性の職業⽣活における活躍に関する状況を把握
し、⼥性の職業⽣活における活躍を推進するために改善
すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、
これを定めなければならない。この場合において、前項
第⼆号の⽬標については、採⽤する職員に占める⼥性職
員の割合、男⼥の継続勤務年数の差異の縮⼩の割合、勤
務時間、管理的地位にある職員に占める⼥性職員の割合
その他の数値を⽤いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主⾏動計画を定め、⼜は変更
したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための
措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主⾏動計画を定め、⼜は変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも⼀回、特定事業主⾏動
計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 
７ 特定事業主は、特定事業主⾏動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主⾏動計画に定められた⽬標
を達成するよう努めなければならない。 

 
第四節 ⼥性の職業選択に資する情報の公表 
 
（⼀般事業主による⼥性の職業選択に資する情報の公表） 
第⼆⼗条 第⼋条第⼀項に規定する⼀般事業主（常時雇⽤

する労働者の数が三百⼈を超えるものに限る。）は、厚⽣
労働省令で定めるところにより、職業⽣活を営み、⼜は
営もうとする⼥性の職業選択に資するよう、その事業に
おける⼥性の職業⽣活における活躍に関する次に掲げ
る情報を定期的に公表しなければならない。 
⼀ その雇⽤し、⼜は雇⽤しようとする⼥性労働者に対

する職業⽣活に関する機会の提供に関する実績 
⼆ その雇⽤する労働者の職業⽣活と家庭⽣活との両

⽴に資する雇⽤環境の整備に関する実績 
２ 第⼋条第⼀項に規定する⼀般事業主（前項に規定する

⼀般事業主を除く。）は、厚⽣労働省令で定めるところに
より、職業⽣活を営み、⼜は営もうとする⼥性の職業選
択に資するよう、その事業における⼥性の職業⽣活にお
ける活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくとも
いずれか⼀⽅を定期的に公表しなければならない。 

３ 第⼋条第七項に規定する⼀般事業主は、厚⽣労働省令
で定めるところにより、職業⽣活を営み、⼜は営もうと
する⼥性の職業選択に資するよう、その事業における⼥
性の職業⽣活における活躍に関する第⼀項各号に掲げ
る情報の少なくともいずれか⼀⽅を定期的に公表する
よう努めなければならない。 

 
（特定事業主による⼥性の職業選択に資する情報の公表） 
第⼆⼗⼀条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業⽣活を営み、⼜は営もうとする⼥性の職業選択
に資するよう、その事務及び事業における⼥性の職業⽣
活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公
表しなければならない。 
⼀ その任⽤し、⼜は任⽤しようとする⼥性に対する職

業⽣活に関する機会の提供に関する実績 
⼆ その任⽤する職員の職業⽣活と家庭⽣活との両⽴

に資する勤務環境の整備に関する実績 
 
第四章 ⼥性の職業⽣活における活躍を推進するための

⽀援措置 
 
（職業指導等の措置等） 
第⼆⼗⼆条 国は、⼥性の職業⽣活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の⽀援そ
の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地⽅公共団体は、⼥性の職業⽣活における活躍を推進
するため、前項の措置と相まって、職業⽣活を営み、⼜
は営もうとする⼥性及びその家族その他の関係者から
の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助
⾔その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地⽅公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の⼀
部を、その事務を適切に実施することができるものとし
て内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること
ができる。 
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４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者⼜は
当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事
務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 
（財政上の措置等） 
第⼆⼗三条 国は、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に

関する地⽅公共団体の施策を⽀援するために必要な財
政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとす
る。 

 
（国等からの受注機会の増⼤） 
第⼆⼗四条 国は、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発⾦融公庫その
他の特別の法律によって設⽴された法⼈であって政令
で定めるものをいう。）の役務⼜は物件の調達に関し、予
算の適正な使⽤に留意しつつ、認定⼀般事業主、特例認
定⼀般事業主その他の⼥性の職業⽣活における活躍に
関する状況⼜は⼥性の職業⽣活における活躍の推進に
関する取組の実施の状況が優良な⼀般事業主（次項にお
いて「認定⼀般事業主等」という。）の受注の機会の増⼤
その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地⽅公共団体は、国の施策に準じて、認定⼀般事業主
等の受注の機会の増⼤その他の必要な施策を実施する
ように努めるものとする。 

 
（啓発活動） 
第⼆⼗五条 国及び地⽅公共団体は、⼥性の職業⽣活にお

ける活躍の推進について、国⺠の関⼼と理解を深め、か
つ、その協⼒を得るとともに、必要な啓発活動を⾏うも
のとする。 

 
（情報の収集、整理及び提供） 
第⼆⼗六条 国は、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における⼥性の職業⽣
活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収
集、整理及び提供を⾏うものとする。 

 
（協議会） 
第⼆⼗七条 当該地⽅公共団体の区域において⼥性の職

業⽣活における活躍の推進に関する事務及び事業を⾏
う国及び地⽅公共団体の機関（以下この条において「関
係機関」という。）は、第⼆⼗⼆条第⼀項の規定により国
が講ずる措置及び同条第⼆項の規定により地⽅公共団
体が講ずる措置に係る事例その他の⼥性の職業⽣活に
おける活躍の推進に有⽤な情報を活⽤することにより、
当該区域において⼥性の職業⽣活における活躍の推進
に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす
るため、関係機関により構成される協議会（以下「協議
会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地⽅公共団体の区
域内において第⼆⼗⼆条第三項の規定による事務の委
託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会
の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると
きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること
ができる。 
⼀ ⼀般事業主の団体⼜はその連合団体 
⼆ 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 
４ 協議会は、関係機関及び前⼆項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ
とにより、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に有⽤な
情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも
に、地域の実情に応じた⼥性の職業⽣活における活躍の
推進に関する取組について協議を⾏うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地⽅公共団体は、内
閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ
ならない。 

 
（秘密保持義務） 
第⼆⼗⼋条 協議会の事務に従事する者⼜は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 
（協議会の定める事項） 
第⼆⼗九条 前⼆条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
 
第五章 雑則 
 
（報告の徴収並びに助⾔、指導及び勧告） 
第三⼗条 厚⽣労働⼤⾂は、この法律の施⾏に関し必要が

あると認めるときは、第⼋条第⼀項に規定する⼀般事業
主⼜は認定⼀般事業主若しくは特例認定⼀般事業主で
ある同条第七項に規定する⼀般事業主に対して、報告を
求め、⼜は助⾔、指導若しくは勧告をすることができる。 

 
（公表） 
第三⼗⼀条 厚⽣労働⼤⾂は、第⼆⼗条第⼀項若しくは第

⼆項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をし
た第⼋条第⼀項に規定する⼀般事業主⼜は第⼆⼗条第
三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定⼀般
事業主若しくは特例認定⼀般事業主である第⼋条第七
項に規定する⼀般事業主に対し、前条の規定による勧告
をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わ
なかったときは、その旨を公表することができる。 

 
（権限の委任） 
第三⼗⼆条 第⼋条、第九条、第⼗⼀条、第⼗⼆条、第⼗

五条、第⼗六条、第三⼗条及び前条に規定する厚⽣労働
⼤⾂の権限は、厚⽣労働省令で定めるところにより、そ
の⼀部を都道府県労働局⻑に委任することができる。 

 
（政令への委任） 
第三⼗三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 
 
第六章 罰則 
 
第三⼗四条 第⼗六条第五項において準⽤する職業安定

法第四⼗⼀条第⼆項の規定による業務の停⽌の命令に
違反して、労働者の募集に従事した者は、⼀年以下の懲
役⼜は百万円以下の罰⾦に処する。 

 
第三⼗五条 次の各号のいずれかに該当する者は、⼀年以

下の懲役⼜は五⼗万円以下の罰⾦に処する。 
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⼀ 第⼆⼗⼆条第四項の規定に違反して秘密を漏らし
た者 

⼆ 第⼆⼗⼋条の規定に違反して秘密を漏らした者 
第三⼗六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六⽉以

下の懲役⼜は三⼗万円以下の罰⾦に処する。 
⼀ 第⼗六条第四項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者 
⼆ 第⼗六条第五項において準⽤する職業安定法第三

⼗七条第⼆項の規定による指⽰に従わなかった者 
三 第⼗六条第五項において準⽤する職業安定法第三

⼗九条⼜は第四⼗条の規定に違反した者 
 
第三⼗七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三⼗万

円以下の罰⾦に処する。 
⼀ 第⼗条第⼆項（第⼗四条第⼆項において準⽤する場

合を含む。）の規定に違反した者 
⼆ 第⼗六条第五項において準⽤する職業安定法第五

⼗条第⼀項の規定による報告をせず、⼜は虚偽の報告
をした者 

三 第⼗六条第五項において準⽤する職業安定法第五
⼗条第⼆項の規定による⽴⼊り若しくは検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、⼜は質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第⼗六条第五項において準⽤する職業安定法第五
⼗⼀条第⼀項の規定に違反して秘密を漏らした者 

 
第三⼗⼋条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、

使⽤⼈その他の従業者が、その法⼈⼜は⼈の業務に関し、
第三⼗四条、第三⼗六条⼜は前条の違反⾏為をしたとき
は、⾏為者を罰するほか、その法⼈⼜は⼈に対しても、
各本条の罰⾦刑を科する。 

 
第三⼗九条 第三⼗条の規定による報告をせず、⼜は虚偽

の報告をした者は、⼆⼗万円以下の過料に処する。 
 
附 則 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第

三章（第七条を除く。）、第五章（第⼆⼗⼋条を除く。）及
び第六章（第三⼗条を除く。）の規定並びに附則第五条の
規定は、平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。 

 
（この法律の失効） 
第⼆条 この法律は、平成三⼗⼋年三⽉三⼗⼀⽇限り、そ

の効⼒を失う。 
２ 第⼆⼗⼆条第三項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につい
ては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、
前項の規定にかかわらず、同項に規定する⽇後も、なお
その効⼒を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して
知り得た秘密については、第⼆⼗⼋条の規定（同条に係
る罰則を含む。）は、第⼀項の規定にかかわらず、同項に
規定する⽇後も、なおその効⼒を有する。 

４ この法律の失効前にした⾏為に対する罰則の適⽤に
ついては、この法律は、第⼀項の規定にかかわらず、同
項に規定する⽇後も、なおその効⼒を有する。 

 
（政令への委任） 
第三条 前条第⼆項から第四項までに規定するもののほ

か、この法律の施⾏に伴い必要な経過措置は、政令で定
める。 

 
（検討） 
第四条 政府は、この法律の施⾏後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施⾏の状況を勘案し、必要があると
認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 
附 則 （平成⼆九年三⽉三⼀⽇法律第⼀四号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第⼀条中雇⽤保険法第六⼗四条の次に⼀条を加え

る改正規定及び附則第三⼗五条の規定 公布の⽇ 
⼆及び三 略 
四 第⼆条中雇⽤保険法第⼗条の四第⼆項、第五⼗⼋条

第⼀項、第六⼗条の⼆第四項、第七⼗六条第⼆項及び
第七⼗九条の⼆並びに附則第⼗⼀条の⼆第⼀項の改
正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五⼗を」
を「百分の⼋⼗を」に改める部分に限る。）、第四条の
規定並びに第七条中育児・介護休業法第五⼗三条第五
項及び第六項並びに第六⼗四条の改正規定並びに附
則第五条から第⼋条まで及び第⼗条の規定、附則第⼗
三条中国家公務員退職⼿当法（昭和⼆⼗⼋年法律第百
⼋⼗⼆号）第⼗条第⼗項第五号の改正規定、附則第⼗
四条第⼆項及び第⼗七条の規定、附則第⼗⼋条（次号
に掲げる規定を除く。）の規定、附則第⼗九条中⾼年
齢者等の雇⽤の安定等に関する法律（昭和四⼗六年法
律第六⼗⼋号）第三⼗⼋条第三項の改正規定（「第四
条第⼋項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、
附則第⼆⼗条中建設労働者の雇⽤の改善等に関する
法律（昭和五⼗⼀年法律第三⼗三号）第三⼗条第⼀項
の表第四条第⼋項の項、第三⼗⼆条の⼗⼀から第三⼗
⼆条の⼗五まで、第三⼗⼆条の⼗六第⼀項及び第五⼗
⼀条の項及び第四⼗⼋条の三及び第四⼗⼋条の四第
⼀項の項の改正規定、附則第⼆⼗⼀条、第⼆⼗⼆条、
第⼆⼗六条から第⼆⼗⼋条まで及び第三⼗⼆条の規
定並びに附則第三⼗三条（次号に掲げる規定を除く。）
の規定 平成三⼗年⼀⽉⼀⽇ 

 
（罰則に関する経過措置） 
第三⼗四条 この法律（附則第⼀条第四号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施⾏前にした⾏為に対する罰則
の適⽤については、なお従前の例による。 

 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第三⼗五条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施⾏に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
 
附 則 （令和元年六⽉五⽇法律第⼆四号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
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第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えな
い範囲内において政令で定める⽇から施⾏する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏
する。 
⼀ 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇⽤の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律第四
条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公
布の⽇ 

⼆ 第⼆条の規定 公布の⽇から起算して三年を超え
ない範囲内において政令で定める⽇ 

 
（罰則に関する経過措置） 
第五条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適

⽤については、なお従前の例による。 
 
（政令への委任） 
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施⾏に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 
 
（検討） 
第七条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施⾏の状況につ
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 
附 則 （令和四年三⽉三⼀⽇法律第⼀⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、令和四年四⽉⼀⽇から施⾏する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇か
ら施⾏する。 
⼀ 第⼆条中職業安定法第三⼗⼆条及び第三⼗⼆条の

⼗⼀第⼀項の改正規定並びに附則第⼆⼗⼋条の規定 
公布の⽇ 

⼆ 略 
三 第⼀条中雇⽤保険法第⼗条の四第⼆項及び第五⼗

⼋条第⼀項の改正規定、第⼆条の規定（第⼀号に掲げ
る改正規定並びに職業安定法の⽬次の改正規定（「第
四⼗⼋条」を「第四⼗七条の三」に改める部分に限る。）、
同法第五条の⼆第⼀項の改正規定及び同法第四章中
第四⼗⼋条の前に⼀条を加える改正規定を除く。）並
びに第三条の規定（職業能⼒開発促進法第⼗条の三第
⼀号の改正規定、同条に⼀項を加える改正規定、同法
第⼗五条の⼆第⼀項の改正規定及び同法第⼗⼋条に
⼀項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附
則第五条、第六条及び第⼗条の規定、附則第⼗⼀条中
国家公務員退職⼿当法第⼗条第⼗項の改正規定、附則
第⼗四条中⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律（昭和
四⼗五年法律第九⼗⼋号）第四条第⼆項及び第⼗⼋条
の改正規定並びに同法第三⼗三条の改正規定（「、第
⼗⼀条中「公共職業安定所」とあるのは「地⽅運輸局」
と、「厚⽣労働省令」とあるのは「国⼟交通省令」と、
「職業安定法第五条の五第⼀項」とあるのは「船員職
業安定法第⼗五条第⼀項」と」を削る部分を除く。）
並びに附則第⼗五条から第⼆⼗⼆条まで、第⼆⼗四条、
第⼆⼗五条及び第⼆⼗七条の規定 令和四年⼗⽉⼀
⽇ 

 

（政令への委任） 
第⼆⼗⼋条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

⾏に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
 
附 則 （令和四年六⽉⼀七⽇法律第六⼋号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
１ この法律は、刑法等⼀部改正法施⾏⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第五百九条の規定 公布の⽇ 

 
 

配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害
者の保護等に関する法律 
公布 平成 13 年４⽉ 13 ⽇ 法律第 31 号 
最終改正 令和４年６⽉ 17 ⽇ 法律第 68 号 

 
第⼀章 総則 
 
（定義） 
第⼀条 この法律において「配偶者からの暴⼒」とは、配

偶者からの⾝体に対する暴⼒（⾝体に対する不法な攻撃
であって⽣命⼜は⾝体に危害を及ぼすものをいう。以下
同じ。）⼜はこれに準ずる⼼⾝に有害な影響を及ぼす⾔
動（以下この項及び第⼆⼗⼋条の⼆において「⾝体に対
する暴⼒等」と総称する。）をいい、配偶者からの⾝体に
対する暴⼒等を受けた後に、その者が離婚をし、⼜はそ
の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ
った者から引き続き受ける⾝体に対する暴⼒等を含む
ものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴⼒
を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい
ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、
「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関
係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の
事情に⼊ることを含むものとする。 

 
（国及び地⽅公共団体の責務） 
第⼆条 国及び地⽅公共団体は、配偶者からの暴⼒を防⽌

するとともに、被害者の⾃⽴を⽀援することを含め、そ
の適切な保護を図る責務を有する。 

 
第⼀章の⼆ 基本⽅針及び都道府県基本計画等 
 
（基本⽅針） 
第⼆条の⼆ 内閣総理⼤⾂、国家公安委員会、法務⼤⾂及

び厚⽣労働⼤⾂（以下この条及び次条第五項において
「主務⼤⾂」という。）は、配偶者からの暴⼒の防⽌及び
被害者の保護のための施策に関する基本的な⽅針（以下
この条並びに次条第⼀項及び第三項において「基本⽅針」
という。）を定めなければならない。 

２ 基本⽅針においては、次に掲げる事項につき、次条第
⼀項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本
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計画の指針となるべきものを定めるものとする。 
⼀ 配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護に関す

る基本的な事項 
⼆ 配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護のため

の施策の内容に関する事項 
三 その他配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護

のための施策の実施に関する重要事項 
３ 主務⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係⾏政機関の⻑に協議し
なければならない。 

４ 主務⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 
（都道府県基本計画等） 
第⼆条の三 都道府県は、基本⽅針に即して、当該都道府

県における配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条
において「都道府県基本計画」という。）を定めなければ
ならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。 
⼀ 配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護に関す

る基本的な⽅針 
⼆ 配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護のため

の施策の実施内容に関する事項 
三 その他配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護

のための施策の実施に関する重要事項 
３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本⽅針に即

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村に
おける配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護のた
めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条にお
いて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ
ればならない。 

４ 都道府県⼜は市町村は、都道府県基本計画⼜は市町村
基本計画を定め、⼜は変更したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。 

５ 主務⼤⾂は、都道府県⼜は市町村に対し、都道府県基
本計画⼜は市町村基本計画の作成のために必要な助⾔
その他の援助を⾏うよう努めなければならない。 

 
第⼆章 配偶者暴⼒相談⽀援センター等 
 
（配偶者暴⼒相談⽀援センター） 
第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦⼈相談所

その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴⼒
相談⽀援センターとしての機能を果たすようにするも
のとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、
当該各施設が配偶者暴⼒相談⽀援センターとしての機
能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴⼒相談⽀援センターは、配偶者からの暴⼒の
防⽌及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を⾏うも
のとする。 
⼀ 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと⼜は婦⼈相談員若しくは相談を⾏う機関を紹介
すること。 

⼆ 被害者の⼼⾝の健康を回復させるため、医学的⼜は
⼼理学的な指導その他の必要な指導を⾏うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって
は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第
五条、第⼋条の三及び第九条において同じ。）の緊急
時における安全の確保及び⼀時保護を⾏うこと。 

四 被害者が⾃⽴して⽣活することを促進するため、就
業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利⽤等
について、情報の提供、助⾔、関係機関との連絡調整
その他の援助を⾏うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利⽤について、情
報の提供、助⾔、関係機関への連絡その他の援助を⾏
うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利⽤について、情
報の提供、助⾔、関係機関との連絡調整その他の援助
を⾏うこと。 

４ 前項第三号の⼀時保護は、婦⼈相談所が、⾃ら⾏い、
⼜は厚⽣労働⼤⾂が定める基準を満たす者に委託して
⾏うものとする。 

５ 配偶者暴⼒相談⽀援センターは、その業務を⾏うに当
たっては、必要に応じ、配偶者からの暴⼒の防⽌及び被
害者の保護を図るための活動を⾏う⺠間の団体との連
携に努めるものとする。 

 
（婦⼈相談員による相談等） 
第四条 婦⼈相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導

を⾏うことができる。 
 
（婦⼈保護施設における保護） 
第五条 都道府県は、婦⼈保護施設において被害者の保護

を⾏うことができる。 
 
第三章 被害者の保護 
 
（配偶者からの暴⼒の発⾒者による通報等） 
第六条 配偶者からの暴⼒（配偶者⼜は配偶者であった者

からの⾝体に対する暴⼒に限る。以下この章において同
じ。）を受けている者を発⾒した者は、その旨を配偶者暴
⼒相談⽀援センター⼜は警察官に通報するよう努めな
ければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を⾏うに当たり、
配偶者からの暴⼒によって負傷し⼜は疾病にかかった
と認められる者を発⾒したときは、その旨を配偶者暴⼒
相談⽀援センター⼜は警察官に通報することができる。
この場合において、その者の意思を尊重するよう努める
ものとする。 

３ 刑法（明治四⼗年法律第四⼗五号）の秘密漏⽰罪の規
定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前⼆項の規
定により通報することを妨げるものと解釈してはなら
ない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を⾏うに当たり、
配偶者からの暴⼒によって負傷し⼜は疾病にかかった
と認められる者を発⾒したときは、その者に対し、配偶
者暴⼒相談⽀援センター等の利⽤について、その有する
情報を提供するよう努めなければならない。 

 
（配偶者暴⼒相談⽀援センターによる保護についての説

明等） 
第七条 配偶者暴⼒相談⽀援センターは、被害者に関する

通報⼜は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に
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対し、第三条第三項の規定により配偶者暴⼒相談⽀援セ
ンターが⾏う業務の内容について説明及び助⾔を⾏う
とともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとす
る。 

 
（警察官による被害の防⽌） 
第⼋条 警察官は、通報等により配偶者からの暴⼒が⾏わ

れていると認めるときは、警察法（昭和⼆⼗九年法律第
百六⼗⼆号）、警察官職務執⾏法（昭和⼆⼗三年法律第百
三⼗六号）その他の法令の定めるところにより、暴⼒の
制⽌、被害者の保護その他の配偶者からの暴⼒による被
害の発⽣を防⽌するために必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。 

 
（警察本部⻑等の援助） 
第⼋条の⼆ 警視総監若しくは道府県警察本部⻑（道警察

本部の所在地を包括する⽅⾯を除く⽅⾯については、⽅
⾯本部⻑。第⼗五条第三項において同じ。）⼜は警察署⻑
は、配偶者からの暴⼒を受けている者から、配偶者から
の暴⼒による被害を⾃ら防⽌するための援助を受けた
い旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当
該配偶者からの暴⼒を受けている者に対し、国家公安委
員会規則で定めるところにより、当該被害を⾃ら防⽌す
るための措置の教⽰その他配偶者からの暴⼒による被
害の発⽣を防⽌するために必要な援助を⾏うものとす
る。 

 
（福祉事務所による⾃⽴⽀援） 
第⼋条の三 社会福祉法（昭和⼆⼗六年法律第四⼗五号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務
所」という。）は、⽣活保護法（昭和⼆⼗五年法律第百四
⼗四号）、児童福祉法（昭和⼆⼗⼆年法律第百六⼗四号）、
⺟⼦及び⽗⼦並びに寡婦福祉法（昭和三⼗九年法律第百
⼆⼗九号）その他の法令の定めるところにより、被害者
の⾃⽴を⽀援するために必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。 

 
（被害者の保護のための関係機関の連携協⼒） 
第九条 配偶者暴⼒相談⽀援センター、都道府県警察、福

祉事務所、児童相談所その他の都道府県⼜は市町村の関
係機関その他の関係機関は、被害者の保護を⾏うに当た
っては、その適切な保護が⾏われるよう、相互に連携を
図りながら協⼒するよう努めるものとする。 

 
（苦情の適切かつ迅速な処理） 
第九条の⼆ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執⾏に関して被害者から苦情の申出を受けた
ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるもの
とする。 

 
第四章 保護命令 
 
（保護命令） 
第⼗条 被害者（配偶者からの⾝体に対する暴⼒⼜は⽣命

等に対する脅迫（被害者の⽣命⼜は⾝体に対し害を加え
る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同
じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、
配偶者からの⾝体に対する暴⼒を受けた者である場合

にあっては配偶者からの更なる⾝体に対する暴⼒（配偶
者からの⾝体に対する暴⼒を受けた後に、被害者が離婚
をし、⼜はその婚姻が取り消された場合にあっては、当
該配偶者であった者から引き続き受ける⾝体に対する
暴⼒。第⼗⼆条第⼀項第⼆号において同じ。）により、配
偶者からの⽣命等に対する脅迫を受けた者である場合
にあっては配偶者から受ける⾝体に対する暴⼒（配偶者
からの⽣命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚
をし、⼜はその婚姻が取り消された場合にあっては、当
該配偶者であった者から引き続き受ける⾝体に対する
暴⼒。同号において同じ。）により、その⽣命⼜は⾝体に
重⼤な危害を受けるおそれが⼤きいときは、裁判所は、
被害者の申⽴てにより、その⽣命⼜は⾝体に危害が加え
られることを防⽌するため、当該配偶者（配偶者からの
⾝体に対する暴⼒⼜は⽣命等に対する脅迫を受けた後
に、被害者が離婚をし、⼜はその婚姻が取り消された場
合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同
項第三号及び第四号並びに第⼗⼋条第⼀項において同
じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。
ただし、第⼆号に掲げる事項については、申⽴ての時に
おいて被害者及び当該配偶者が⽣活の本拠を共にする
場合に限る。 
⼀ 命令の効⼒が⽣じた⽇から起算して六⽉間、被害者

の住居（当該配偶者と共に⽣活の本拠としている住居
を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に
おいて被害者の⾝辺につきまとい、⼜は被害者の住居、
勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか
いしてはならないこと。 

⼆ 命令の効⼒が⽣じた⽇から起算して⼆⽉間、被害者
と共に⽣活の本拠としている住居から退去すること
及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本⽂に規定する場合において、同項第⼀号の規定
による命令を発する裁判所⼜は発した裁判所は、被害者
の申⽴てにより、その⽣命⼜は⾝体に危害が加えられる
ことを防⽌するため、当該配偶者に対し、命令の効⼒が
⽣じた⽇以後、同号の規定による命令の効⼒が⽣じた⽇
から起算して六⽉を経過する⽇までの間、被害者に対し
て次の各号に掲げるいずれの⾏為もしてはならないこ
とを命ずるものとする。 
⼀ ⾯会を要求すること。 
⼆ その⾏動を監視していると思わせるような事項を

告げ、⼜はその知り得る状態に置くこと。 
三 著しく粗野⼜は乱暴な⾔動をすること。 
四 電話をかけて何も告げず、⼜は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置
を⽤いて送信し、若しくは電⼦メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後⼗時から午前六
時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を⽤い
て送信し、⼜は電⼦メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快⼜は嫌悪の情
を催させるような物を送付し、⼜はその知り得る状態
に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、⼜はその知り得る状
態に置くこと。 

⼋ その性的羞しゆう恥⼼を害する事項を告げ、若しく
はその知り得る状態に置き、⼜はその性的羞恥⼼を害
する⽂書、図画その他の物を送付し、若しくはその知
り得る状態に置くこと。 
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３ 第⼀項本⽂に規定する場合において、被害者がその成
年に達しない⼦（以下この項及び次項並びに第⼗⼆条第
⼀項第三号において単に「⼦」という。）と同居している
ときであって、配偶者が幼年の⼦を連れ戻すと疑うに⾜
りる⾔動を⾏っていることその他の事情があることか
ら被害者がその同居している⼦に関して配偶者と⾯会
することを余儀なくされることを防⽌するため必要が
あると認めるときは、第⼀項第⼀号の規定による命令を
発する裁判所⼜は発した裁判所は、被害者の申⽴てによ
り、その⽣命⼜は⾝体に危害が加えられることを防⽌す
るため、当該配偶者に対し、命令の効⼒が⽣じた⽇以後、
同号の規定による命令の効⼒が⽣じた⽇から起算して
六⽉を経過する⽇までの間、当該⼦の住居（当該配偶者
と共に⽣活の本拠としている住居を除く。以下この項に
おいて同じ。）、就学する学校その他の場所において当該
⼦の⾝辺につきまとい、⼜は当該⼦の住居、就学する学
校その他その通常所在する場所の付近をはいかいして
はならないことを命ずるものとする。ただし、当該⼦が
⼗五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第⼀項本⽂に規定する場合において、配偶者が被害者
の親族その他被害者と社会⽣活において密接な関係を
有する者（被害者と同居している⼦及び配偶者と同居し
ている者を除く。以下この項及び次項並びに第⼗⼆条第
⼀項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛
けて著しく粗野⼜は乱暴な⾔動を⾏っていることその
他の事情があることから被害者がその親族等に関して
配偶者と⾯会することを余儀なくされることを防⽌す
るため必要があると認めるときは、第⼀項第⼀号の規定
による命令を発する裁判所⼜は発した裁判所は、被害者
の申⽴てにより、その⽣命⼜は⾝体に危害が加えられる
ことを防⽌するため、当該配偶者に対し、命令の効⼒が
⽣じた⽇以後、同号の規定による命令の効⼒が⽣じた⽇
から起算して六⽉を経過する⽇までの間、当該親族等の
住居（当該配偶者と共に⽣活の本拠としている住居を除
く。以下この項において同じ。）その他の場所において当
該親族等の⾝辺につきまとい、⼜は当該親族等の住居、
勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい
してはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申⽴ては、当該親族等（被害者の⼗五歳未満の
⼦を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族
等が⼗五歳未満の者⼜は成年被後⾒⼈である場合にあ
っては、その法定代理⼈の同意）がある場合に限り、す
ることができる。 

 
（管轄裁判所） 
第⼗⼀条 前条第⼀項の規定による命令の申⽴てに係る

事件は、相⼿⽅の住所（⽇本国内に住所がないとき⼜は
住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地⽅裁
判所の管轄に属する。 

２ 前条第⼀項の規定による命令の申⽴ては、次の各号に
掲げる地を管轄する地⽅裁判所にもすることができる。 
⼀ 申⽴⼈の住所⼜は居所の所在地 
⼆ 当該申⽴てに係る配偶者からの⾝体に対する暴⼒

⼜は⽣命等に対する脅迫が⾏われた地 
 
（保護命令の申⽴て） 
第⼗⼆条 第⼗条第⼀項から第四項までの規定による命

令（以下「保護命令」という。）の申⽴ては、次に掲げる

事項を記載した書⾯でしなければならない。 
⼀ 配偶者からの⾝体に対する暴⼒⼜は⽣命等に対す

る脅迫を受けた状況 
⼆ 配偶者からの更なる⾝体に対する暴⼒⼜は配偶者

からの⽣命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から
受ける⾝体に対する暴⼒により、⽣命⼜は⾝体に重⼤
な危害を受けるおそれが⼤きいと認めるに⾜りる申
⽴ての時における事情 

三 第⼗条第三項の規定による命令の申⽴てをする場
合にあっては、被害者が当該同居している⼦に関して
配偶者と⾯会することを余儀なくされることを防⽌
するため当該命令を発する必要があると認めるに⾜
りる申⽴ての時における事情 

四 第⼗条第四項の規定による命令の申⽴てをする場
合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と
⾯会することを余儀なくされることを防⽌するため
当該命令を発する必要があると認めるに⾜りる申⽴
ての時における事情 

五 配偶者暴⼒相談⽀援センターの職員⼜は警察職員
に対し、前各号に掲げる事項について相談し、⼜は援
助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が
あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴⼒相談⽀援センター⼜は当該警察職員
の所属官署の名称 

ロ 相談し、⼜は援助若しくは保護を求めた⽇時及び場所 
ハ 相談⼜は求めた援助若しくは保護の内容 
ニ 相談⼜は申⽴⼈の求めに対して執られた措置の内容 
２ 前項の書⾯（以下「申⽴書」という。）に同項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申⽴書
には、同項第⼀号から第四号までに掲げる事項について
の申⽴⼈の供述を記載した書⾯で公証⼈法（明治四⼗⼀
年法律第五⼗三号）第五⼗⼋条ノ⼆第⼀項の認証を受け
たものを添付しなければならない。 

 
（迅速な裁判） 
第⼗三条 裁判所は、保護命令の申⽴てに係る事件につい

ては、速やかに裁判をするものとする。 
 
（保護命令事件の審理の⽅法） 
第⼗四条 保護命令は、⼝頭弁論⼜は相⼿⽅が⽴ち会うこ

とができる審尋の期⽇を経なければ、これを発すること
ができない。ただし、その期⽇を経ることにより保護命
令の申⽴ての⽬的を達することができない事情がある
ときは、この限りでない。 

２ 申⽴書に第⼗⼆条第⼀項第五号イからニまでに掲げ
る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴
⼒相談⽀援センター⼜は当該所属官署の⻑に対し、申⽴
⼈が相談し⼜は援助若しくは保護を求めた際の状況及
びこれに対して執られた措置の内容を記載した書⾯の
提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶
者暴⼒相談⽀援センター⼜は当該所属官署の⻑は、これ
に速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶
者暴⼒相談⽀援センター若しくは所属官署の⻑⼜は申
⽴⼈から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求め
られた職員に対し、同項の規定により書⾯の提出を求め
た事項に関して更に説明を求めることができる。 
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（保護命令の申⽴てについての決定等） 
第⼗五条 保護命令の申⽴てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、⼝頭弁論を経ないで決
定をする場合には、理由の要旨を⽰せば⾜りる。 

２ 保護命令は、相⼿⽅に対する決定書の送達⼜は相⼿⽅
が出頭した⼝頭弁論若しくは審尋の期⽇における⾔渡
しによって、その効⼒を⽣ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに
その旨及びその内容を申⽴⼈の住所⼜は居所を管轄す
る警視総監⼜は道府県警察本部⻑に通知するものとす
る。 

４ 保護命令を発した場合において、申⽴⼈が配偶者暴⼒
相談⽀援センターの職員に対し相談し、⼜は援助若しく
は保護を求めた事実があり、かつ、申⽴書に当該事実に
係る第⼗⼆条第⼀項第五号イからニまでに掲げる事項
の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護
命令を発した旨及びその内容を、当該申⽴書に名称が記
載された配偶者暴⼒相談⽀援センター（当該申⽴書に名
称が記載された配偶者暴⼒相談⽀援センターが⼆以上
ある場合にあっては、申⽴⼈がその職員に対し相談し、
⼜は援助若しくは保護を求めた⽇時が最も遅い配偶者
暴⼒相談⽀援センター）の⻑に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執⾏⼒を有しない。 
 
（即時抗告） 
第⼗六条 保護命令の申⽴てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効⼒に影響を及ぼさな

い。 
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明
があったときに限り、抗告裁判所は、申⽴てにより、即
時抗告についての裁判が効⼒を⽣ずるまでの間、保護命
令の効⼒の停⽌を命ずることができる。事件の記録が原
裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ
とができる。 

４ 前項の規定により第⼗条第⼀項第⼀号の規定による
命令の効⼒の停⽌を命ずる場合において、同条第⼆項か
ら第四項までの規定による命令が発せられているとき
は、裁判所は、当該命令の効⼒の停⽌をも命じなければ
ならない。 

５ 前⼆項の規定による裁判に対しては、不服を申し⽴て
ることができない。 

６ 抗告裁判所が第⼗条第⼀項第⼀号の規定による命令
を取り消す場合において、同条第⼆項から第四項までの
規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、
当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令
について、第三項若しくは第四項の規定によりその効⼒
の停⽌を命じたとき⼜は抗告裁判所がこれを取り消し
たときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその
内容を当該通知をした配偶者暴⼒相談⽀援センターの
⻑に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに
抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準⽤
する。 

 
（保護命令の取消し） 

第⼗七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申
⽴てをした者の申⽴てがあった場合には、当該保護命令
を取り消さなければならない。第⼗条第⼀項第⼀号⼜は
第⼆項から第四項までの規定による命令にあっては同
号の規定による命令が効⼒を⽣じた⽇から起算して三
⽉を経過した後において、同条第⼀項第⼆号の規定によ
る命令にあっては当該命令が効⼒を⽣じた⽇から起算
して⼆週間を経過した後において、これらの命令を受け
た者が申し⽴て、当該裁判所がこれらの命令の申⽴てを
した者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第⼗条第⼀項第⼀号の規定によ
る命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を
取り消す場合について準⽤する。 

３ 第⼗五条第三項及び前条第七項の規定は、前⼆項の場
合について準⽤する。 

 
 
（第⼗条第⼀項第⼆号の規定による命令の再度の申⽴て） 
第⼗⼋条 第⼗条第⼀項第⼆号の規定による命令が発せ

られた後に当該発せられた命令の申⽴ての理由となっ
た⾝体に対する暴⼒⼜は⽣命等に対する脅迫と同⼀の
事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申⽴
てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に⽣活の本拠
としている住居から転居しようとする被害者がその責
めに帰することのできない事由により当該発せられた
命令の効⼒が⽣ずる⽇から起算して⼆⽉を経過する⽇
までに当該住居からの転居を完了することができない
ことその他の同号の規定による命令を再度発する必要
があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を
発するものとする。ただし、当該命令を発することによ
り当該配偶者の⽣活に特に著しい⽀障を⽣ずると認め
るときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申⽴てをする場合における第⼗⼆条の規定の
適⽤については、同条第⼀項各号列記以外の部分中「次
に掲げる事項」とあるのは「第⼀号、第⼆号及び第五号
に掲げる事項並びに第⼗⼋条第⼀項本⽂の事情」と、同
項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第⼀号
及び第⼆号に掲げる事項並びに第⼗⼋条第⼀項本⽂の
事情」と、同条第⼆項中「同項第⼀号から第四号までに
掲げる事項」とあるのは「同項第⼀号及び第⼆号に掲げ
る事項並びに第⼗⼋条第⼀項本⽂の事情」とする。 

 
（事件の記録の閲覧等） 
第⼗九条 保護命令に関する⼿続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ
の正本、謄本若しくは抄本の交付⼜は事件に関する事項
の証明書の交付を請求することができる。ただし、相⼿
⽅にあっては、保護命令の申⽴てに関し⼝頭弁論若しく
は相⼿⽅を呼び出す審尋の期⽇の指定があり、⼜は相⼿
⽅に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り
でない。 

 
（法務事務官による宣誓認証） 
第⼆⼗条 法務局若しくは地⽅法務局⼜はその⽀局の管

轄区域内に公証⼈がいない場合⼜は公証⼈がその職務
を⾏うことができない場合には、法務⼤⾂は、当該法務
局若しくは地⽅法務局⼜はその⽀局に勤務する法務事
務官に第⼗⼆条第⼆項（第⼗⼋条第⼆項の規定により読
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み替えて適⽤する場合を含む。）の認証を⾏わせること
ができる。 

 
（⺠事訴訟法の準⽤） 
第⼆⼗⼀条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する⼿続に関しては、その性質に反しない限
り、⺠事訴訟法（平成⼋年法律第百九号）の規定を準⽤
する。 

 
（最⾼裁判所規則） 
第⼆⼗⼆条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する⼿続に関し必要な事項は、最⾼裁判所規則で定める。 
 
第五章 雑則 
 
（職務関係者による配慮等） 
第⼆⼗三条 配偶者からの暴⼒に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係
者」という。）は、その職務を⾏うに当たり、被害者の⼼
⾝の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の
国籍、障害の有無等を問わずその⼈権を尊重するととも
に、その安全の確保及び秘密の保持に⼗分な配慮をしな
ければならない。 

２ 国及び地⽅公共団体は、職務関係者に対し、被害者の
⼈権、配偶者からの暴⼒の特性等に関する理解を深める
ために必要な研修及び啓発を⾏うものとする。 

 
（教育及び啓発） 
第⼆⼗四条 国及び地⽅公共団体は、配偶者からの暴⼒の

防⽌に関する国⺠の理解を深めるための教育及び啓発
に努めるものとする。 

 
（調査研究の推進等） 
第⼆⼗五条 国及び地⽅公共団体は、配偶者からの暴⼒の

防⽌及び被害者の保護に資するため、加害者の更⽣のた
めの指導の⽅法、被害者の⼼⾝の健康を回復させるため
の⽅法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護
に係る⼈材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

 
（⺠間の団体に対する援助） 
第⼆⼗六条 国及び地⽅公共団体は、配偶者からの暴⼒の

防⽌及び被害者の保護を図るための活動を⾏う⺠間の
団体に対し、必要な援助を⾏うよう努めるものとする。 

 
（都道府県及び市の⽀弁） 
第⼆⼗七条 都道府県は、次の各号に掲げる費⽤を⽀弁し

なければならない。 
⼀ 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を

⾏う婦⼈相談所の運営に要する費⽤（次号に掲げる費
⽤を除く。） 

⼆ 第三条第三項第三号の規定に基づき婦⼈相談所が
⾏う⼀時保護（同条第四項に規定する厚⽣労働⼤⾂が
定める基準を満たす者に委託して⾏う場合を含む。）
に要する費⽤ 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦
⼈相談員が⾏う業務に要する費⽤ 

四 第五条の規定に基づき都道府県が⾏う保護（市町村、
社会福祉法⼈その他適当と認める者に委託して⾏う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費
⽤ 

２ 市は、第四条の規定に基づきその⻑の委嘱する婦⼈相
談員が⾏う業務に要する費⽤を⽀弁しなければならな
い。 

 
（国の負担及び補助） 
第⼆⼗⼋条 国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第⼀項の規定により⽀弁した費⽤のうち、同項第
⼀号及び第⼆号に掲げるものについては、その⼗分の五
を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費⽤
の⼗分の五以内を補助することができる。 
⼀ 都道府県が前条第⼀項の規定により⽀弁した費⽤

のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 
⼆ 市が前条第⼆項の規定により⽀弁した費⽤ 

 
第五章の⼆ 補則 
 
（この法律の準⽤） 
第⼆⼗⼋条の⼆ 第⼆条及び第⼀章の⼆から前章までの

規定は、⽣活の本拠を共にする交際（婚姻関係における
共同⽣活に類する共同⽣活を営んでいないものを除く。）
をする関係にある相⼿からの暴⼒（当該関係にある相⼿
からの⾝体に対する暴⼒等をいい、当該関係にある相⼿
からの⾝体に対する暴⼒等を受けた後に、その者が当該
関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者か
ら引き続き受ける⾝体に対する暴⼒等を含む。）及び当
該暴⼒を受けた者について準⽤する。この場合において、
これらの規定中「配偶者からの暴⼒」とあるのは「第⼆
⼗⼋条の⼆に規定する関係にある相⼿からの暴⼒」と読
み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
み替えるものとする。 

 
第⼆条 被害者 被害者（第⼆⼗

⼋条の⼆に規定
する関係にある
相⼿からの暴⼒
を受けた者をい
う。以下同じ。）

第六条第⼀項 配偶者⼜は配偶
者であった者 

同条に規定する
関係にある相⼿
⼜は同条に規定
する関係にある
相⼿であった者

第⼗条第⼀項か
ら第四項まで、
第⼗⼀条第⼆項
第⼆号、第⼗⼆
条第⼀項第⼀号
から第四号まで
及び第⼗⼋条第
⼀項

配偶者 第⼆⼗⼋条の⼆
に規定する関係
にある相⼿ 

第⼗条第⼀項 離婚をし、⼜は
その婚姻が取り
消された場合 

第⼆⼗⼋条の⼆
に規定する関係
を解消した場合
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第六章 罰則 
 
第⼆⼗九条 保護命令（前条において読み替えて準⽤する

第⼗条第⼀項から第四項までの規定によるものを含む。
次条において同じ。）に違反した者は、⼀年以下の懲役⼜
は百万円以下の罰⾦に処する。 

 
第三⼗条 第⼗⼆条第⼀項（第⼗⼋条第⼆項の規定により

読み替えて適⽤する場合を含む。）⼜は第⼆⼗⼋条の⼆
において読み替えて準⽤する第⼗⼆条第⼀項（第⼆⼗⼋
条の⼆において準⽤する第⼗⼋条第⼆項の規定により
読み替えて適⽤する場合を含む。）の規定により記載す
べき事項について虚偽の記載のある申⽴書により保護
命令の申⽴てをした者は、⼗万円以下の過料に処する。 

 
附 則 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を経過し

た⽇から施⾏する。ただし、第⼆章、第六条（配偶者暴
⼒相談⽀援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九
条（配偶者暴⼒相談⽀援センターに係る部分に限る。）、
第⼆⼗七条及び第⼆⼗⼋条の規定は、平成⼗四年四⽉⼀
⽇から施⾏する。 

 
（経過措置） 
第⼆条 平成⼗四年三⽉三⼗⼀⽇までに婦⼈相談所に対

し被害者が配偶者からの⾝体に対する暴⼒に関して相
談し、⼜は援助若しくは保護を求めた場合における当該
被害者からの保護命令の申⽴てに係る事件に関する第
⼗⼆条第⼀項第四号並びに第⼗四条第⼆項及び第三項
の規定の適⽤については、これらの規定中「配偶者暴⼒
相談⽀援センター」とあるのは、「婦⼈相談所」とする。 

 
（検討） 
第三条 この法律の規定については、この法律の施⾏後三

年を⽬途として、この法律の施⾏状況等を勘案し、検討
が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ
るものとする。 

 
附 則 （平成⼀六年六⽉⼆⽇法律第六四号） 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を経過し

た⽇から施⾏する。 
 
（経過措置） 
第⼆条 この法律の施⾏前にしたこの法律による改正前

の配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護に関する
法律（次項において「旧法」という。）第⼗条の規定によ
る命令の申⽴てに係る同条の規定による命令に関する
事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第⼗条第⼆号の規定による命令が発せられた後
に当該命令の申⽴ての理由となった⾝体に対する不法
な攻撃であって⽣命⼜は⾝体に危害を及ぼすものと同
⼀の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者
からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護に関する法律（以下

「新法」という。）第⼗条第⼀項第⼆号の規定による命令
の申⽴て（この法律の施⾏後最初にされるものに限る。）
があった場合における新法第⼗⼋条第⼀項の規定の適
⽤については、同項中「⼆⽉」とあるのは、「⼆週間」と
する。 

 
（検討） 
第三条 新法の規定については、この法律の施⾏後三年を

⽬途として、新法の施⾏状況等を勘案し、検討が加えら
れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと
する。 

 
附 則 （平成⼀九年七⽉⼀⼀⽇法律第⼀⼀三号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を経過し

た⽇から施⾏する。 
 
（経過措置） 
第⼆条 この法律の施⾏前にしたこの法律による改正前

の配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護に関する
法律第⼗条の規定による命令の申⽴てに係る同条の規
定による命令に関する事件については、なお従前の例に
よる。 

 
附 則 （平成⼆五年七⽉三⽇法律第七⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
１ この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を経過した⽇

から施⾏する。 
 
附 則 （平成⼆六年四⽉⼆三⽇法律第⼆⼋号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 略 
⼆ 第⼆条並びに附則第三条、第七条から第⼗条まで、

第⼗⼆条及び第⼗五条から第⼗⼋条までの規定 平
成⼆⼗六年⼗⽉⼀⽇ 

 
附 則 （令和元年六⽉⼆六⽇法律第四六号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、令和⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇か
ら施⾏する。 
⼀ 附則第四条、第七条第⼀項及び第⼋条の規定 公布

の⽇ 
 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第四条 前⼆条に規定するもののほか、この法律の施⾏に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
 
（検討等） 
第⼋条 政府は、附則第⼀条第⼀号に掲げる規定の施⾏後

三年を⽬途に、配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保
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護等に関する法律第六条第⼀項及び第⼆項の通報の対
象となる同条第⼀項に規定する配偶者からの暴⼒の形
態並びに同法第⼗条第⼀項から第四項までの規定によ
る命令の申⽴てをすることができる同条第⼀項に規定
する被害者の範囲の拡⼤について検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第⼀条第⼀号に掲げる規定の施⾏後三年
を⽬途に、配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等
に関する法律第⼀条第⼀項に規定する配偶者からの暴
⼒に係る加害者の地域社会における更⽣のための指導
及び⽀援の在り⽅について検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるものとする。 

 
附 則 （令和四年五⽉⼆五⽇法律第五⼆号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
第⼀条 この法律は、令和六年四⽉⼀⽇から施⾏する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇か
ら施⾏する。 
⼀ 次条並びに附則第三条、第五条及び第三⼗⼋条の規

定 公布の⽇ 
 
（政令への委任） 
第三⼗⼋条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
 
附 則 （令和四年六⽉⼀七⽇法律第六⼋号） 抄 
 
（施⾏期⽇） 
１ この法律は、刑法等⼀部改正法施⾏⽇から施⾏する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。 
⼀ 第五百九条の規定 公布の⽇ 
 

 

埼⽟県男⼥共同参画推進条例 
平成 12 年３⽉ 24 ⽇ 埼⽟県条例第 12 号 

 
個⼈の尊重と法の下の平等は⽇本国憲法にうたわれて

おり、男⼥平等の実現については、国際婦⼈年以来、国際
連合が「平等・開発・平和」の⽬標を掲げ、各国が連帯し
て取り組んでいる。また、あらゆる分野における⼥性に対
する差別の解消を⽬指して、⼥⼦に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約を軸に男⼥平等のための取組が
積極的に展開され、国内及び県内においても進められてき
た。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれ
に基づく社会慣⾏は依然として根強く、真の男⼥平等の達
成には多くの課題が残されている。 

⼀⽅、現在の経済・社会環境は、急激な少⼦・⾼齢化の
進展をはじめ、情報化、国際化など多様な変化が⽣じてい
る。 

特に、埼⽟県においては、核家族世帯率が⾼く、⼥性の
労働⼒率が出産・⼦育て期に⼤きく低下する傾向があり、
また、男性は通勤時間が⻑く、家事・育児・介護等の家庭
⽣活における参画が必ずしも⼗分ではない。 

こうした現状を踏まえ、豊かで安⼼できる社会を築いて
いくためには、男⼥が、社会的⽂化的に形成された性別の
概念にとらわれず、その個性と能⼒を⼗分に発揮し、あら
ゆる分野に対等に参画できる男⼥共同参画社会の実現が
重要である。 

ここに、私たちは、男⼥共同参画社会の実現を⽬指すこ
とを決意し、男⼥共同参画の推進についての基本理念を明
らかにしてその⽅向を⽰し、男⼥共同参画を総合的かつ計
画的に推進することにより、豊かで活⼒ある 21 世 

紀の埼⽟を築くため、この条例を制定する。 
 
（⽬的） 
第１条 この条例は、男⼥共同参画の推進に関し、基本理

念を定め、県、事業者及び県⺠の責務を明らかにし、並
びに男⼥共同参画の推進に関する施策について必要な
事項を定めることにより、男⼥共同参画を総合的かつ計
画的に推進し、もって豊かで活⼒ある地域社会の実現に
寄与することを⽬的とする。 

 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる⽤語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
⼀ 男⼥共同参画男⼥が、社会の対等な構成員として、

⾃らの意思によって社会のあらゆる分野における活
動に参画する機会が確保され、もって男⼥が均等に政
治的、経済的、社会的及び⽂化的利益を享受すること
ができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

⼆ 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男
⼥間の格差を是正するため必要な範囲内において、男
⼥のいずれか⼀⽅に対し、当該機会を積極的に提供す
ることをいう。 

三 セクシュアル・ハラスメント性的な⾔動に対する相
⼿⽅の対応によって不利益を与え、⼜は性的な⾔動に
より相⼿⽅の⽣活環境を害することをいう。 

 
（基本理念） 
第３条 男⼥共同参画の推進は、男⼥の個⼈としての尊厳

が重んぜられること、男⼥が直接的であるか間接的であ
るかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、
男⼥が個⼈として能⼒を発揮する機会が確保されるこ
と、⼥性に対する暴⼒が根絶されることその他の男⼥の
⼈権が尊重されることを旨として、⾏われなければなら
ない。 

２ 男⼥共同参画の推進に当たっては、性別による固定的
な役割分担等に基づく社会における制度⼜は慣⾏が男
⼥の社会における活動の⾃由な選択に対して影響を及
ぼすことのないよう配慮されなければならない。 

３ 男⼥共同参画の推進は、県における政策⼜は⺠間の団
体における⽅針の⽴案及び決定に、男⼥が共同して参画
する機会が確保されることを旨として、⾏われなければ
ならない。 

４ 男⼥共同参画の推進は、家族を構成する男⼥が、相互
の協⼒と社会の⽀援の下に、⼦育て、家族の介護その他
の家庭⽣活における活動及び社会⽣活における活動に
対等に参画することができるようにすることを旨とし
て、⾏われなければならない。 

５ 男⼥共同参画の推進は、⽣涯にわたる性と⽣殖に関す
る健康と権利が尊重されることを旨として、⾏われなけ
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ればならない。 
６ 男⼥共同参画の推進に向けた取組が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男⼥
共同参画の推進は、国際的な協⼒の下に⾏われなければ
ならない。 

 
（県の責務） 
第４条 県は、男⼥共同参画の推進を主要な政策として位

置付け、前条に定める基本理念（以下「基本理念」とい
う。）にのっとり、男⼥共同参画の推進に関する施策（積
極的格差是正措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、
及び実施するものとする。 

２ 県は、男⼥共同参画の推進に当たり、市町村、事業者
及び県⺠と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、第⼀項に規定する施策を総合的に企画し、調整
し、及び推進するために必要な体制を整備するとともに、
財政上の措置等を講ずるように努めるものとする。 

 
（事業者の責務） 
第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

⾏うに当たっては、男⼥が共同して参画することができ
る体制の整備に積極的に取り組むとともに、県が実施す
る男⼥共同参画の推進に関する施策に協⼒するように
努めなければならない。 

 
（県⺠の責務） 
第６条 県⺠は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野に、⾃ら積極的に参画
するとともに、県が実施する男⼥共同参画の推進に関す
る施策に協⼒するように努めなければならない。 

 
（性別による権利侵害の禁⽌） 
第７条 何⼈も、家庭、職場、学校、地域社会等において、

⼥性に対する暴⼒を⾏ってはならない。 
２ 何⼈も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セ

クシュアル・ハラスメントを⾏ってはならない。 
 
（公衆に表⽰する情報に関する留意） 
第８条 何⼈も、公衆に表⽰する情報において、性別によ

る固定的な役割分担及び⼥性に対する暴⼒等を助⻑し、
及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を⾏わな
いように努めなければならない。 

 
（県の施策） 
第９条 県は、本県の特性を踏まえ、男⼥共同参画を推進

するため、次に掲げる施策等を⾏うものとする。 
⼀ 男⼥が共に家庭⽣活及び職業⽣活を両⽴すること

ができるように、その⽀援を⾏うように努めること。 
⼆ 広報活動等の充実により、男⼥共同参画に関する事

業者及び県⺠の理解を深めるとともに、学校教育をは
じめとするあらゆる分野の教育において、男⼥共同参
画を促進するための措置を講ずるように努めること。 

三 あらゆる分野における活動において、男⼥間に参画
する機会の格差が⽣じている場合、事業者及び県⺠と
協⼒し、積極的格差是正措置が講ぜられるように努め
ること。  

四 審議会等における委員を委嘱し、⼜は任命する場合
にあっては、積極的格差是正措置を講ずることにより、

できる限り男⼥の均衡を図ること。 
五 ⼥性に対する暴⼒及びセクシュアル・ハラスメント

の防⽌に努め、並びにこれらの被害を受けた者に対し、
必要に応じた⽀援を⾏うように努めること。 

六 男⼥共同参画の取組を普及させるため、当該取組を
積極的に⾏っている事業者の表彰等を⾏うこと。 

七 ⺠間の団体が⾏う男⼥共同参画の推進に関する活
動に資するため、情報の提供その他の必要な措置を講
ずること。 

⼋ 男⼥共同参画の推進に関する施策の策定に必要な
事項及び男⼥共同参画の推進を阻害する問題につい
ての調査研究を⾏うこと。 

 
（埼⽟県男⼥共同参画審議会）  
第 10 条 埼⽟県男⼥共同参画審議会（第 12 条第 3 項に

おいて「審議会」という。）は、男⼥共同参画の推進に資
するために、次に掲げる事務を⾏う。 
⼀ 知事の諮問に応じ、男⼥共同参画の推進に関する基

本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議する
こと。 

⼆ 男⼥共同参画の推進に関する施策の実施状況につ
いて、必要に応じ、調査し、及び知事に意⾒を述べる
こと。 

 
（総合的な拠点施設の設置） 
第 11 条 県は、男⼥共同参画社会の実現に向けた施策を

実施し、並びに県⺠及び市町村による男⼥共同参画の取
組を⽀援するための総合的な拠点施設を設置するもの
とする。 

 
（基本計画の策定） 
第 12 条 知事は、男⼥共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、男⼥共同参画の推進に
関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定
するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項についてめるものとする。 
⼀ 総合的かつ⻑期的に講ずべき男⼥共同参画の推進

に関する施策の⼤綱⼆前号に掲げるもののほか、男⼥
共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県⺠の意
⾒を聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを
公表するものとする。 

５ 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準⽤する。 
 
（苦情の処理） 
第 13 条 知事は、県が実施する男⼥共同参画の推進に関

する施策若しくは男⼥共同参画の推進に影響を及ぼす
と認められる施策についての苦情⼜は男⼥共同参画の
推進を阻害する要因によって⼈権が侵害された場合の
事案について、県内に住所を有する者⼜は在勤若しくは
在学する者（次項において「県⺠等」という。）からの申
出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置するも
のとする。 

２ 県⺠等は、県が実施する男⼥共同参画の推進に関する
施策若しくは男⼥共同参画の推進に影響を及ぼすと認
められる施策について苦情がある場合、⼜は男⼥共同参



第６次飯能市男⼥共同参画プラン  
 

130 

画の推進を阻害する要因によって⼈権を侵害された場
合には、前項の機関に申し出ることができる。 

３ 第 1 項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨の
申出があった場合において、必要に応じて、前項の施策
を⾏う機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類
その他の記録を閲覧し、⼜はその写しの提出を求め、必
要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置
をとるように勧告等を⾏うものとする。 

４ 第 1 項の機関は、第 2 項の規定に基づき⼈権を侵害さ
れた旨の申出があった場合において、必要に応じて、関
係者に対し、その協⼒を得た上で資料の提出及び説明を
求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助⾔、
是正の要望等を⾏うものとする。 

 
（年次報告） 
第 14 条 知事は、毎年、男⼥共同参画の推進状況及び男

⼥共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかに
する報告書を作成し、及び公表するものとする。 

 
（委任） 
第 15 条 この条例の施⾏に関し必要な事項は、規則で定

める。附則この条例は、平成 12 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏す
る。ただし、第 13 条の規定は、同年 10 ⽉ 1 ⽇から施
⾏する。 

 
 

飯能市男⼥共同参画推進条例 
平成 27 年 12 ⽉ 18 ⽇ 条例第 40 号 

 
個⼈の尊重と法の下の平等がうたわれている⽇本国憲

法の下、我が国では、男⼥平等の実現に向けて、⼥⼦に
対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を批准す
るとともに、男⼥共同参画社会基本法などの法整備や
種々の取組が進められてきた。 

本市においても、平成 12 年に飯能市男⼥共同参画プラ
ンを策定し、男⼥共同参画の推進に関する施策を積極的
に展開している。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担の意識
と、それに基づく社会の制度や慣⾏は依然として根強く
残り、⼦育てと仕事との両⽴が困難な状況で出産・⼦育
て期における⼥性の労働⼒率が低下するなど、社会のあ
らゆる分野において男⼥間の格差が⾒受けられる。ま
た、ドメスティック・バイオレンスなど⼈権を侵害する
問題もいまだ根絶するには⾄らず、なお⼀層の取組が求
められている。 

このような現状を踏まえ、飯能の豊かな⾃然の恵みを
享受しながら、誰もが未来に明るい展望を 拓

ひら
き、⽣き⽣

きと暮らし、次世代を担う⼦どもが健やかに⽣まれ⼼豊
かに育まれ、将来にわたって活⼒ある地域社会を築いて
いくためには、男⼥が互いに尊重し合い、互いの違いを
認め合い、誰もが個性と能⼒を⼗分に発揮できる男⼥共
同参画社会を実現することが重要である。 

ここに、本市は、市⺠、事業者及び教育に携わる者と
の協働により、男⼥共同参画を推進していくことを決意
し、この条例を制定する。 

 

(⽬的) 
第１条 この条例は、市の男⼥共同参画の推進に関し、

基本理念を定め、並びに市、市⺠、事業者及び教育に
携わる者の責務を明らかにするとともに、男⼥共同参
画の推進に関する施策について基本的な事項を定める
ことにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって男⼥共同参画社会を実現することを⽬的とす
る。 
 
(⽤語の意義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる⽤語の意
義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 男⼥共同参画 男⼥が、社会の対等な構成員とし

て、⾃らの意思によって社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保され、もって男⼥が均
等に政治的、経済的、社会的及び⽂化的利益を享受
することができ、かつ、共に責任を担うことをい
う。 

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る
男⼥間の格差を是正するため必要な範囲内におい
て、男⼥のいずれか⼀⽅に対し、当該機会を積極的
に提供することをいう。 

(3) 市⺠ 市内に居住し、⼜は勤務し、若しくは通学
する者をいう。 

(4) 事業者 市内に事務所⼜は事業所を有する個⼈⼜
は法⼈その他の団体をいう。 

(5) 教育に携わる者 家庭教育、学校教育、社会教育
その他のあらゆる教育に携わる者をいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者その他親
密な関係にある者(配偶者であった者その他親密な関
係にあった者を含む。)からの⾝体的、精神的、経済
的⼜は性的な暴⼒をいう。 

(7) セクシュアル・ハラスメント 性的な⾔動に対す
る相⼿⽅の対応によって不利益を与え、⼜は性的な
⾔動により相⼿⽅の⽣活環境を害することをいう。 

 
(基本理念) 

第３条 男⼥共同参画は、次に掲げる事項を基本理念と
して推進されなければならない。 
(1) ⼀⼈⼀⼈が互いを⼤切にし、男⼥の個⼈としての

尊厳が重んぜられること、男⼥が性別による差別的
な取扱いを受けないこと、男⼥が個⼈として能⼒を
発揮する機会が確保されることその他の⼈権が尊重
されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担の意識に基づく社会
における制度⼜は慣⾏が男⼥の社会における活動の
⾃由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配
慮されること。 

(3) 男⼥が社会の対等な構成員として、市における政
策⼜は⺠間の団体における⽅針の⽴案及び決定に共
同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男⼥が、相互の協⼒と社会の⽀援
の下に、⼦育て、家族の介護その他の家庭⽣活にお
ける活動と就業、就学その他の社会⽣活における活
動とを両⽴して⾏うことができるようにすること。 

(5) ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・
ハラスメントその他の性別に起因する権利侵害に当
たる⾏為が根絶されること。 
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(6) 男⼥が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性
及び⽣殖に関する事項について⾃らの決定が尊重さ
れること並びに⽣涯にわたり男⼥が健康な⽣活を営
むことについて配慮されること。 

(7) 男⼥共同参画の推進は、国際社会における取組と
密接な関係があることを⼗分理解し、国際的な協調
の下に⾏われること。 

 
(市の責務) 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」
という。)にのっとり、男⼥共同参画の推進に関する施
策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に
策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、男⼥共同参画の推進に当たり、市⺠、事業
者、教育に携わる者、国及び他の地⽅公共団体と協⼒
し、連携を図るよう努めなければならない。 
 
(市⺠の責務) 

第５条 市⺠は、基本理念にのっとり、男⼥共同参画に
ついて積極的に理解を深め、その推進に努めなければ
ならない。 

２ 市⺠は、市が実施する男⼥共同参画の推進に関する
施策に協⼒するよう努めなければならない。 
 
(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動
において男⼥が共同して参画することができる体制の
整備に積極的に取り組むよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男⼥共同参画の推進に関す
る施策に協⼒するよう努めなければならない。 
 
(教育に携わる者の責務) 

第７条 教育に携わる者は、教育が男⼥共同参画の推進
に果たす役割の重要性を認識し、基本理念に配慮した
教育を⾏うよう努めなければならない。 
 
(性別による権利侵害⾏為の禁⽌) 

第８条 何⼈も、職域、学校、地域、家庭その他の社会
のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱
い、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・
ハラスメントその他の性別に起因する権利侵害に当た
る⾏為を⾏ってはならない。 
 
(公衆に表⽰する情報に関する留意) 

第９条 何⼈も、広報、広告その他の公衆に表⽰する情
報において、性別による固定的な役割分担及び前条に
規定する⾏為を助⻑し、及び連想させる表現並びに過
度の性的な表現を⾏わないよう努めなければならな
い。 
 
(基本的施策) 

第 10 条 市は、男⼥共同参画を推進するため、次に掲げ
る基本的施策を⾏うものとする。 
(1) 男⼥共同参画に関する市⺠、事業者及び教育に携

わる者(以下「市⺠等」という。)の理解を深めるた
め、広報活動の充実に努め、及び学習機会の提供を
⾏うこと。 

(2) 男⼥が共に家庭⽣活と社会⽣活とを両⽴すること
ができるよう、必要な⽀援を⾏うこと。 

(3) 家庭教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる
教育において、基本理念に配慮した教育が⾏われる
よう、必要な措置を講ずること。 

(4) 職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる
分野における活動において、男⼥間に参画する機会
の格差が⽣じている場合に、市⺠等と協⼒し、積極
的格差是正措置が講ぜられるよう努めること。 

(5) 性と⽣殖に関する健康と権利の尊重が適切に図ら
れるよう、情報及び学習機会の提供その他の必要な
⽀援を⾏うこと。 

(6) 関係機関と連携し、ドメスティック・バイオレン
ス、セクシュアル・ハラスメントその他の性別に起
因する権利侵害に当たる⾏為の防⽌に努め、及びそ
の被害者の⽀援を⾏うこと。 

(7) 男⼥共同参画の推進に関する施策の策定に必要な
事項及び男⼥共同参画の推進を阻害する要因につい
ての調査研究を⾏うこと。 

 
(基本計画の策定) 

第 11 条 市⻑は、男⼥共同参画の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するため、男⼥共同参画の推進
に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策
定しなければならない。 

２ 市⻑は、基本計画を策定するに当たっては、市⺠等
の意⾒を反映することができるよう必要な措置を講ず
るとともに、第 15 条に規定する飯能市男⼥共同参画審
議会に諮問するものとする。 

３ 市⻑は、基本計画を策定したときは、速やかにこれ
を公表しなければならない。 

４ 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準⽤す
る。 
 
(年次報告) 

第 12 条 市⻑は、毎年度、男⼥共同参画の推進に関する
施策の実施内容、進捗状況等を明らかにする報告書を
作成し、これを公表しなければならない。 
 
(相談及び苦情の処理) 

第 13 条 市⻑は、性別による差別的な取扱いその他の男
⼥共同参画の推進に影響を及ぼすと認められることに
ついて市⺠等から相談があったときは、関係機関と連
携し、適切な措置を講ずるものとする。 

２ 市⻑は、市が実施する男⼥共同参画の推進に関する
施策⼜は男⼥共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら
れる施策について市⺠等から苦情の申出を受けたとき
は、適切な措置を講ずるものとする。 
 
(推進体制の整備) 

第 14 条 市は、男⼥共同参画の推進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な体制を整備する
ものとする。 
 
(男⼥共同参画審議会) 

第 15 条 市⻑の諮問に応じ、男⼥共同参画の推進に関す
る重要事項を調査審議するため、飯能市男⼥共同参画
審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
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(審議会の組織) 

第 16 条 審議会は、委員 10 ⼈以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市⻑が任命する。 

(1) 学識経験者 
(2) 知識経験者 
 
(委員の任期) 

第 17 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補⽋の委
員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
 
(会⻑) 

第 18 条 審議会に会⻑を置き、委員の互選により定め
る。 

２ 会⻑は、審議会を代表し、会務を総理する。 
３ 会⻑に事故があるときは、会⻑があらかじめ指名す

る委員が、その職務を代理する。 
 
(審議会の会議) 

第 19 条 審議会は、会⻑が招集し、会議の議⻑となる。 
２ 審議会は、委員の 2 分の 1 以上が出席しなければ会

議を開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。 
 
(意⾒の聴取等) 

第 20 条 審議会は、審議のため必要があると認めるとき
は、関係者に対し、出席を求めて意⾒若しくは説明を
聴き、⼜は資料の提出を求めることができる。 
 
(審議会の庶務) 

第 21 条 審議会の庶務は、市⺠⽣活部市⺠協働推進課に
おいて処理する。 
(令 3 条例 24・⼀部改正) 
 
(委任) 

第 22 条 この条例の施⾏に関し必要な事項は、市⻑が定
める。 
 
附 則 
 
(施⾏期⽇) 

１ この条例は、平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
(飯能市男⼥共同参画審議会条例の廃⽌) 
２ 飯能市男⼥共同参画審議会条例(平成 26 年条例第 19

号)は、廃⽌する。 
 
附 則(令和 3 年条例第 24 号) 
この条例は、令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
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７．飯能市男⼥共同参画庁内推進会議設置規程 

平成 20 年３⽉ 31 ⽇決裁 
（設置） 
第１条 飯能市における男⼥共同参画に関する施策について、社会情勢の変化に対応し、総合的かつ効

果的に推進するため、飯能市男⼥共同参画庁内推進会議（以下「推進会議」という。）を設置す
る。 

（所掌事務） 
第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）飯能市男⼥共同参画プランの進⾏管理に関すること。 
（２）男⼥共同参画に関する施策の調査研究に関すること。 
（３）その他男⼥共同参画に関する施策について必要と認められること。 

（組織） 
第３条 推進会議は、会⻑及び委員１５⼈以内をもって組織する。  

２ 会⻑は、市⺠⽣活部⻑をもって充てる。 
３ 委員は、市職員のうちから市⻑が任命する。 

（任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。 

２ 補⽋委員の任期は、前任委員の残任期間とする。 
（会⻑の職務） 
第５条 会⻑は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２ 会⻑に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 
（会議） 
第６条 推進会議は、会⻑が招集し、会議の議⻑となる。 

２ 推進会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、⼜は資料の提出を求めるこ
とができる。 

（庶務） 
第７条 推進会議の庶務は、市⺠⽣活部市⺠協働推進課において処理する。  
（その他） 
第８条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会⻑が定める。 
 
附 則 
（施⾏期⽇） 

１ この規程は、平成２０年 4 ⽉１⽇から施⾏する。 
（任期の特例） 

１ この規程の施⾏により、最初に任命する委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平
成２１年３⽉３１⽇までとする。 

（飯能市⼥性⾏政庁内推進会議設置規程の廃⽌）  
１ 飯能市⼥性⾏政庁内推進会議設置規程（平成１１年７⽉１⽇施⾏）は、廃⽌する。 

２ この規程は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。
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